
第９２回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

第 １ 号 議 案 神河町いじめ防止対策推進条例制定の件

第 ２ 号 議 案 神河町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第 ３ 号 議 案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件

第 ４ 号 議 案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

第 ５ 号 議 案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

第 ６ 号 議 案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

第 ７ 号 議 案 神河町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の件

第 ８ 号 議 案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

第 ９ 号 議 案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第１０号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

第１１号議案 神河町水道給水条例等の一部を改正する条例制定の件

第１２号議案 神河町町道路線の認定の件

第１３号議案 神河町町道路線の変更の件

第１４号議案 令和元年度神河町一般会計補正予算（第４号）

第１５号議案 令和元年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

第１６号議案 令和元年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）

第１７号議案 令和元年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

第１８号議案 令和元年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第２号）

第１９号議案 令和元年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

第２０号議案 令和元年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

第２１号議案 令和２年度神河町一般会計予算

第２２号議案 令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第２３号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第２４号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第２５号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算

第２６号議案 令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算

第２７号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第２８号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算
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第２９号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第３０号議案 令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第３１号議案 令和２年度神河町水道事業会計予算

第３２号議案 令和２年度神河町下水道事業会計予算

第３３号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算

承 認 第 １ 号 第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略の策定

の件

承 認 第 ２ 号 神河町空家等対策計画の策定の件

承 認 第 ３ 号 第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神河町次世代育

成支援対策推進行動計画の策定の件

承 認 第 ４ 号 神河町業務継続計画の策定の件

承 認 第 ５ 号 神河町自殺対策計画の策定の件

○議会提出議案

発 議 第 １ 号 神河町議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件

発 議 第 ２ 号 新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実・強化を求める意見書
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神河町告示第15号

第92回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

令和２年２月21日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 令和２年３月３日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

 納 良 幸 藤 森 正 晴

三 谷 克 巳 藤 原 裕 和

澤 田 俊 一 栗 原  哉

小 寺 俊 輔 藤 原 日 順

吉 岡 嘉 宏 安 部 重 助

小 島 義 次

○応招しなかった議員

な し
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令和２年 第92回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和２年３月３日（火曜日）

議事日程（第１号）

令和２年３月３日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 発議第１号 神河町議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件

日程第５ 第１号議案 神河町いじめ防止対策推進条例制定の件

日程第６ 第２号議案 神河町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第７ 第３号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第４号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第５号議案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第10 第６号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第11 第７号議案 神河町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第12 第８号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第９号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第10号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第11号議案 神河町水道給水条例等の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第12号議案 神河町町道路線の認定の件

日程第17 第13号議案 神河町町道路線の変更の件

日程第18 第14号議案 令和元年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第19 第15号議案 令和元年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第20 第16号議案 令和元年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第21 第17号議案 令和元年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第22 第18号議案 令和元年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第
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２号）

日程第23 第19号議案 令和元年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第24 第20号議案 令和元年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第25 第21号議案 令和２年度神河町一般会計予算

第22号議案 令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第23号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第24号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第25号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算

第26号議案 令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算

第27号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第28号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第29号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第30号議案 令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第31号議案 令和２年度神河町水道事業会計予算

第32号議案 令和２年度神河町下水道事業会計予算

第33号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第26 承認第１号 第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略の

策定の件

日程第27 承認第２号 神河町空家等対策計画の策定の件

日程第28 承認第３号 第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神河町次世

代育成支援対策推進行動計画の策定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 発議第１号 神河町議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件

日程第５ 第１号議案 神河町いじめ防止対策推進条例制定の件

日程第６ 第２号議案 神河町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第７ 第３号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第４号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第５号議案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件
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日程第10 第６号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第11 第７号議案 神河町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第12 第８号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第９号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第10号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第11号議案 神河町水道給水条例等の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第12号議案 神河町町道路線の認定の件

日程第17 第13号議案 神河町町道路線の変更の件

日程第18 第14号議案 令和元年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第19 第15号議案 令和元年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第20 第16号議案 令和元年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第21 第17号議案 令和元年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第22 第18号議案 令和元年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第23 第19号議案 令和元年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第24 第20号議案 令和元年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第25 第21号議案 令和２年度神河町一般会計予算

第22号議案 令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第23号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第24号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第25号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算

第26号議案 令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算

第27号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第28号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第29号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第30号議案 令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第31号議案 令和２年度神河町水道事業会計予算

第32号議案 令和２年度神河町下水道事業会計予算

第33号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第26 承認第１号 第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略の

策定の件

日程第27 承認第２号 神河町空家等対策計画の策定の件
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日程第28 承認第３号 第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神河町次世

代育成支援対策推進行動計画の策定の件

出席議員（11名）

１番  納 良 幸 ８番 藤 森 正 晴

２番 三 谷 克 巳 ９番 藤 原 裕 和

３番 澤 田 俊 一 10番 栗 原  哉

４番 小 寺 俊 輔 11番 藤 原 日 順

５番 吉 岡 嘉 宏 12番 安 部 重 助

６番 小 島 義 次

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 ひ と･ま ち･み ら い 課 参 事 兼ｱグﾘｲﾉベｰｼｮﾝ特 命 参 事

副町長 前 田 義 人 真 弓 憲 吾

教育長 入 江 多喜夫 建設課長 野  直 規

総務課長 日 和 哲 朗 地籍課長 藤 田 晋 作

総務課参事兼財政特命参事 上下水道課長 真 弓 俊 英

児 島 修 二 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼情報発信特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

岡 部 成 幸 保 西 瞳

税務課長兼滞納整理特命参事 会計管理者兼会計課長

和 田 正 治 山 本 哲 也

住民生活課長  木 浩 病院事務長 藤 原 秀 明

住民生活課参事兼防災特命参事 病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事

平 岡 民 雄 藤 原 広 行

地域振興課長 多 田 守 教育課長兼給食センター所長

地域振興課参事兼商工観光特命参事 藤 原 美 樹

小 林 英 和 教育課副課長兼社会教育特命参事兼地域交流ｾﾝﾀｰ所長

ひと・まち・みらい課長  橋 宏 安
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藤 原 登志幸

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

開会に先立ちまして一言御挨拶を申し上げます。

本日ここに第９２回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位には御健勝

にて全員の御参集を賜り開会できますことは、町政のため、まことに御同慶にたえませ

ん。

ことしの冬は、暖冬の影響で記録的な雪不足が続いております。各地でスキー場は大

変苦労されているようです。３シーズン目を迎えた峰山高原ホワイトピークも、人工降

雪機により最大限の努力をされていますが、自然現象には逆らえず苦労されているよう

です。

また、各国に新型コロナウイルスの感染が拡大し、社会生活への影響はもちろんのこ

と、経済情勢等に大きな打撃となっており、我が国でも各種のイベントの自粛、小・中

・高校の臨時休校等全ての分野に影響が及び、７月２４日から開催予定の東京オリンピ

ック・パラリンピックを控え、予断を許さない状況であります。早期の治療薬の開発と

さらなる感染拡大防止に、最大限の対策に努めていただきますよう強く願うところであ

ります。私たちも事態を重く受けとめ、的確な対応に心がけたいと思っております。

２月７日には、我が町の事業執行に有利な過疎債の財源確保のため、谷公一衆議院議

員、山口壯衆議院議員、加田裕之参議院議員のもとにお伺いし、意見書を提出させてい

ただき、今後の協力をお願いいたしました。

さて、今次定例会に付議されます案件は、後ほど議会運営委員長から報告があります

が、町長からは、条例制定並びに一部改正、町道路線の認定・変更、令和元年度各会計

補正予算並びに令和２年度予算、承認案件等、計３６件が提出され、議会からは発議１

件が出ております。今年度最後の議会であり、町の施策を進める新年度予算を審議する

極めて重要な定例会であります。

議員各位並びに執行部におかれましても、格別の御精励を賜りまして、慎重審議の上、

適正妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

議会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

改めて、議員の皆様には御健勝のこととお喜び申し上げます。

まずは世界各国での新型コロナウイルス感染者の拡大とあわせて、日本国内でも２４

０人余りの感染者と６名の死亡者が発生するなど大きな社会問題となっています。

兵庫県においても３月１日、県内で初めて感染者が確認されました。
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神河町では、２月２９日、３月の例月メッセージを特別放送に切りかえ、新型コロナ

ウイルス感染予防対策のお知らせとお願いをさせていただきました。

また、この間、感染症対策連絡会議を開催し、情報収集と町民の皆様に注意喚起の啓

発に努めてきたところですが、２月２７日夕方、安倍首相は、感染拡大を防止し、国民

生活や経済に及ぼす影響を最少とするため必要な法案を準備してもらいたいと指示を行

いました。

神河町もこれに先立って第３回対策連絡会議を開催し、感染対策として、２月２９日

土曜日から３月１３日金曜日の間、町主催のイベント、研修会、教室等の行事は中止ま

たは延期とさせていただいております。

また、教育課からの臨時放送でもお知らせしておりますとおり、神河町教育委員会で

は、３月３日火曜日、本日から３月１５日の日曜日の間、町内小・中学校を臨時休校と

し、幼稚園、学童保育については開設することとしております。

改めて町民の皆様におかれましては、特に多くの人が集まる場合の対策としてマスク

着用などのせきエチケットや手洗い、うがい、出入り口等でのアルコール消毒を心がけ、

万一体調が思わしくない場合は外出を控えていただくなどの対応をよろしくお願いした

いと思います。

私どもは今後も各関係機関との連携を密にしながら適宜保護者、町民の皆様への速や

かな情報提供を行い、適切な対応と町民全体でのしっかりとした予防対策で安全・安心

に努めてまいりますので、引き続きの御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。

さて、本日は、第９２回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は繰り合わせの御出席を賜りまして議会が開会できますことを厚く御礼申し上げます。

今定例会には、条例制定、改正１１件、町道認定及び変更２件、令和元年度各会計の

補正予算７件、令和２年度各会計予算１３件及び承認３件の合計３６件を提出させてい

ただきました。

令和２年度の重点施策は、神河町地域創生事業と第２次長期総合計画の推進に加えて、

引き続き区要望事業の推進であります。

地域創生事業は、第２期総合戦略の初年度であり、第１期総合戦略の検証を踏まえて、

交流から関係、そして定住につながるよう神河町にゆかりのある方とのつながりを深め

ていきながら神河町の魅力発信に努め、重要事業の目標実現に向け全力で取り組み、

「ハートがふれあう住民自治のまち」「大好き！私たちの町かみかわ」の実現を目指し

てまいります。

議員各位には、よろしく御審議を賜り、御承認くださいますようお願いを申し上げま

して、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。

午前９時０８分開会

○議長（安部 重助君） ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達してい
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ますので、第９２回神河町議会定例会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長から指名いたします。

９番、藤原裕和議員、１０番、栗原 哉議員、９上２名を指名します。

・ ・

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について、委員長から報告を受けます。

納良幸議会運営委員長。

○議会○○○員会○員長（ ○ 良幸君） おはようございます。

議会運営委員会からの報告をいたします。

去る２月２６日、議会運営委員会を開催し、今期定例会の議事運営について協議し、

決定した事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程ですが、本日から３月２４日までの２２日間と決しております。

町長から提出されます議案は、条例の制定及び一部改正１１件、町道路線の認定及び

変更各１件、補正予算７件、令和２年度当初予算１３件、計画・構想の承認３件、計３

６件が提出されております。

議会からの提出議案は、条例の一部改正１件であります。なお、最終日には、追加提

出議案として、計画の承認２件が提出される予定となっております。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。

第１日目と第２日目は提案説明を受け、第３日目と第４日目は質疑を行い、第２号議

案から第１３号議案は表決をいたします。

第１号議案及び第１４号議案は、総務文教常任委員会に審査を付託することとしてお

ります。

また、第２１号議案から第３３号議案までの令和２年度各会計当初予算については、

質疑の後に議長を除く全議員により予算特別委員会を設置して、審査を付託することと

しております。

第５日目の一般質問の前に、発議第１号について表決をお願いすることとしておりま

す。

また、総務文教常任委員会に付託いたしました第１４号議案について、審査報告の後、

討論、採決を行います。あわせて第１５号議案から第２０号議案までの各特別会計、企

業会計補正予算についても討論、採決を行うこととしております。

一般質問につきましては、事前の通告のとおり、締め切りを３月５日の午前９時とし、
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本会議第５日目の１７日と第６日目の１８日に行うこととしております。

２４日の最終日には、総務文教常任委員会に付託いたしました第１号議案並びに予算

特別委員会に付託いたしました各議案について、審査報告の後、討論、採決をお願いす

ることとしております。

９上で今期定例会の会期日程及び議事日程について決定し、議長にお願いしておりま

す。

議員各位には格段の御協力をよろしくお願いをいたします。

これで議会運営委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 議会運営委員長の報告は終わりました。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日から３月２４日までの２２日間としたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら３月２４日までの２２日間と決定しました。

・ ・

日程第３ 諸報告

○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。

まず、監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元

にその写しを配付しておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付しております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員会、お願いします。

三谷克巳総務文教常任委員長。

○総務文教常任○員会○員長（三谷 克巳君） おはようございます。２番、三谷でござ

います。それでは、閉会中におきますところの総務文教常任委員会の調査活動の報告を

いたします。

委員会を２月１０日に開催し、所管課の事務調査を行いましたので、その内容につい

て報告します。

最初に、教育委員会ですが、越知谷小学校・幼稚園では、統合準備委員会で統合に向

けての協議の中で、バスの朝の便を上越知まで運行できないかという要望があったので、

グリーンバスにも検討いただいたが、厳しいとのことでした。
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次に、長谷幼稚園ですが、現在、休園となっています。今年度、校区に転入者があり

ましたが、開園人数に達しなかったので令和２年度も休園することになりました。

また、３年度は、対象者が４歳児、５歳児、３歳児それぞれ２名ずつおられるので、

４歳児、５歳児の入園希望があり、３歳児の入園希望者と合わせて開園人数の３名９上

になれば開園するとのことでございます。

次に、教育の情報化の取り組みですが、国においてはＧＩＧＡスクール構想を進めて

おります。

この構想は、全国の小・中学校の全ての児童生徒が１人１台の状況でパソコンやタブ

レットが使える環境を令和５年度までに整備する施策でございます。

神河町では、校内のＬＡＮ整備、教師用のパソコン、電子黒板等の整備を順次進めて

いく予定でございます。

この件について、ＧＩＧＡスクール構想では、校内ＬＡＮは１０ギガで整備するが、

神河町の学校の外の１ギガ程度の環境では対応できないとなれば、学習に支障が出てく

るのではないか。その対応を考えているかとの問いに対しまして、将来的には画像や動

画の内容によって１０ギガが必要になってくると思っていると。

今の段階では、パソコンを１人に１台ずつ配置して、１０人がインターネットにアク

セスしてもスムーズにアクセスできるので、当分の間は問題なく使えると。アクセスポ

イントが１カ所で足りなければ、２カ所設置することによって支障なく使えると思って

いるとのことです。

建物の外の環境については、全町的に検討しなければならないと思っているとのこと

でございました。

次に、病児・病後児保育についてですが、ケアステーションかんざきの２階を改造・

整備し、神崎郡３町で共同実施することを進めており、来年の１月に開設する予定で、

そのために保育士の募集も行います。

次に、銀の馬車道ですが、これを国指定の史跡にするための取り組みとして、馬車道

でマカダム式の舗装が確認された場所を町の指定文化財に指定することの検討をしてい

るとのことでございます。

次に、町民グラウンドの休館日、月曜日ですが、の使用許可について検討しましたが、

従来どおり許可をしないこととしました。ただし、自己責任において利用されることに

ついては差し支えないとのことでございます。

次に、学校給食ですが、食育、地産地消の取り組みとして、鹿肉のカリン揚げを献立

に取り入れています。また、銀の馬車道のブランドイメージ推進のために中村営農が栽

培した伯爵カボチャのポタージュスープも配食しております。

また、地場産野菜の納入状況ですが、１月末現在では昨年度は３⒊６％でしたが、今

年度は２４％に減少をしております。

学校給食甲子園事業というものがありますが、これへのエントリーや、それからＳＮ
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Ｓなどに給食の献立をアップして、給食の充実、食育の推進につなげる考えについての

質疑がございまして、これに対して今後、検討していきたいとのことでございました。

次に、神河シニアカレッジですが、来年度から、趣味講座に俳句の部を創設する予定

でございます。講師には、西播磨各地の公民館で俳句講座の講師として活躍されている

小坂文之先生を予定しているとのことでございます。

次に、税務課ですが、税の収納率は前年度より８％ふえております。また、滞納処

分も前年度より大きくふえております。

滞納者、また滞納額ともに減っている要因についての質疑がございまして、滞納整理

を前年度９上に行ったことと長期滞納者、高額滞納者には、財産調査予告という形で通

知をしたことが収納につながったとのことでございます。

また、滞納整理ですが、上下水道、それからケーブルテレビではサービスの提供停止

の措置をとったことにより滞納件数、額ともに減少をしております。

次に、家屋を解体した場合、土地の固定資産税額についての質疑がございまして、こ

れに対しまして、居住用の財産でなくなるので、小規模住宅の２００平方メートル９下

は６分の１の課税標準額、それから２００平方メートルを超える場合の３分の１の課税

標準額の軽減特例措置がなくなり、通常の宅地評価に戻りますので固定資産税はふえる

とのことでございます。

続いて、会計課ですが、元年１２月末の現金等保管総額は４９続 ６７４万 ６５１ 

円になっています。

一時借入金でございますが、２月１０日時点では６続円となっていますが、２月末時

点では１０続円程度の借り入れを予定されており、この状況は５月ごろまで続くとのこ

とでございます。

次に、一時借入金の借入限度額の取り扱いですが、これを変更します。内容は、出納

整理期間内に一時借り入れを行う場合、これまでは会計年度をまたいだ一時借入金があ

る場合は、これを合算した額を借入限度額内の可能額と判断していましたが、４月１日

からは新年度の予算における借入限度額の可能額として取り扱うこととします。

このことによって、令和元年度の一時借入金の利子の決算額は、３月分が重複するの

で多目の額になるとのことでございます。

最後に、総務課ですが、住民向けの防災情報提供番組「かみかわ安心安全防災情報コ

ーナー」を５分程度の番組として制作することに取り組んでいるとのことでございまし

た。

次に、公衆無線ＬＡＮ整備事業でございますが、町内５カ所の指定避難所にＷｉ－Ｆ

ｉのアクセスポイントを設置しますが、このアクセスポイントの設置工事、ＬＡＮ配線

工事は２月中に終了するとのことでございます。

次に、役場本庁舎の防犯対策として、防犯カメラを玄関ホール、それから建設課前、

西側の食堂前、３カ所に設置します。
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そして管理人室にパソコンモニターを置き、常時見ることができるようにするとのこ

とでございます。

次に、プレミアム商品券でございますが、１月３０日現在で購入引きかえ券の郵送者

は、非課税世帯が８９１人で４⒌０９％、子育て世帯は２１９人で１００％、全体で５

５７％となっています。

次に、ふるさと納税ですが、１月３１日現在で ０７２件、 ８５５万 ０００円と  

なっております。

次に、役場の宿日直業務ですが、現在シルバーと役場職員１名で対応していますが、

４月からシルバー２人体制に移行する予定でございます。そのためにシルバー人材セン

ターの対応要員を現在の４名から５名にふやし、またローテーションがうまくいかない

ことも想定して、２名の待機要員を確保していただいているとのことでございました。

９上、大まかな報告となりましたが、これ９外の質疑やその内容については、お手元

に配付しとります報告書にまとめておりますので、後ほど御一読いただきたいと思いま

す。

９上で総務文教常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 次に、民生福祉常任委員会、お願いします。

小島義次民生福祉常任委員長。

○民生福祉常任○員会○員長（小島 義次君） おはようございます。６番、小島です。

過日行われました民生福祉常任委員会開催の結果で主なものを報告いたします。

開催日は２月５日でした。

調査結果報告ですが、まず、公立神崎総合病院関係の事務調査です。

病院事業としまして、入院病者数２万 ３５５人、外来病者数６万 ２１０人、休日 

夜間病者数は ９４５人、大夜夜療所６１人となっています。

この病院関係について、次の質疑応答がありました。

医師確保の方向は今のところ、無理というほうが強いのかという質問に対しまして、

ドクターの確保というのは本当に厳しい状況ですが、前年度から比べると、１名は内科

医師、それから１名は麻酔科医師とふえている。その内科医師も定年を迎えられるドク

ターですとの答弁でした。

また、大阪の医科大学との連携で、高校生と医学生のための地域医療体験など、大学

のほうから支援いただいているが、来年度９降も継続していく事業なのかとの質問に対

しまして、来年度についても、地域医療体験は８月に実施する予定です。引き続きドク

ターの派遣というところも確認してるとの答弁でした。

次に、予算執行状況につきましては、病院事業収次が１９続 １９７万 ３３０円、 

病院事業費用が１８続 ９３４万 ９２６円となっています。 

次に、提出議案の説明がありました。

神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正です。第１２条の看護手当と、そ
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して神崎総合病院事業の会計補正予算、３条予算の繰入金として２続円の増ということ

です。

重要事項の取り組み状況で、公立病院改革プランの取り組み状況について説明があり

ましたが、その中で次の質疑応答がありました。

神崎総合病院改革プランというのは、改革に向けた目指す方向、今どこまで進んでい

るか、進まないのはどういう課題があるのかという質問に対しまして、後日詳細等を資

料として提示させていただきますとの答弁でした。

次に、公立病院のネットワーク化に係る計画の取り組み状況については、公立宍粟病

院との連携としては各連携会議を継続し、情報交換をしている。姫路聖マリア病院との

連携では産婦人科の分娩に係る紹介状況、これは平成３０年度では２８件あったという

ことです。

次に、健全経営に向けた取り組み状況については、経営改善対策委員会の取り組み状

況として次のとおりということで、在院日数を延ばす、急性期は２１日まで、地域包括

ケアは６０日まで入院可能とのことです。また、ＣＴ・ＭＲＩのオーダー促進などを取

り組みとして進めていくということです。

この件について質疑応答がありました。神崎総合病院の健全経営というものが一番大

きな課題である。一部適用とか全適とか、独立行政法人とかいう話も出ており、そうい

う議論がどの程度まで進んで、どういう方向に向かっているのかとの質問に対しまして、

経営形態の見直しの関係では、人事評価、コスト意識、病床利用率、平均在院日数等、

また繰入金の関係、そして経営健全化における課題の抽出をする中で、意識改革に係る

必要性が大きな課題であるとの意見が多かったということで、まずは意識改革から取り

組むしかないというところの意思確認、共通理解は病院経営改革検討委員会のメンバー

の中ではしっかりできているとの答弁でした。

その他でありますが、インシデント・アクシデントリポートがありまして、これに対

しまして、毎日働いている看護師さんとかいろんな方の頭の中に、職場改善とか、待遇

改善、インシデント・アクシデントの改善というような意識がどこまで個人的に捉えら

れているのかなと思うがとの質問に対しまして、病者さんの命を預かっているというよ

うな危機感というところは、もう少し表に出れば、もっと減っていく結果が出てくると

思う。病者さんに不安、不満を与えないという発信は常にやっているとの答弁でした。

続きまして、健康福祉課に移ります。

障害福祉施設整備に向けた取り組みとして、いづみ福祉会が障害者グループホームシ

ョートステイの建設を進めています。男子棟は令和２年２月オープン予定、女子棟は同

６月オープン予定です。

町社会福祉協議会、これはゆめ花館の運営と集いの場建設では、令和３年１月オープ

ンの予定だということです。

閉会中の継続調査の報告ですが、地域包括ケアシステム構築及び生活支援協議体の推
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進状況についての報告がありました。

その中の質疑応答の中で、住民生活課の課題であります地区防災計画と、健康福祉課

の課題であります災害時の要支援者の個別避難行動計画、両課の連携としてどのように

会議を開いてこられたのかとの質問に対し、２月１０日に１回目を予定してる。順次、

内容を詰めていきたいと考えているとの答弁でした。

また、生活支援協議体設立のためいろいろ努力されてるが、なかなか進まないその理

由はどのようなものがあると考えているかとの質問に対しまして、新しい組織をつくる

というのが非常に難しい。その会議の中には、民生委員、老人クラブの方や消防団が入

られたりの形だが、役職でお願いするが、今非常に難しいことですとの答弁でした。

続きまして、高齢者福祉、関係事業の取り組みの検討状況について説明がありました。

この件について質疑応答がありました。認知症カフェについて、神河町としてはきち

んとした要綱つくられて、自主的にやられる方に補助をされる意向があるのかないのか

との質問に対しまして、神河町においては、今ミニデイという形で補助をさせていただ

いております。ミニデイの中に包括していただくという形で考えていますとの答弁でし

た。

次、３番の障害者福祉事業及び施設整備の検討状況ですけれども、ケアステーション

かんざきにつきましては、３町の副町長・担当課長会議が１２月１６日に開催され、令

和２年度和担金協議で姫路和が ０００万円の和担減となるということでした。

次、食育及び健康増進事業の取り組みについては、町ぐるみ健夜の実施では申込者数

が ２９７名でした。

また、こころの健康講座では、ストレス症状と対処法、メンタルチェックなどを行い、

７０８名の参加がありましたということです。

また、ひきこもりや不登校支援講演会は２９名の参加だったということです。

この件について質疑応答がありました。各種の健康増進のための教室、健康プラス教

室の中の見直しとかをどのように状況を分析されているか、教室関係との改善とか考え

ておられるかとの質問に対しまして、骨折１人当たりの医療費、６５歳９上の１人当た

りのデータでは男の人はワースト２位で、女性におきましてはワースト４位といった状

況でした。今後は高齢者の指導、フレイル予防の食事の見直し、たんぱく質量であった

りとか、筋力低下のそういった食事指導にも積極的に取り組んでいかないといけないと

の答弁でした。

その他の事業の中で、民生委員・児童委員の活動内容等に関するアンケート結果が出

されました。

このアンケートについての質疑応答でした。民生児童委員のアンケートをとられた結

果であるが、これに対しての行政の考え方とか、今後どういう方向にしようかなど考え

ているかとの質問に対しまして、民生児童委員協議会独自で取り組んでいるふれ合い交

流会とか学校訪問など、３８人の民生委員の中で改善すべきこと、新たに取り組むべき
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ことを今検討してる状況ですとの答弁でした。

要綱等の改定等については５件あります。

補正予算については、介護保険事業特別会計、歳入は事業費減に伴う減額補正、ケア

プラン作成に伴う諸収入の増額補正、歳出では和担金や委託料の減額補正があります。

一般会計では、事業費減に伴う増額や減額の補正があるということです。

続きまして、住民生活課に入ります。

中播北部行政事務組合、次期ごみ処理施設の計画については、令和２年１月１５日に

３町の町長及び管理者会議が持たれました。今後は令和２年度の可能な限り早い時期に

建設用地が決定できるよう鋭意取り組みを進めていきたいとのことです。

残土砂等処分地の今後の計画については、令和２年４月より、公共工事で発生する残

土については当面受け入れを停止し、町内の家屋等の解体や改修で発生する瓦れきのみ

を受け入れます。公共工事がないので週２回の受け入れとのことです。

この件について次の質疑がありました。残土処分の処分地の今後の計画について、別

の処分地で建設残土の受け入れをしていただくような話が進んでいたように思うがどう

かとの質問に対しまして、ニガ竹処分場にかわる残土処分場を確保できるように取り組

んでいきたいとの答弁でした。

次に、防災（無線）・防犯対策の取り組み状況についてです。

それについての質疑応答がありました。根宇野の火災のときには、その自動放送が流

れなかった。どういうふぐあいがあったのかとの質問に対し、根宇野の火災の場所を特

定する目標物の登録が放送のラインから漏れていたことが判明したとの答弁でした。

次に、防災の取り組みについては、寺前小学校区を対象にした住民防災調査（アンケ

ート）、これを早稲田大学にて現在分析中であると。３０％の進捗であるとのことです。

そして神河町業務継続計画を今策定中であるとのことです。

この件について質疑応答がありました。神河町業務継続計画は、役場全体の業務の継

続をどうしていくのかということ、この計画をどこが主体で運用していくのかとの質問

に対しまして、この計画策定については住民生活課が担当はしたが、全体における危機

管理については総務課が中心になっていく。関係課の中で協議をして、事務分担を決め

ているのは現状ですとの答弁でした。

また、越知谷分団のいわゆる部制の廃止について、どういう協議がなされて、どうい

う経緯でこういうことが認められたのかとの質問に対しまして、団員は必ずしもずっと

活動に参加できるという状況ではない。新しく入団される人の確保もできていない。個

々の部の活動が非常にしにくくなったことから、部というものは廃止して越知谷分団一

つとなって活動していきたいという申し出があったとの答弁です。

さらに中播消防署の抱える課題で、今４名のところは３名体制にして、そして予防班

を１人つくるということだが、火災も増加傾向にある中で、人数を減らすということは

非常に厳しいのではないかとの質問に対しまして、職員の配備的な面での不均衡的なこ
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とについても、今後調整をしていく話を中播署長のほうから聞いている。減るというこ

とについても消防力の低下はないと確認をしているとの答弁でした。

次に、町営住宅の管理運営についてですけども、令和２年１月１３日現在で、比延団

地は２戸、新野駅前団地は３戸のあきがありますとのことです。

特定空き家対策の推進状況については、令和元年度空家対策計画策定支援業務、３月

議会の提案がありますということです。

この点について、次の質疑がありました。災害被災者に対する公営住宅空き家への一

時入居に関する取り扱い方針を作成されたようだが、住宅火災が果たして災害やその他

やむを得ない緊急事態になるのかとの質問に対しまして、住むところに困ってるという

ことで、初めてＳＯＳが行政のほうに寄せられたと。新野にある県住がそういう場合に

は使えると県から聞いている。県がまず非常時の対応としてやっていることから、町と

してもできることを考えなければいけないとの答弁でした。

次に、国民健康保険の取り組みについては、令和元年度医療費の推移としては資料に

載せております。

カーボン・マネジメント事業の進捗状況については、工事は全て完了していますとの

ことです。

その他として、３月定例会に提案議案について、条例一部改正、あるいは空き家等の

対策計画が上げられます。

要綱・規則改正についてと、さらに補正予算については主なものとして、一般会計で、

福祉医療費助成事業、中播北部クリーンセンター運営事業、中播衛生和担金事業、そし

て公営住宅維持管理事業、ひょうご住まいの耐震化推進事業、空き家適正管理運営事業、

さらに消防事務委託とか、災害対策事業、防災無線運営事業などが上げられます。

特別会計では、国保、後期高齢者医療事業会計、産業廃棄物処理事業会計の補正が提

案されます。

９上、主なものを朗読しましたが、ほかのことについてはお手元の資料をごらんくだ

さい。

これで民生福祉常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 次に、産業建設常任委員会、お願いします。

藤森正晴産業建設常任委員長。

○産業建設常任○員会○員長（藤森 正晴君） ８番、藤森です。閉会中における産業建

設常任委員会の報告をいたします。

委員会は、去る２月４日と２月２５日、２日間を行いました。

最初に、建設課であります。

町道認定基準に旧町間で差異があり、違いがありまして、大河内エリアの水準が高く

格差があることからそれに合わすために状況調査を行い、格上げ候補路線を選定し地元

調査と詳細調査を行った結果、神崎エリア側に新規７１路線と１３路線の変更認定をし
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たいということでありまして、本日の議題に上がっております。

暖冬により除雪経費の軽減。また凍結防止剤の使用も少なく購入分の残は次年度保管

となる。また業者への損料は発生しないと見ておるとのことであります。

次に、上下水道であります。

下水道統廃合については、大河内浄化センターと関係区との覚書による水質検査は井

戸を掘り水を採取し検査をした結果、問題がない。今後は南小田から宮野間をつないで

いく予定であるとのことであります。また大河内浄化センターでの汚泥抜き取りの作業

等を行ったときは、事前に地元に連絡を入れて行っているので苦情は出ておりません。

次に、地籍課所管であります。

事業については計画どおり順調に進捗しております。

次に、ひと・まち・みらい課であります。

アグリイノベーション事業でニンジンジュースの取り組みは、本年度は神河町産約２

０トン収穫し、８万本ぐらいのジュースをつくる予定であります。３年後については、

５ヘクタール９上約１５０トン程度の予定をしている。ニンジンジュース工場において

は、国の補助や自己資金で関西東邦産業株式会社が建設する。町への和担はありません

ということであります。

次に、貸し工場事業は使用料年間９００万の１０年の予定であったが、すずき食品・

親会社である鈴木合金から年額の減と期間延長のお申し入れがあり、年額４５０万、半

額ですね、期間も倍の２０年の契約となりました。これにより建物の補修等も含め耐用

年数を確認し、精査して進めていくとのことであります。

次に、長谷地区において、バス停までの移動が困難な方に、自宅から町が指定する乗

降場所、例えばふれあいマーケット・センター等まで、乗り合い運行する計画をしてお

ります。社会実験中は無料で、利用者の意見を集約し全町においても導入を検討してい

るとのことであります。

次に、地域振興課農林業係であります。

森林環境譲与税の活用方法として、森林所有者にコンタクトし、今までどおりの管理

をするか、しないかの調査をし、管理の意思がない場合は収入が見込める森林について

は、意欲のある業者や森林組合などに委託し、また放置される森林については、町が事

業主体となり管理していく必要があり、これらに充当していく。町への譲与額は令和元

年度は約 ９００万で、令和２年・３年度には約 ０８０万円の予定であります。 

次に、商工観光係であります。

観光施設の入り込み客数は減少しております。天候不良による影響もあるが、送迎や

接待サービスが悪いとの苦情も聞いております。おもてなしの心での指導を申し入れて

おります。

次に、峰山高原ホテルリラクシア・峰山高原スキー場の指定管理者、株式会社マック

アースから新会社、新しい会社ですね、株式会社ＭＥリゾート播磨を建設し、分社化を
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したいとの申し入れがありました。スキー場だけでなしにホテルの運営もあることから、

年間を通して一定の収次を見込むことができる。リスク分散のための分社化で暖冬を受

け、マックアースに万が一のことが起きても経営を続けていくとの思いであります。

町としては、契約解除した場合、新たな指定管理者を公募することになるが、ほかに

業者は見当たりません。町のリスクを最小限にとどめる方法としては、和担すべき責務

を分社化後も引き続き株式会社マックアースに義務として、和わせ連帯保証させるよう

にする合意書を作成すればと考えております。

この件について幾つかの質疑が出ております。

まず、分社化により株式会社マックアースと締結している、指定管理者協定書はどう

なるかの質疑であります。これについて、株式会社マックアースとの協定書は解除とな

る。使用料納付の契約は残り期間を含めて株式会社ＭＥリゾート播磨、新しい会社です

ね、となるが、三者、三者というのは神河町、株式会社マックアース、株式会社ＭＥリ

ゾート播磨、この三者であります、これで合意書を交わし、株式会社ＭＥリゾート播磨

との協定書に効力がある限り、将来にわたって株式会社マックアースに連帯保証してい

ただくものであります。

次の質疑であります。新しい分社化の株式会社ＭＥリゾート播磨の所在地、この所在

地がホテルリラクシアの所在地になっております。これについて問題はないのかという

質疑であります。これについて答えであります。法人の設置場所や番地は、どこでも可

能である。ただし指定管理者から外れ運営しなくなったときは、変更していただくとの

ことであります。

次の質疑であります。株式会社ＭＥリゾート播磨の事業は峰山高原に限られるのか、

隣接のちくさ高原等も含まれるのかという質問であります。当初は峰山高原と考え、株

式会社ＭＥリゾート峰山との思いであったが、今後の展開も視野に入れ、広いエリアの

播磨としたということであります。

９上が主な質疑でありますが、次に、委員会としては、分社化により事業承継する届

け出等については、指定管理者の変更に当たるのかを含めて条例規則に照らし合わせて

確認しましたが、分社化は会社法で認められていることから新たな指定管理者が見込め

ないのであれば、議会としても容認するしかないという状況である。町に対して債務を

担う指定管理者と特殊性があり、そのあたりがしっかりと担保され、後々法的問題が生

じないように手続するとなるように申し入れました。

皆さんのお手元に改正後の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施

行規則をお配りしておりますので、一読をお願いします。

９上が委員会の主な報告であります。

次に、県道加美宍粟線改良促進議会連絡協議会について報告いたします。

令和元年、昨年の１２月２６日に開催され、宍粟和議会とともに姫路土木事務所・龍

野土木事務所へ行き要望を行いました。神河町からは姫路土木事務所に４点の要望を行
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いました。

昨年度とほぼ変わっておりませんが、要望事項、まず１つ目であります。神河町福本

から比延までの安全対策であります。この間においては歩道も狭小、狭くて、一部のマ

ウンドアップ方式もあります。児童生徒、高校生、一般歩行者の危険を回避するために

も自転車通行機能を備えた歩道を求めました。これについての回答であります。昨年度

末の県の社会基盤プログラムに入れ、福本－柏尾間、約⒈２キロメートルを令和元年度

までに着工する。ちょっと前向きに行ったという報告であります。

次、２つ目であります。神河町南小田地内の早期歩道施設をという要望でありました

が、この回答については、学校の統合により、バス通となっており、難しいとの回答で

あります。

次に、３番目の要望であります。神河町上小田地内の早期拡幅改良であります。この

件についての回答であります。センターラインのない間１５０メートルを測量し進めて

いくとのことでありますが、スキー場もでき交通量も多くなっており、歩道施設等安全

面についても検討してほしいとの申し入れを入れております。ちょっと前行ったいう形

やね。

次に、４つ目であります。宍粟和一宮本谷からの神河町上小田間のトンネル計画の検

討であります。これについては、交通量も少なく費用対効果も望めない。県の社会基盤

プログラムに入れるのは難しいが、ほかの策がないか検討して進めていくとのことであ

ります。少しは検討という形で回答いただいております。

９上が産業建設常任委員会の報告であります。終わります。

○議長（安部 重助君） それではここで、私のほうから１２月定例会９降、閉会中の重

立った事項について報告いたします。

１２月２４日、中播磨地域づくり懇話会が姫路総合庁舎で開催され、町長と私が出席

し、町長からは地域資源を生かした町の魅力づくり、公立病院の果たすべき役割と支援

策強化、私からは社会基盤整備対策について発言し、知事と意見交換をしました。

１２月２６日、県道加美宍粟線改良促進議会連絡協議会要望会が姫路土木事務所福崎

事業所と龍野土木事務所宍粟事業所で開催され、藤森正晴産業建設常任委員長ほか委員

と私が出席しました。

上野・春名両県議会議員にも御臨席をいただき、坂ノ辻峠トンネル計画を含む県道整

備の実現に向けた要望を行いました。

１月７日、神河町商工会主催の新年交歓会が開催され、私と各議員が出席しておりま

す。

１月９日から１０日、和町村議会議員研修が滋賀県で開催され、吉岡嘉宏議員に出席

していただいております。

１月１０日、神河町老人クラブ連合会理事・女性部合同役員会が開催され、私が出席

しております。
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１月１２日、姫路和消防出初め式がシロトピア記念公園で挙行され、小島義次民生福

祉常任委員長に出席していただいております。

同じく１２日に神河町成人式が挙行され、私と各議員が出席しております。神河中学

校４期生の１３７名が成人を迎え、社会人としての自覚を新たにされました。議会を代

表して、神河町のあすを担う新成人の門出を祝い、励ましました。

１月１７日、１・１７のつどい阪神・淡路大震災２５周年追悼式典が人と防災未来セ

ンターでとり行われ、私が出席しております。

１月１８日、グループホームふれんどＡ棟竣工式が挙行され、私が出席しています。

同じく１８日にひょうご安全の日、中播磨のつどいが中央公民館グリンデルホールで

開催され、私と各議員が出席しております。

１月２８日、議会広報研究会が神戸で開催され、吉岡嘉宏広報公聴活動調査特別委員

長ほか委員と私が出席しております。

１月３１日、議会運営委員研修会が神戸で開催され、 納良幸議会運営委員長ほか委

員と私が出席しております。

「議会運営委員会の仕組みと役割」について元全国都道府県議会議長会事務局次長、

内田一夫氏から講演を受けております。

２月３日、町消防審議会が開催され、小島義次民生福祉常任委員長と私が出席してお

ります。

２月６日、中播衛生施設事務組合議会定例会第１日目が開催され、私が出席していま

す。

付議事件については、規約の変更２件、手数料徴収条例の一部改正、令和元年度事務

組合一般会計補正予算、令和２年度事務組合一般会計予算について提案説明を受けまし

た。

同じく６日に中播農業共済事務組合議会定例会が開催され、藤森正晴産業建設常任委

員長と私が出席しております。

令和元年度農業共済事業会計補正予算、中播農業共済事務組合解散に伴う規約の一部

変更２件を可決しております。

２月７日、新たに過疎対策法制定に関する意見書に係る地元選出国会議員陳情を自民

党本部等において三谷克巳総務文教常任委員長と私が行っております。

同じく７日に全国町村会館で開催された全国自治体病院協議会セミナーに藤原日順副

議長と澤田俊一議員に出席していただいております。

２月１１日、人権啓発講演会が開催され、私と各議員が出席しております。心理カウ

ンセラー、羽林由鶴さんから「幸せな家庭づくりの秘訣」と題して御講演をいただきま

した。

２月１２日、第３回地方行政課題研究会が神戸で開催され、小島義次議員、栗原 哉

議員と私が出席しております。
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「なぜ地方分権が必要なのか？」と題して、慶應大学経済学部教授、井手英策氏から

講演を受けております。

２月１３日、県町監査委員協議会定期総会が神戸で開催され、清瀬茂生代表監査委員

と小寺俊輔監査委員が出席されております。

２月１７日、第３回地域創生戦略会議が開催され、私が出席しています。第１期総合

戦略の検証を踏まえた第２期総合戦略の取り組み方針が示されました。

２月１９日、町国民健康保険運営協議会が開催され、小島義次民生福祉常任委員長に

出席していただいております。

２月２１日、県町議会議員公務災害補償組合議会定例会が神戸で開催され、私が出席

しております。

令和元年度補正予算、令和２年度事業計画及び予算について審議し、可決しておりま

す。

引き続き、県町議会議長会評議員会議が開催され、令和元年度補正予算、令和２年度

事業計画及び予算について審議し、承認しております。

２月２６日、第８回播但沿線纏めのフォーラムが大河内保健福祉センターで開催され、

私と各議員が出席しております。

２月２７日、中播北部行政事務組合議会定例会第１日目が開催され、藤原日順副議長、

小島義次民生福祉常任委員長と私が出席しております。

付議事件については、令和元年度事務組合一般会計補正予算を可決、令和２年度事務

組合一般会計予算について提案説明を受けました。

同じく２７日に健康増進・食育推進計画策定委員会が開催され、小島義次民生福祉常

任委員長に出席していただいております。

２月２８日、ごみ減量化推進協議会が開催され、小島義次民生福祉常任委員長に出席

していただいております。

２月２９日、兵庫県立生野高等学校の第７２回卒業証書授与式が挙行され、私が出席

しております。

会議規則第１２９条に規定する議員の派遣の件は、お手元に配付のとおり議員派遣を

しておりますので、御了承願います。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、１月８日に第６２

号を発行し、１月２４日に各区長様に配布しております。

９上で閉会中の重立った事項について報告を終わります。

９上で諸報告を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時２０分といたします。

午前１０時０２分休憩

午前１０時２０分再開
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○議長（安部 重助君） 再開します。

これより議案の審議に入ります。

・ ・

日程第４ 発議第１号

○議長（安部 重助君） 日程第４、発議第１号、神河町議会議員定数条例の一部を改正

する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） おはようございます。９番、藤原裕和でございます。３

月議会で冒頭、最初に提案をさせていただきます。

議員発議でございます。神河町町会議員の定数条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。

皆さん、お手元をごらんください。上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２

条及び神河町議会会議規則第１４条第１項の規定により提出をするものであります。

○議長（安部 重助君） 藤原議員、１番目から、最初から読んでください。説明してく

ださい。発議第１号から。

○議員（９番 藤原 裕和君） 失礼しました。発議第１号。令和２年３月３日。神河町

議会議長、安部重助様。提出者、神河町町会議員、藤原裕和。

神河町議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件でございます。上記の議案を

別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び神河町議会会議規則第１４条第１項の規定に

より提出をいたします。現行議員定数１２名を２名減じ、１０名に改正する案でござい

ます。

お待ちください。定数条例を削減するこの条例を提出するに至った背景について少し

述べさせていただきます。

２８年の１２月議会で定数１名減という議員発議を行いまして、そのときには否決に

なったわけでございます。

その後、平成合併から４回目の選挙、前回の選挙なんですけども、定数１２名で選挙

がございました。

その後、昨年、実は１名の議員辞職がございまして、今現在１名の議員の定数割れと

いうような状況が続いております。こういう状況ですけれども、議員の今回の定数削減、

この部分についてはこういう今の現状、まだ残すところ２年ばかり任期がございます。

そうした中で、議員定数を今の１１名のまましなければならない状況となっております。

こういう部分のことと、それから実は昨年、議員定数と議会の活動のあり方というよ

うなことで町の区長会長さんを交えた意見交換会が昨年の秋に大河内エリアと神崎エリ

アと２回にわたって話し合い、初めての区長様方との意見交換会を行いました。そうし

た中で、議員活動のあり方、そういうような部分を問われる区長様方からいろいろ提言
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なんかを数多くいただいたんですけれども、そういう部分を今回この今の現状１１名と

いう部分と、これから２年後に行われます町会議員の選挙に向けて、少し時間的には早

いかもわかりませんけれども、この今の現状が１名減で運営されている９上、そういう

部分を区長様方の意見も踏まえ、また各町民の皆様方にも今回議員定数という、議員の

あり方という部分を含めて考えていただくためにもそういうようなことで私なりには今

回議員定数削減案を提出させていただいたものでございます。

提出の理由は後ほど述べますけれども、まず先ほど言いました区長様方との懇談会、

意見交換会、これは現状維持とか、定数を減らすとか、ふやすとか、そういう意見も出

てはおったんですけれども、その部分は今回この場では申し上げなくて、議会に問われ

とる、議員に問われとるそういうあり方という部分も含めて重立ったものを区長様方の

委員の意見としてこの場で本会議のこの議員定数を考える、議会のあり方を考えるとい

うことで少し時間をいただいて発表をさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 藤原議員、簡潔にお願いします。大変時間をとるようでござい

ますので、簡潔明瞭に。

○議員（９番 藤原 裕和君） いや、私の提案する者にとってはこれは一番重要なこと

なんで、少しばかり時間をいただきますようによろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） いや、もしオーバーするようでしたら私とめますので、御了承

願います。簡潔にお願いします。

○議員（９番 藤原 裕和君） 議会が住民に自己ＰＲをする、こういうことを含め興味

を持ってもらえるようにすべきというような寺前区からの御提言です。

それから次に、議員のいない区にも全区を回って何かをすべき。これは上岩区です。

それから住民と議員との間に距離を感じる。もっと町内を回る。峠区。

次に、若い人や女性も立候補できる環境づくりが必要。赤田区。

行革など大変だが、活躍してほしい。南小田区。

議員がどういう思いで活動しているのか見えてこない。議員の出ておられないエリア

の意見も反映して。鍛治区。

議員活動に見合った議員報酬金額に反映すべき。議会や議員がそれなりの役割を果た

さなければならず、もっとアピールをすべき。川上区。

議員のニーズを吸い上げるシステム構築が必要だ。岩屋区。

議員の中で多い少ないの意見は、議員がそれぞれどう思っておるのか、ここら辺が大

切。宮野区。

住民のことをもっと考えてもらう必要がある。杉区。

女性の目線、女性の発想、意見を聞けたら女性議員が欲しい。杉区。

チェックをするにも人数が必要なかったら仕事ができないのであれば。山田区。

時代に即したやり方で何が問題か、抱えている課題を共有してほしい。加納区。

議員として実質しなければいけないこともあるはずではないか。福本区。
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町民の声が届いていないのではないか。行政の監視ができているのか。大山区。

議員は町全体を見てほしい。東柏尾区。

次に、一番の望みは町民の意見が反映されること。中村区。

続いて、中村区、議員は区にいないが、必要なことは町がやってくれるので問題はな

い。中村区。

次に、議員と話をする機会が少ない。貝野区。

議員がどれだけ地域に入られているのか見えない。猪篠区。

我々が定数を判断するのは難しいが、声が届くようにしてほしい。粟賀町区。

住民の意見を吸い上げるだけで何の活動も見えない。猪篠区。

情報提供不足でフィードバックをしてほしい。柏尾区。

議員間で情報共有できているのか、本当に活動しているのか。本村区。

議員の中身が大事だ。その過程が見えてこない。大川原区。

議員の存在が見えにくい。南小田区。

次に、少ないなりに本質を追求してほしい。新野区。

重複施設が多い。予算は類似団体より多い。チェックをしっかりと。大川原区。

人口増にこのままお金を続けてはいけない。今後、予算が縮小していく中で議会とし

てどう考えるのか。南小田区。

支援者９外の住民にも情報提供をする必要がある。上小田区。

いろんなところの少数意見も聞くべき。峠区。

地域の声を拾い上げてほしい。本村区。

次に、議員活動をもう少しアピールをし、活発にやったらよい。吉冨区。

一番早く行政情報が入るのは議員だ。それを住民に情報提供してほしい。猪篠区。

次に、我々も提案する中で人数よりも結果的によくなればよい。加納区。

それから現在１１名で何か支障はあるのか。大山区。

続いて、現在１１名で何か支障がないなら。貝野区。

減らせば町民の声は届きにくくなるのか。大山区。

最後に、現在１１名となっている。議会活動に不備が出ているのか。寺前区。

９上、重立ったものを私なりにはこういう定数を考える場合に区長様方からいただい

た提言ですので、御披露をさせていただきました。

続いて、議員定数削減の重立った提出の理由については、まず１点目、財政要因でご

ざいます。これまで膨らみ過ぎた予算総額を縮小していかなければならない中で、行政

側と一緒になって財政の健全化を進めるためにも議員みずから身を切る、こういう部分

でございます。

そこで、資料としては、議員１人当たりの経費という部分を事務局のほうから計算を

していただいております。１人当たり議員報酬、期末手当、共済金、和担金、費用弁償

等含めまして議員１人当たり４８８万 １７５円という金額を事務局からいただいてお
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ります。

それともう１点目の財政要因は、もちろん神河町行財政改革推進委員会実施計画とい

うものが２６年とか、２８年とか結構今までにも出たんですけども、議員定数削減によ

る人件費を抑制すべきやというような提言も議会にいただいておるところでございます。

それから２点目は、人口要因でございます。前回も少し触れたんですけども、兵庫県

下最少人口の町で、人口がどんどん減り続けているという、こういう現状から見てもこ

の今の１２名が少し多いんではないかという部分でございます。

それから３点目は、議会運営の要因でございます。先ほども言いましたとおり、１名

の議員辞職がございまして、補欠選挙もできないし、繰り上げ当選もできない、そうい

う状況で１１名がこれからもこの２年間、大変大事な時期の２年間だろうと思うんです

けども、そういう部分で活動をしなければならない状況に陥っております。そういう部

分を少し触れております。

それからこの部分では赤穂郡上郡町の議会が定数を１２名から１０名に減らして、現

在１０名でやられておるという近隣の状況も、兵庫県下の状況もございます。

それから４点目は、先ほども言いましたとおり、１１名でやらなくてはならない、そ

ういう部分で次へのステップとして少数精鋭、優秀な議員さんを次の選挙でという思い

もしております。

それから５点目は、町議会の良好な合議体を目指すという部分で議会の責務とか役割

を少し触れさせていただいております。そうした中で議員数を少なくすれば委員会構成

なり、住民からそういう声を聞く機会なり、そういう分では議会力が低下するというこ

とを常に今までにも勉強はさせていただきました。そうした中で１０名にして住民さん

とのつながりという部分を補足するには、例えば議会の中で町の重点施策を、政策をサ

ポートする住民さんを議会の中でそういう会議を持って町に対して提案を行っていくと。

それこそ住民の声を吸い上げるという部分では、こういうこともしなければならないの

かなと。定数が少なくなっていけばいくほど地域に出向いたり、それからモニター制度

とか、全国のこういう定数を減らした議会は、いろいろ改革をされておるようでござい

ます。

できるだけ神河町の発展を願い、住民に信頼される、人数を減らしただけではなくて、

そういう部分を含めてもっともっとこれからのまちづくりに生かすような住民さんとの

区長さんの、多くの区長さんの声も結構あったんですけれども、そういう部分を議会も

動いていかなければならないという部分で強く思いますので、長々と説明にはなったん

ですけれども、これは私が当初から人を減らすとか、そういう削減とか常に言うとんで

すけども、そういう部分を今回は今の状況見て、これから先、人口がどんどん減ってい

く状態でもっともっとこういう形で組織を変え、議会の中も変えていかなければならな

いという思いを持っておりますので、十分説明ができたかどうかわかりませんけれども、

私の思いはこういうことで議員提案をさせていただきました。９上です。
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○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。まず、３点ほどお尋ねをした

いと思います。先ほど若干説明があったんですが、きょういただいております発議書の

中身の中で提案の理由の中で少し理解がしにくい分がありますので、私の勉強不足もあ

るわけなんですが、教えていただきたいと思います。

まず、１つ目、③番の上郡町議会の関係の中で１０名で効率的な運営がされてるとあ

りますが、これもどういう部分を見られて効率的な運営がされているかいうのを１点お

尋ねしたいんです。

それからその下の常任委員会を２つに戻すか一つに戻すかで機能強化が図られるとい

うことなんですが、これも具体的にどのような方法というんか、機能強化が図られると

いう部分がちょっと理解できませんので、教えていただきたいと思います。

それから４番目の分ですね。これからは、これも次の改選後の選挙の分の話でもあっ

たんですけど、少数精鋭化を進めるという話がありますんで、この辺の少数精鋭化とい

う部分のを具体的にどのように考えておられるかいうことをお尋ねしたいと思います。

それから先ほど発議者も言われましたようですが、２８年の１２月のときは定員を１

１名という話でした。そのときには議長も議決に参加するために奇数の人数という、あ

ったんですが、今回１０名ということありましたので、この３年間の間に議長の議決の

参加という分の考え方は変わってしまったのかどうか、とりあえずこの４点についてお

尋ねをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 十分お答えになるかどうかわかりませんけれども、まず

１点目でございます。実は赤穂郡の上郡の議会に私それなりの調査は、町まで出向いて

はしてないんですけれども、そういう情報、議会だよりとか、そういう会議録なんかも

見させていただいた中では、この１０名で、人口が１万 ０００ぐらいだろうと思うん

ですけども、確かにここの、他町のことを実情あんまり言うべきやないとは思うんです

けれども、兵庫県下財政状況がたしか、私の町も悪いですけれども、県下１、２、３と、

そういうような状況の町だろうと思うんですね。

そうした中で、やはりそういう先ほども言いましたとおり、議員がみずから身を切る

んやというような議会でこういうやりとりをした中で、賛成多数で２名の減をなし得ら

れております。それで前年度でしたか、選挙がございました。

たしか２つの委員会でやっておられるとは思うんですけども、活発に、一般質問等見

ましても私の町は、どちらかの区長さんの意見やなかったんですけれども、一般質問す

る議員が少ないと。１人か２人やというような、同じような者しかしないというような

御指摘もいただきました。しかしながら、この上郡の議会は、町の中身はわからんのん
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ですけども、たしか多くの議員がこういう前向きに活動されているようにも見れるわけ

でございます。そうした中で、こういう１０名でも、２名減らして、いろいろな政策も

されておるんかもわかりませんけれども、前向きに１０名でやられておるというように

感じました。それでこういう部分で説明の中に加えさせていただきました。

それからもう１点は、常任委員会を２つにと、そういう部分を書いとんですけれども、

私の実は案は、その上郡が５名、５名の常任委員会をじゃなくって一本にして、例えば

１０名になったときに、議長は大所高所から物を見てもらうということで１名を外すと、

常任委員会には入れないと。そのかわりそのあとの９名で全員で取り組むと。委員会を

２つの委員会にするという意味は、委員長を２人置くという意味でございます。委員長、

副委員長を２人置いて、例えば総務の委員会と民生の委員会、この２本立てで、そやか

ら今よりも、９名ですので、多くの人数で事務調査等をするということでいいんかなと

いう思いで、何せ議員定数を減らすことによっていろいろ今までのやり方を変えていか

なければならないという思いですので、議会の委員会の機能強化等をやっぱり変えてい

って図って、住民さんに近いような区長さん方からも今言った意見に沿うような形で委

員会活動なり議会活動をすべきやという思いでおります。

それから先ほど３点目ですか、１１名、２８年の３年前のときには１名減ということ

を、あのときにも２名減の案と２つ案は持っとったんですけども、例えば、また話は戻

るんですけども、１１名、１名減をして、議長に採決に加わってもらうということで、

スキー場で大きくこの神河町議会が真半分に割れたという部分の反省も含めて、ああい

う１人少なければ議長が責任を持って最後のそういう部分ということで提案したんです

けれども、それは皆さんの否決によってしたんで、前のことを言っても仕方がないんで

すけれども、今回はそういうことで１０名になったら議長は常任委員会から外れると。

最後の、ここで５番目に責務と役割の要因ということで、議会が良好な合議なんですね。

賛成とか反対とかいうて町が半分に割れた状態で採決は私はすべきやない。そういうと

こで議長が調整役になって、できるだけ話を聞いた中でまとめ上げるということで、議

長は委員会に私は入るべきやないという、今回こういうことで思い立ったところでござ

います。９上です。

○議長（安部 重助君） 少数精鋭化についての質問ありましたけど、これについてどう

ですか。

○議員（９番 藤原 裕和君） 少数精鋭化という部分が今現在ここに在籍いうんか、お

られる議員さんは大変すばらしい、役場経験者とか、行政経験者とか、公務員さんとか、

そういう方が多くここ近年なってまいりました。私のようなそういう者から見ましても

少数精鋭という部分が、確かに質問内容でも議会、役場におられた課長とかそういうこ

とされた方は全部わかっておられる関係ですばらしい方が、恐らくこれからもそういう

方ばっかりの議会集団になるんではないかという部分で、これも一つの少数精鋭だろう

と。私のような者は少数は少数でも精鋭とは言われないんで、そこら辺は私はそういう
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ように皆さん方のような議員が残っていただいたらという思いでおります。９上。

（「議長、もっと簡潔に答えてもろてください」と呼ぶ者あり）

○議長（安部 重助君） 先ほどからも何回も言うてますけども、なかなか。

次に、質問。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） 済みません。２番、三谷でございます。その中、それぞ

れ提案の中身というんはわかったんですが、やっぱり一つは、議会の機能という分を充

実するというのは、その考え方は私自身も持ってます。

その中で、先ほど説明ありました今回の提案については議会のあり方を考えていただ

く、議員も含めていただきたいですという部分で定数条例の減を提案されたようですけ

ど、先ほど各区長さんというんですか、各区の代表の方の意見の中でも大半が出てたん

は、やはり住民の意見をそれぞれ議会の場にという、町政の場に反映していってほしい

という話だと思うんです。そうです。議員は、やはり住民の代表として議会に出て、そ

して最終的には議決するのは議員の宿命なんですね。そういうふうになれば先ほど言わ

れました内容、人数が少ないとこがある、いろいろ各地域の意見が取り上げられてない、

議案の場とか町政に反映されてないという話が出てました。そうなんです。ですんでそ

れをカバーしようと思えば、人数が多ければ多いほど今言われましたように議員の最大

の使命であります住民の代表としての意見を反映し、そしてそれの判断に基づいて議決

をするいう分のまさに議会の機能が十分に発揮しようと思えばどう考えても私自身は、

ちょっと意見になってしまうんですけど、議員を定数減らすべきじゃないと思うんです

ね。そういう分の中で、私の思いをどのように考えてるかをお答え願いたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。簡潔明瞭にお願いします。

○議員（９番 藤原 裕和君） 住民の声というものは、こちらにおられる町長が町長懇

談会をそれこそ当選されてから結構中身の濃い形でやられとる。それこそこの１０年間

では住民の声は町長に数多く、それこそ何千というような形で届いておるんではないか。

これとは違って、私が議会と、議員としては、町長さんとは違った形の中で、やはり

こういう政策、これから先の例えば過疎化が進んでいる地域に入って過疎化のそういう

対策の政策を練り上げるというようなもう一歩進んで、聞くだけ、行政側には失礼なん

ですけれども、そういう部分で少し距離を置いた形が私、住民さんから望まれとるんで

はないかという部分でございます。住民の声、町長に聞こえる声は、我々ももちろん聞

いとります。

それから区長さん方からも言われておりました女性の議員がいなくなったら女性の声

が聞こえないのか、例えば我々議員が２０代、３０代の若者の声が聞こえないんかとい

うことは、私は決してないと思います。聞こえております。そういうとこでやっぱりそ

ういう部分を問題を絞った形で議員活動なり、その１点に私は絞って政策に結びつける

というような部分をやっぱりこういうところにも私は目を向けるべきやなと思う。とな
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ったら１２名が必要であろうが、１０名でやろうがやり方を変えたらそれなりのことが

できるんではないかという思いを持っております。９上。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。ちょっと私の質問の仕方が悪

かったんかしれないんですけど、今言いましたように神河町それぞれ地域の実情も違い

ます。歴史的な背景もあります。それから先ほどもあったように女性の立場、男性の立

場、それから年齢、高齢者もあれば若年層もあるし、子育て世代もあります。これらの

意見を全てを議員が聞く中で、町から提案される施策についてその是非を判断するのは

わしは議員の役目と思っとるんです。

そういうことをしようと思えば神河町広いですから、非常にたくさんの意見、種々さ

まざまな意見等があります。それを全て吸収しようと思えば人数が多ければ多いほどが

いいと私は思いますので、そういう部分の中で何で削減のほうがいいかというその考え

方についてお尋ねしたいのと、あともう一つ、先ほど議員の政策分ありました。当然国

会は政策立案する分がありますので、今の地方議員に対しましてもやっぱり政策立案権

の分が求められております。そういうことになればやはりかなりの高度な技術もありゃ、

いろんな知識も、ましてや町内の実情も要りますので、そういうことも考えますとやは

り議員は少なくしたほうが、それが成就できるという考え方にはならないと思うんです

が、その辺についてのどのようにお考えかという部分と、あと先ほども言いよったよう

にモニター制度とか、いろんなんをつくって議会改革をやっていくという話は、それは

賛成です。

しかし、先に定数を減らしてそれをするのか、そういうモニター制度、いろんなこと

をすることによって、その成果の結果、議員が減らせますよという分の結論を導くのか。

私はその後者のほうの意見やと思うとんですけど、その辺についてのこの３点について

のお考え方を教えてほしいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。３点まとめてしっかりと回答願います。

○議員（９番 藤原 裕和君） 住民の方々は、住民要望なんかは住民さんはいろんな御

意見が、さまざまな意見がございまして、多様化をしておる。もちろん町長なんかもい

ろんなそれこそ意見を聞かれておる。そういう分は私らも資料なんかでも結構いただく

んですけども、それこそどんな質問を、どんな声が住民さんからあるかわからない。私

は、できるだけ知らない方にも……。

○議長（安部 重助君） 今の、藤原議員、三谷議員からは、いろんな町民さんからの意

見を聞くためには多いほうが有利であるというような質問があったと思うんですが、そ

れについていかがでしょうか。

○議員（９番 藤原 裕和君） それは言われるとおり、多いかったら多いんかもわかり

ませんけれども、やはりいろんな、先ほど説明しましたんとは少し違うんですけども、

いろんな層からいろんな職業の経験の方がこの議会に出たらいろんな人の意見がここへ
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運ばれるという部分も含めて、そら言われるとおり議員が多いほうがいいんかもわかり

ませんけれども、私は議員を減らすことによって、それから新しく生まれるそういう今、

後の質問にもつながるんですけども、そういうことをそれに少ないながら今までのやり

方を少し変えて、もっともっと住民さんのほうへ、町長さんが聞こえてこない政策課題

なんかも含めてやっぱりそういう部分を議会に和わされた部分やろうと思うんですね。

１２名よりも１０名になるほうが責任はそのかわり重たくなるし、今までのやり方を変

えていくと、いかなければ、ただ１人当たり５００万、それも一つなんですけれども、

それだけではじゃなくって、２人減らす、今現状は１人少ないんですね。そういうとこ

も含めてやはり今の現状とこれからもう１人減ったときにこうすべきやということを私

なりにはいろいろ議員定数のあり方という部分もこういう冊子なんかも見た中で全国の

いろんな例を取り上げて、やっぱりいいところはしていくべきやなとは思うんで、それ

がひいては町民のためになるんではないかという思いをしておる。だから人数じゃなく

って、手法を変えるということが主でございます。いや、ちょっと。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

○議員（９番 藤原 裕和君） ああいう笑い方はちょっと注意してください。

○議長（安部 重助君） 私語等は避けて、また質問に切りかえてください。言いました。

○議員（９番 藤原 裕和君） ちょっと注意してください。

○議長（安部 重助君） 言いました。今、私語は控えてくださいと言いました。それで

私語があるんであれば質問に切りかえてくださいという注意しました。（発言する者あ

り）

藤原議員、発言とめてください。

ほかよろしいですか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。先ほどからの三谷議員の質問と藤原裕

和議員の答えをお聞きしてて、私も考え的には三谷議員と同じで、せんだって行われた

区長会とのグループディスカッションですか、それで先ほど裕和議員さんが距離を感じ

るとか、議員がいないエリアの意見を反映してほしい等々るる述べられたんですけども、

やっぱりそういったことをカバーしていくためにはもう最低でも現状維持、やっぱり人

数が多いほうがもっとカバーできるんじゃないかなと、私も三谷議員同様思うんです。

先ほど来言われてるサポート制度の導入とか、政策に結びつける活動をするべきだと

いうのは、これも全く私も同じ意見で、やるべきなんですけれども、それとなぜ議員定

数２名減をしないとその活動ができないのかというのが、その辺が私には理解できない

んです。しようと思えばやっぱり現状の１２名のままでも当然できますし、その前は１

４名ですか。１４名のときにもやろうと思えば全然できてたことだと思うんです。

藤原裕和議員さんは旧大河内町の中でもかなり古くから議員としてやられてて、定数

何名のころから当選されてたんか、ちょっと私のほうはわかりかねるんですけれども、
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もうかなりの定数減を経験してこられたと思います。その定数減を経験してこられた中

で、先ほど裕和議員さんの説明の中に定数を減らして議会の機能を強化するという発言

があったと思うんですけども、過去もう何回も定数を減らしてこられて、一体議会の機

能はどれぐらい強化されたんですかね。ちょっと私はこの今の１２名の定数になってか

らの議員なんで、その定数減と議会機能強化というのがどうしても結びつかない。もう

減になればなるほど議会の機能が減るんではないかなと思うんですけど、その辺のとこ

ろの私見なり何かお聞かせ願えたらと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 小寺議員の実はお父さんと大河内の議会で３期、２期で

したか、一緒にやらせていただき……。

○議長（安部 重助君） 静かにしてください。

○議員（９番 藤原 裕和君） 気になってしゃあないな。

○議長（安部 重助君） どうぞ。（発言する者あり）

○議員（９番 藤原 裕和君） やじらんとってください。（発言する者あり）

○議長（安部 重助君） 静かにしてください。

○議員（９番 藤原 裕和君） それこそ議会も大きく定数を減らしたり、合併によって

議会の議員の活動のあり方が大きく変わりました。この中にも栗原議員のお父さんもた

しか大河内の議員だったし、そういう経験者もあると思うんですけれども、今の事務調

査、私は個人的には事務調査が昔が悪くて、今がいいとは思いません。昔のそれこそ亡

くなられた山下律雄議長とか、大河の、先月亡くなられました岩本精介議長とか、立石

議長とか、そういう中で旧大河内の中で議員を減らして、ここに議員の椅子が１８ある

んですね。この役場をつくったときに１８名の議員がそのためにあるんです。それを今

でしたら２町寄っても空席がいっぱいある。これが今の実情なんです。人口が、それこ

そ大河内の時分も今もですけれども、神崎、大河内、どんどん減っていって、そういう

部分をやっぱり考えていったら予算も、もちろんお金も減らしていかんし、そういう分

を考えたらやっぱり少数精鋭化いうんか、今のような状態、減らすしか仕方がないんか

な。そら私もそういう部分では……。

○議長（安部 重助君） 今、小寺議員の質問から大分離れてますんで、回答をしっかり

もとに戻してください。

○議員（９番 藤原 裕和君） だから今の議会の強化されとるとか、もう質が、議会活

動の、委員会活動も、私も両方経験はさせてもらいよんですけども、そういうところで

はやはり議員になって一番の私は問題は、町の将来という部分が、これを何とか、住民

の意見を聞くだけでとどまらず、こういう部分を何とか町長と、町側と一緒になって歯

どめをかけるという部分、そういうことを、そこへ焦点を持っていかんと、今の我々議

員がここに同じく同僚としておらせてもらってる９上はそういう部分で議員活動もう少

し方向変えるべきやなと個人的には思っとる。９上です。
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○議長（安部 重助君） 全く回答になってない。ちょっと待って。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。余り私のお聞きしたかった回答が得ら

れなかったのでちょっと戸惑ってるんですけれども、私がお聞きしたかったのは過去に

何回も何回も定数を削減されて、本当にそれで町民の方の意見が議会に反映されてるの

か、十分にね、町の将来を本当に憂いてる未来を見据えた議会運営が成り立ってるのか

ということがお聞きしたかったんです。

私も議員になる前にそんなにこの町議会とか町の活動に興味があったかと言われたら、

正直そんなに興味もなかったので、過去のことはあんまりわからないんですけれども、

私のこれはもう個人的な考えですけど、やっぱり人数が減れば当然マンパワーが減りま

すんで、そういった活動ももう縮小せざるを得ないようになっていくのかなと思うんで

す。

本当にだから裕和議員さんが言われてる議会の機能強化とか、住民の声をもっともっ

と吸い上げるとかというのは、もう私も賛成ですし、これからもどんどんどんどんやる

べきだと思うんですけれども、やっぱりそれはどうしても私の考えの中ではもうこの定

数削減とはなかなか結びつかない。私は、もう最低でも現状維持、むしろできれば人数

をふやしたいと思ってる派なので、どうしてもなかなか賛同しにくい部分があります。

この部分の質問をしてもなかなかお答えもしづらいでしょうから、ちょっと視点を変

えた質問をさせていただきます。提案説明の中で、議員１人当たりの経費が事務局調べ

で４８８万 １７５円というふうに提案説明されてたんですけども、議員の経費という

のは交付税算入されます。きょう朝、財政特命参事に算入率はどれぐらいですかとちょ

っとお聞きしたんですけど、明確な資料がないそうなんです。採決までには和町振興課

なりちょっと問い合わせてみますというふうにお聞きしたんで、正確なお答えが出るか

どうかわからないんですけども、採決までにはある程度の算入率がわかるのかなとは思

うんです。

私、個人的にこの発議があるというふうにお聞きして、インターネット等々で調べた

ら大体８０％ぐらいは交付税算入率があるというふうに書かれてます。そしたらその４

８８万 １７５円の８０％交付税算入がありますんで、実質の町の８費でいうと９７万

８３５円、２割と計算してですけど、１人当たりの経費削減なります。そしたら２人

削減で２００万なるわけですけども、２００万削減することによっての経済効果と先ほ

ど来からずっと問題になってるこの広い神河町の住民の声を吸い上げる力が私は弱まる

と思ってますんで、その弱まる、いわゆる議会力の低下との効果を比べたときに果たし

てどっちが正しいんかなという面があると思うんです。なので一概にこういった場もケ

ーブルテレビも放送されてますんで、議員１人減らしたら４８８万円減るんだと言うの

はちょっとぜひやめていただきたい。交付税算入ありますんで、議員１人減らしても財

政的には１００万円前後減る程度なんですね。それによって住民の皆様方の声が議会に
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届きにくくなると私は思ってますんで、むしろ私は余り経済的な効果よりも議会力低下

の減によるもうデメリットのほうが圧倒的に多いと思うんですけど、その辺の考えはい

かがですか。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 小寺議員と根本的に定数に係る部分については、私は思

いがずれてますわね。今の質問を受けるにしてもその社会情勢はどんどん人口減少で進

んどる。ふやすとかそんな時代はとうに済んでおると。そやから私もそら１２名のほう

が多く声は聞けるでしょう。それを盾にとって、いや、議員定数削減は反対やと、そん

なこといつまでも。小寺議員はまだ若い。まだ３期、４期とされると思う。そういうこ

とをいつまでも……。

○議長（安部 重助君） 藤原議員、答弁に切りかえてください。反論じゃなしに、答弁

に切りかえてください。

○議員（９番 藤原 裕和君） いや、答弁してる。そやからそういう社会情勢は大きく

変わりつつある。ましてお金のことをごっつうはあんまり言わんのんですけども、少し

触れたんですけども、議員の歳費のね、そういう部分も含めてやはり議員の気持ちとし

ては議員もこれだけ身を切って町のこれからの予算を減らしていく、公共施設を減らし

ていく、そういう部分の大きな責任を持っとる。そういう部分でやはりまず議員が身を

切ると、これは私の基本的な考え。身を切らずして何ぼええこと、町に私は言うべきや

ないと、こういうように思う。９上。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。確かに根本的な定数に対する考え方が

違いますんで、なかなか水かけ論になろうかと思いますけども、確かに身を切る改革と

かよく言われますけれども、じゃあ、この議会は一体何回身を切ればええんですかとい

う話ですね。もうこの庁舎が建てられたときの１８名の大河内町議会議員から恐らく１

６名、１４名と減っていったんですかね。ちょっとその辺の変遷はわかんないんですけ

れども、今回仮にじゃあ、１０名に減って身を切りましたと。また財政状況が、当然こ

の４年間で神河町めちゃくちゃ借金しましたから、今後、財政状況がよくなることは絶

対ないんです。すごく悪くなるんです。

じゃあ、この令和元年度を踏まえて２名減にして、例えば５年後に、じゃあ、また財

政状況が悪くなったから２名減にするんですか、令和１０年度、また財政状況悪くなっ

たから２名減にするんですかとなっていったらもう町議会が４名とか６名とかになって

しまうと思うんです。一体全体裕和議員さんはどこまで減らしても大丈夫や思われてる

のかというとこを教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 実は神崎町と大河内町が２町合併をしました当時、たし

か議員数は２６名だったと聞いておりますね。ここへ２６名が座られとったこともあり
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ます。

そうした中で、１回目の選挙で１６名、それから次の選挙で１４名、それからその次

の選挙では１２名、これの減は、実は議員提案じゃなかったんですね。町の行財政改革

推進委員会の答申とか、そういう部分が次の選挙では２名減にしなさいと。たしか私も

この選挙には連続してかかわらせてもらっとる。その都度人員が減っていって、大変厳

しい選挙を生き延びてこざるを得ん。その選挙を経験して、住民の本当のこの問題を僕

なりにはそういう思いは持っとんですけども、そやから今この私がここで言う議員提案

で削減するというて皆さんに訴えよんと今までの神河町が誕生しまして、１回目、２回

目、３回目の行革の答申の人件費を、これはたしか人件費の抑制やったと。職員も減ら

せと。１８０名から１３０名にしなさいとか、今ちょっとそういうような状態やった。

議員も選挙ごとに２名を減らしなさいいう行革の委員会の答申。

それからその当時は議会の中にも行改革の特別委員会がございました。それも町の行

革の推進委員さんと沿った形で行革を進めよったん。その一員の経験もさせていただき

ました。小寺議員はまだ新しいので、そういう部分はないと思うんですけれども、そや

から社会情勢いうんか、町の財政状況がよく、実質公債比率を１８％まで持っていくん

やとかいう大きな命題があって、そうせざるを得ん。結局はお金。確かに言われるよう

に、当初１６名、そのままでもよかったと思う。しかしながら、こういう社会情勢にな

り、行革の今の状況をやっぱりずっと議員ものんでいったと。しかしながら、きょう私

がここで言う削減というんは全然意味が違うと。私は、議会力、あんまり偉そうなこと

は言えんのんですけれども、町民に信頼される議会にすべきやと、そういうところでは

改革はすべきや。そやから２名減らしてでもそういうメンバーを一つにした形でしたら

という提案をしておりますので、それは確かに言われるとおり、１６名、多いほうがい

いのはわかっとんですけれども、しかしながら、現実はそんな甘いもんではないと。こ

れからも定数削減の話は住民の中から上がってくるか、そういうことにもつながってこ

ようと思う。そやから私はそれまでに、区長さんなんかのこういう御意見も聞いた中で

も、やはり議員みずから定数を考えるには、こういう議員発議をして議員の方々と意見

交換しながら、これを削減するか、１１名のそのままにするか、１２名にするか、そう

いう選択肢があろうと思うんで、よろしくお願いします。（「裕和議員さんが適正と思

われている議員の人数を」と呼ぶ者あり）

○議長（安部 重助君） 適正と思われている議員数を。

○議員（９番 藤原 裕和君） 区長さんとの懇談会でどなたの議員がちょっと言われと

った、１２名でも今はもうぎりぎりやというような発言があったんですけれども、私は、

１０名がやっぱり議会を構成していこうと思ったら、この神河町広うございます。実は

きのうも各区長さん方の家に、こういう提案しますということで回りました。なかなか

神河町、猪篠の奥から上小田、川上、広い。そういう分を含めたら、あんまりむやみに

減らすべきやないけど、やはり１０名ぐらいが限度かなと。１０名にしても今と同じや

－３７－



り方じゃなくて、やり方を変えていくと、そういうことがやはり先になるんではないか

と。ちょっとあんまり少ない議会の勉強もしたことはないんですけれども、今の状態は、

１０名ぐらいでやり方を変えることによって今９上の機能が強化できるんではないか、

議会力が発揮できるんじゃないかなという思いはしております。９上です。

○議長（安部 重助君） ほか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。当初の提案説明、それから

今行われました質疑応答を聞いてまして、藤原裕和議員のその論理というか、分析とし

て、現在の神河町議会の問題点、議員構成の問題点というのが、地方公務員の一般行政

職、それから教育公務員、警察公務員等々の公務員の数が多過ぎる点が問題であって、

定数を減らせば、ほかのところからいろんな方が出てきて多様な人材が得られ、かつ議

会が活性化するんではないかという論理だったと思うんです。この論理は余りに稚拙過

ぎるというか、短絡的過ぎるように私は思うんですけども、その辺はいかがお考えでし

ょうか。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 大変答えにくい、私も少しは触れたんですけども、それ

こそ大河内の議会のことを話に出しますけれども、実は役場を退職された方が議員にな

るケースは１例もございませんでした。民間から民間のいろんな職種の方が、行政に対

する知識は低うございます、そういうことを言うたら私も低いんですけども、そういう

方から行政をチェックするという形を常にやってこられたと思う。そやから、今は確か

に優秀な方が少数で役場経験者が議員になっておられる、これほどすばらしいことはな

い。しかしながら、視点が違うという部分で、私は、そういうことも公務員問題も含め

て、そういう多くの目を持った、多くの違う視点を持った議員が出るべきであろうと。

それが今でも結構何かそういう方向へいってまいるような気もします。９上です。

○議長（安部 重助君） 大変私も判断に困るんですけど、藤原日順議員、よろしいです

か。

○議員（11番 藤原 日順君） はい。

○議長（安部 重助君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。私も、商工会の役員さんの方々、また、

区長さん方といろんな意見交換をさせていただいて、議会としてのあり方、また、個人

の議員としてのあり方、そういったことをやはり自分自身も振り返ってみて改めていく

べきことが多かったということにつきましては、藤原裕和議員さん、提出者と同じ考え

でございます。

その中で、きょうの提出理由の１点目の財政要因の中の一番最後に、行革の実施計画

でという前置きがありますが、議員定数の削減による議員報酬の抑制という、そういう

文言があるんですけれども、先ほど来のいろんな議論の中で、多様な意見を持った方々、
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多様の職種を経験された方々が議員としてこの場に集まってくるというのは私は本当に

いいことだと思います。その中には、女性の意見も重要ですし、私は、やはりもっと若

い方々、若い世代が議員として活躍できるそういう仕組みを確保する、それが私は、今

後の神河町の議会にとっても大きな課題じゃないかなと思うんです。

そういう意味では、現在の議員報酬では、そういった若い方々がこういう場に出てく

るっていうことはまず困難な状況でございます。同僚議員を見てましても、先輩の議員

方を見てましても、現在そういう若い世代で出てこられるというのは、自営業であった

り、やはり会社勤めとか、そういう部分の方々っていうのはなかなか出にくい状況があ

ります。それは、議員報酬、これは生活給になってはいけませんけれども、実際若い方

々が出ようと思っても、仕事をのけてこの議会に出てくるためにはやはり議員報酬とい

うのが私は現在は少し少額ではないかなと。そういう中で、私は、むしろそういう多様

な意見を吸い上げるっていう部分については、先ほど来、人数を減らしてそういう危機

感を持ってというのが裕和議員さんの考えかもしれませんが、私は、むしろ議員報酬を

見直すことのほうが急務ではないかなというふうに、議員削減よりも議員報酬の見直し、

若い方々も出てこられる場づくり、それを急ぐべきではないかなと考えますが、その点

について提出者の御意見をお伺いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 大変質問を聞いておりましたら、澤田議員、いい質問で

ございます。ありがとうございます。いや、私も、言われるとおり、若い方とかいろん

な意見、住民の中にはいろんな方がおられます。そやから女性の方も含めてそういうこ

とも出やすい環境。出やすい環境いうと、結構議員になったら、それこそ見えてない部

分、いろんなこともございます。過去、いろんな議員で苦しまれた議員もおられる。そ

ういうのを経験した中では、なかなか議会議員というものが報酬だけで決まるもんでも

私はないとも思います。やはり達成感というか、そういう部分、職業によっても若い方

は出にくい。しかしながら、そういう町の将来を思って、女性の声をとか若い方の声を

とかいう若者とか女性の議員が、定数が多いから出やすいとか、そんなもんは関係ない

と。その方の熱い熱意いうものが、町をよくしたいという思いの方をやはりそういうよ

うな雰囲気に持っていくべきであろう。定数が減ったからじゃない。

確かに議員報酬が高いほうがいいかもわかりませんけども、それと違って、やっぱり

女性の方の代表であるとか若者の代表であるとかいう、そういうような声がこの議会に

は私は必要だと。この点では一緒なんですけれども、報酬を上げるということも、報酬

審議会なんかのそういう回答なんかもなかなか難しいことであろう。自分の議員報酬を

自分でお手盛りをするわけにも、９前、昔そんなことがあったこともあるんですけども、

そんな時代ではないという思いもしております。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

納議員。
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○議員（１番 ○ 良幸君） １番、 納です。やかましく言う、やじをやじってと名

指しされて指まで指されましたけれども、いわゆる最初に言うときますが、裕和議員の

言われてることに整合性がないので、前と言うこと違うやないかという意味で苦笑しま

した。

というのは、一番最初に、２８年１０月ですか、１名減。そのときは、議長が要する

にみんなの採決に入らなければならないという提案があったんで、いや、裕和議員、そ

れは私は反対やと。それやったら１０名にしたらいかがと私はそのとき申し上げて、い

やいや、１１名でないとあかんねん、そのときは議長が採決に入らんとあかんねん、こ

れはもう譲られへんのやと言ったのに、今回出てきたのは、委員会を２つにして１０人

にして議長には裁決権はないという、そのころっと変わった要因は何か、的確に答えて

いただきたいんと、いわゆる議員定数減らす、ふやす、現状維持、どちらにしても３つ

あるんですけども、議会報告会において区長様方からいろんな話聞いて、どうなんや、

やってるんかと。現状を話されましたが、最終的にどういう印象を我々が受けたかとい

うと、まとめによると、過半数９上は現状維持でええんやないかと。ふやしていいんや

ないかという人は少数、減らせという方も少数、トータルしたら、私は過半数９上は現

状維持で頑張ってくれというような結果ではなかったかと。それを区長さん方が異口同

音に減らせというような手法をとられたのは、甚だ遺憾でございます。

それと、報酬について、極端な話、小寺議員のおっしゃった若者を入れる、現在１２

名ですけども、極端に言えば、現状の議員、４８０何万を１人いただいてると。それを

仮に若い人、女性を入れるために１４名にしようやないかと。その２名分の報酬はどう

して出すんだと。今までいただいてた分を１２名で割って、１４、要するに全員の報酬

は下がりますけれども、それ９上に若い人、女性の意見を、同じですと言われたんやか

ら貴重やと思うんですけど、お金ではないと言われたり、いや、お金にはそうでもない

と言われたり、支離滅裂なんで、簡潔に３つお答えください。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 前回、 納議員が本会議では言われなかったんですけれ

ども、全員協議会、議員定数１名減という、たしかその場で、 納議員だけが２名減と

いうようなことを言われたんを少し記憶にございます。実はあのときところっと変わっ

たという部分は、先ほども言ったように、松山議員が、女性議員、委員長が病気で亡く

なられたその１名減になったんは、選挙後、体調が悪くていう部分で委員会等がなかな

かできなかったという部分で、それは昨年の事実として１２名で動いてないんですね。

それが状況としては大きく今回の、そやから私が２８年に１名減やと言ったやつが、一

議員の辞職によりまして現実１１名で議員活動をしとるんですね、議会活動をせざるを

得んような。繰り上げ当選もできへんし、３カ月とか選挙の絡みもあってそういうこと

もある。そやからそういう状況がやはり引き金にはなっております。

そのときには、奇数にするんやというんは私は最終的にはあのときも言ったはずです。
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たしか要因には書いとった、段階を踏んで減らすんやというて項目としては３項目か４

項目に入っとる、まずは１名を減にして次の選挙でもう１名を減にするんやと、基本的

には最終的には１０名に持っていくという、そのときはそういうように思いました。し

かしながら、現状は今１名おられませんので１１名で動いてますので、そこら辺が変わ

ったと、変わらざるを得んようになった。段階的に１２名から１１名、現状は１１名な

んですね。区長さんの言われる今も意見があった現状維持は、１２名と１１名の区長さ

んも大勢おられましたので、今の現状でやっておられるんやったら支障がなかったらと

いうような意見が結構出とった。そやったらそれで今の現状でいいんちゃうんかという

ような、私はそういうようなとり方をしてた。そやから区長さんの中には、１１名で定

数を今の現状でいけというようなことかなと。いろんな区長さんの中にも、定数を減ら

せとかふやせとかいう区長さんもおられるんは確かなんですね。区長さんを、意見交換

会のそういう話を前面に出すのもいかがなもんなんですけれども、そういう部分を踏ま

えて、やはりそういう議員定数削減に至った理由でございます。（「報酬」と呼ぶ者あ

り）

報酬については、澤田議員の質問と 納議員の質問は少し違うとは私、思ったりする

んですけども、定数を減らして減らした分のそれを報酬に加えるとか、そこら辺がもう

一つ私も、報酬はあんまり自分の議員報酬をどないするこないするいうんは、お手盛り

になりますから、その部分は、やはり現状のまま報酬はさわらずして、定数だけを今回

議論するということです。余り報酬のことは考えておりません。

皆様方の各議員の大体今までの議論とか区長さんとの懇談会の議論とか、それから前

回の選挙の神戸新聞の議員アンケートとか、何かそんな記事もありましたね。１２名の

定数をどう考えるというような記事もありました。どの議員が回答されたとか、丸とか

三角とか、そういう記事の皆さんの個人的な考え方はよくわきまえた中で、こういう今

１名減の状態で動いておるということを町民の方々と一緒になって議員定数のあり方を

区長様方から問われとるんかなということで、やはり問われとる９上は、定数は削減の

こういう案をもとに、議会のあり方とか将来に向けてそういう部分はやっぱりこういう

提案で皆さんの意見をまとめ上がったらということですので、前回のように回答してい

ただいたら結構です。９上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

納議員。

○議員（１番 ○ 良幸君） いわゆる行財政面で逼迫するから、要するに報酬を、私

が言うたのは、現の１２名でいわゆる１１名ですけど、定数１２名分で若い人や女性を

入れるために２名ふやして１２名分でカバーすればどうかと言うた。私は、お手盛りで

ふやせいうんちゃいますよ。定数をふやして、極端な話、これは私は減らすほうがええ

かもわかりませんけど、あなたの言うことは支離滅裂で同意できないんですけれども、

なぜ議長が裁決せなあかんのかいうことに答えてない。今回の理由書には、２委員会制
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にして、そのときには議長が外れてもろて１０名になって、１０名ではやはり委員会構

成等々で議長の意見が反映されないのかわかりませんけれども、そうなれば議長に委員

に入ってもらわんと委員会構成自体ができないから、１０名やったら１０人でやるべし、

それぐらいの考えを持っておりますけど、根本的に行財政から始まったんではないのか、

その点、１点。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 確かに考え方が少し違うんで、十分答えられるかわから

ん。合併から、先ほども言いましたように、１６名から１４名、１４名から１２名、こ

の部分は行革という部分が前面に出てます。私は、その要因、財政の要因もあるんです

けれども、理由の１つということで上げさせていただいとんですけども、そうではなく

て、議会本来の議員のあり方をやはりここで定数を減らして仕組みを変えると、こうい

うことを今どこの議会でも結構問われとる部分やろうと思う。人口はどんどん減ってい

く、社会情勢が変わっていきよんです。今回の予算でも、８０何続いうたら福崎町と何

か一緒のような予算、まだまだ減らさんとあかんのんです。その厳しい状況をやはり議

員も、自分も身を切ってそういうことをしていく姿勢を住民に示すべきやと、こう思う。

そこら辺がございまして、それは言うことは違うんかもわかりませんけれども、今の時

点は、１人の議員が少なくなって、段階的にもう一人減らしてでも議会のやり方を変え

て町と一緒になって予算縮小を乗り切るんやというような、私はそういう思いを持って

ます。

○議長（安部 重助君） 納議員に申しわけないけど、ちょっと回答がなってない。

○議員（１番 ○ 良幸君） 私は簡潔に言うとんやから簡潔に答えたらいい。ほかの

人どうぞ。

○議長（安部 重助君） 質問にしっかり聞いて答えてください。

ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。地方議会議員のなり手がない、また、

無投票とか欠員が出るそれぞれ町が出とるいう記事が過去にも出ております。その中の

一つの要因として、やはり議員の削減、合併なり、また、人口減において削減の改革が

なされ、現状それぞれ落ちつくというか、また逆に、少な過ぎるがために立候補する人

が少ないという形で無投票なり欠員ができる。また、出ようという人が、運動期間が少

ないがためにオーバーとして法定得票数に満たないで当選に至らないというような記事

が過去にも出ておりました。それによっての要因として、やはり削減が１つの要因と、

また、それに伴う行財政改革なりで減った分だけ財政がプラスになるんだというような

考えは、これは別として考えていかなければ、過去の行政いうものは、若い子、また、

女性が出てきて活性化がないというような記事を見たわけなんですが、そういう面にお

いては、今のこの発議については、どうもマイナスといいますか、行政の改革につなが
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っていかないと思うんですが、そこらの思いはどうですか。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 藤森議員は、結構私も議員生活した中で性格もよくわか

っとんですけども、いろんなケースが考えられます。議員のなり手が少ないから欠員が

出ると、そういうことは私は一回も大河内の時分からしたことはないんですけれども、

少数激戦ほどきついものはないですね。１人オーバー。前回は３名とか４名、確かに同

僚議員がこの議会から選挙で去ってまわれました。そういう方の思いも私らはここにお

る９上はやっぱり担うとる部分が多いと。そやから今言われた議会の活性化、若手、も

う一番のところ、若い議員がそこに座って女性の議員が２人でも３人でも座って、すご

くこの議会が色が変わったように、光が差したような私は議会になると思う。そういう

状況にやっぱり持っていくべき。そういう部分でもやはり変わっていくということです

ので、定数を減らして変えるということができたらなとは思うんです。この中でも反対

の方も多うございますので、ならば、定数をこのままにして、今の議会をこう変えるん

やというような提案がございましたら、 納議員なり……。

○議長（安部 重助君） ちょっと待ってください。発言をとめます。議員に求めること

じゃないんです、これは。おたくが答えることなんです、質問に対して。それができて

ないからこういう形になってますけども、これはとめます。

次、行きます。どうぞ、藤森議員に対しての答えをしてください。

○議員（９番 藤原 裕和君） 私はもうよろしい。

○議長（安部 重助君） 答弁になってますか。藤森議員、よろしいですか。

藤森議員。討論形式じゃなしに、質問に変えてください。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。先ほどの質疑の中に、やはり削減によ

って無投票になったから、欠員になったから、それが果たしてこの町のための議員構成

になるのかというような思いも含める中で、それイコール報酬の削減、これも含めて考

えていかなければ、８純に１名減らす、２名減らすというような発議というものは私は

理解ができないということで、あなたの思いを尋ねます。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ちょっとなかなか難しい。

○議長（安部 重助君） いやいや、８純な質問でしたけど、今。

○議員（９番 藤原 裕和君） 誰も定数を減らして議会の低下を招くようなことがあっ

てはならない。これは重々承知をした中で、前向きの、それこそこの神河町議会が今言

われた活性化とか、そういう言葉を言われたんですけれども、若手がこの議会の選挙に

手を挙げていただいたり、松山議員には申しわけない、女性がそういう土壌を私は築く

べきやなと思う。そういうことは方向性として思うとんですけども、ただ、今回の議員

定数削減、この案の審議いうんか、これを通して２年後に向けてそういうようになった

らなと私なりには思います。９上です。

－４３－



○議長（安部 重助君） ほかございますか。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） １０番、栗原です。ほかの議員もおっしゃいましたが、

区長会の意見、商工会の意見を私なりの判断したところ、やはり１２名で頑張ってくれ

と、そういうふうに言われました。私はそういうふうに判断しております。この１２名

で頑張ってくれって言われた中で、もっと住民の意見を酌み上げてくれと、これがやっ

ぱり一番多かったです。やはり私らももっと出ていっていろんな方の意見を聞く、そう

いう反省をしました。裕和議員が言われてた、定数を減らすよりも議員の仕事である行

政に対するチェック機能、これをやっぱり果たしていくべきやと思うんです。予算につ

いても、議員がやっぱり判断していく、そっちのほうが大事じゃないかと思うんですが、

どうですか。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 栗原議員の今言われました１２名で頑張れと、そういう

声も確かにございました。なぜここで私が提案をしたかという部分については、なかな

か理解してもらえんのかなという部分も含めて、行政のチェックをするんは当たり前の

ことで、いや、そのなかなかチェック機能ができてないというどなたかの区長さんのお

言葉もいただきました。もっと厳しくチェックせいと、それも一つでしょう。町の将来

がなかなか厳しい時代になってきとるから、そういう私は議員定数を少しでも減らして

議会の仕組みを変えて、チェック機能とか提案・提言制度、住民の声をしていくべきで

あろうと。政策サポーターとか、聞きなれん言葉ですが、モニターとか、それから活性

化をするために何か若者議会とか高校生議会とか、そういうことにできるだけ今の社会

情勢は変わってきとんじゃないか。だから定数は減らさんでもできるいうたらできるん

ですけども、そのあり方そのものをやはり議会みずからが、自分らの席は減らせへんが

なというんじゃなくて、自分の牙城を崩してでもそこでやっぱり住民のために頑張ると、

チェックをするんやというようなことも必要かなと思う。偉そうなことを言うんですけ

ども、私なりに今現在思ってる精いっぱいの回答です。よろしく。

○議長（安部 重助君） 空回りばっかりで、議長として大変申しわけないと思っており

ますが、最後に誰か質問ございますか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。済みません、私は、今、藤原議員のこ

の説明を聞いておりまして、議会運営の要因として、神河町議会は、定数２名の減の１

０名で効率的なという言葉がありましたね。その「効率的な」というところは、具体的

にどのような効率的なんかなということを聞きたかったんですけども、今いろんな方が

おっしゃったように、具体的には出てこなかったように私は思うんです。それと、機能

強化が図れると。どのような機能強化が図れるのか。

それと、これからの要因として、少数精鋭化を進めるとありますが、少数になって個
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人一人一人が本当に精鋭化していけるのかと、どのような面での少数精鋭化かとか、そ

ういうところが聞きたかったんですけども、具体的にはまた後日で結構ですからお聞き

したいと思いますけれども、そこで１つ、現在１１名で大きな問題はないということを

言われてますけど、私、昨年度、途中から常任委員長を仰せつかりましてその任務につ

いてるわけですけれども、実は非常にたくさんの会議、それから組織的なこと、それか

らいろんなところでの要請がありまして出ております。それが最初の１年はなかったん

ですけども、２年目になって委員長という役目になってどおんとふえてきたために、私

自身の活動がなかなかそこへいかないという現実がございます。そういうところで、そ

してさらに、１月の末ちょっと入院したんですけども、そのとき、術後の定期的な夜察、

それも飛ばさないようないけないような、議会とか各委員会がありまして。ということ

は、１人人数が減れば、それだけ誰かに大きな和担がかかってくると。自分の健康の維

持も十分できないというような状態になってくる可能性は私、実感しておりますけれど

も、そういうことがあるということですけども、その点についてどうお考えでしょうか。

○議長（安部 重助君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 小島議員の質問ですけれども、確かにそれこそ今回新し

く議員になられて委員長職をお受け願ったんですけれども、大変御苦労いただいとるの

を感謝いたします。確かに委員長になられたら、それなりの結構出ていくことの量も多

いとは聞いております。人数が少なくなったら、１２分の１の和担が１０分の１の和担

が多くなる、これはやむを得ないことかなと思う。そこら辺はよくわかるんですけれど

も、本来の議員活動、議員活動に重たいも軽いもないんですけども、そういう機能を発

揮できるような部分を残して、できるだけ効果が上がるようなことも将来的には議員活

動としては考えていかんとあかんのと違うかなという思いもしております。

小島委員長におかれましても、大変委員長職、御苦労を願っとんですけども、議員定

数削減に向けてこういう思いで私はおりますので、十分皆さんには、皆様方には理解で

きない方もあろうかとは思うんですけれども、私は、こういう考えのもとで、先はこう

あるべきやというような思いも少し頭の中には置いてますので、よろしくお願いいたし

ます。否決になったらなったで、それで終わるんじゃなくて、今いろんな意見を出した

んですけども、そういうことも含めて、またあと残すところ１１名で２年余り動かんと

あかん部分があるんで、議会の改革、改善に向けて議長を初め進んでいただきたいと思

います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 大変多くの意見をいただいたんですけれども、ここで意見も質

疑も打ち切りたいと思いますが、よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日９降に行いますので、御了承を願いま

す。御苦労さんでした。
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次の日程に入る前に、ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を１３時ちょうど

といたします。

午前１１時５７分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

・ ・

日程第５ 第１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第１号議案、神河町いじめ防止対策推進条例制定の

件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町いじめ防止対策推進条例制定の件でございます。

制定の理由は、神河町では、平成２０年３月に「人権尊重のまち」宣言をし、全ての

人々の人権を守り、明るく住みよい、ともに生きる社会をつくることを目指し、さまざ

まな取り組みを推進しております。

一方、いじめは、いじめを受けた子供の権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長

及び人格の形成に深刻な影響を及ぼす行為であり、生命、身体に重大な危険を生じさせ

るおそれがあるものです。いじめは、いつでもどこにおいても起こり得ると同時に、ど

の子供もいじめの対象として被害者にも加害者にもなり得ます。このようないじめを防

止し、次代を担う子供たちが健やかに成長し、安心して学ぶことができる環境を実現す

ることは、私たち全ての住民の役割であり、責務であります。

また、子供は、それぞれの一人の人間としてかけがえのない存在であり、将来のまち

づくりを担う町の大切な宝物です。国においては、平成２５年９月にいじめ防止対策推

進法が施行され、いじめの防止策の対策のための施策を展開しているところであります。

このいじめ防止対策推進法を踏まえ、ここにいじめ防止についての基本理念を明らかに

し、いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進していくため、本条例を制定す

るものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、教育課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。それでは、

第１号議案の詳細について御説明申し上げます。
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本条例は、平成２５年９月にいじめ防止対策推進法が施行されたことを踏まえ、神河

町教育委員会においては、平成２６年９月に神河町いじめ防止基本方針を策定し、また、

各学校においても各校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめ防止に対する取り組みを

行ってきました。また、平成２９年９月には、国及び県のいじめ防止基本方針の改定を

受け、町においても検証及び見直しを行い、さらなるいじめの防止対策に取り組んでい

るところでございます。このたび神河町いじめ防止対策推進条例を制定して、いじめ防

止についての基本理念を明らかにし、いじめ防止のためにあらゆる施策を講じ、本町の

子供たちが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりに努めていくものでございま

す。

さて、制定の内容についてでございますが、１ページをごらんください。第１条では

目的を定めておりまして、いじめの防止等のための対策に関して基本的な事項を定め、

いじめの防止等のための対策を総合的、効果的に推進することにより、児童等が安心し

て生活し、学ぶことができる環境づくりに資することを目的としています。

第２条では用語の定義を、第３条では基本理念を定めています。第５条では町の責務

を、第６条では学校及び学校の教職員の責務を、第７条では保護者の責務を、第８条で

は町民の責務を定めており、学校、家庭、地域社会を含めた町全体での取り組みとして

取り組んでいくことをうたっております。

第９条では、いじめ防止基本方針の目的を定めております。第１０条では、いじめ防

止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、いじめ問題対策連絡協議会の設置を規

定しております。

第１１条では、重大事態への対処ということで、いじめ防止対策推進法第２８条第１

項に規定する重大事態、具体的に申し上げますと、学校の設置者またはその設置する学

校による対処として、学校の設置者またはその設置する学校は、次に掲げる場合にはそ

の事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに

当該学校の設置者またはその設置する学校のもとに組織を設け、当該重大事態に係る事

実関係を明確にするための調査を行うものとするとしておりまして、次に掲げる場合と

は２つございまして、１つ目は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身

または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、２つ目として、いじめによ

り当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認めるときでございます。

そして第１２条には、第１１条第２項に規定しております神河町いじめ問題対策委員

会の設置について、また、第１３条には、第１１条第６項に規定する神河町いじめ問題

調査委員会の設置を規定しております。第１４条では個人情報の取り扱いについて、第

１５条では委任について規定をしております。

なお、施行期日は、令和２年４月１日としています。

そして４ページの次に、参考として、神河町いじめ問題対策連絡協議会規則、神河町
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いじめ問題対策委員会規則、神河町いじめ問題調査委員会規則を添付しております。

９上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第６ 第２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第２号議案、神河町職員の服務の宣誓に関する条例

の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。

改正の理由は、会計年度任用職員について、任用形態や任用手続がさまざまであるこ

とに鑑み、地方公務員法第３１条の規定に基づく服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわ

しい方法で行うことが望ましいとされたことから、条例の一部を改正するものでござい

ます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、第２号議案の詳細

について御説明申し上げます。

改正の理由につきましては、令和２年１月１７日付で発出された総務省通知において、

地方公務員法第３１条の規定に基づく服務の宣誓について具体的な内容が示されたこと

を受け、神河町職員の服務の宣誓に関する条例第２条に第２項として、「地方公務員法

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定

にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる」を追加するものでござい

ます。

なお、法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員とは、フルタイム、パート

タイムいずれの職員も含み、特段の定めについては、それぞれの職員にふさわしい方法

で行うとするものです。職員であれば、任命権者の定める上級の公務員の面前において

宣誓書に署名をしてからでなければその職務を行ってはならないとされておりますが、

例えば特別職非常勤職員から会計年度任用職員へ移行した場合には、任命権者等の面前

での宣誓書への署名を要さず、署名をした宣誓書を提出することで足りるものとするこ
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と、また、同一の職員で再度の任用を行った場合には、さきの任用に際して行った服務

の宣誓をもってこれを行ったものとみなすこと、また、採用時に服務の宣誓等を行って

いる場合には、当該誓約等をもって服務の宣誓を行ったものとみなすなどの対応が規定

をされております。

なお、施行日は、令和２年４月１日でございます。

９上、詳細説明といたします。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第７ 第３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第３号議案、神河町特別職の職員で非常勤のものの

報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、去る２月４日に開かれました特別職報酬等審議会の答申に基づき改正

を行うもので、本答申の要点としましては、監査委員識見者の責務に鑑み、年額報酬２

４万円を６万円引き上げ３０万円とするものとあわせて、第１号議案で御審議いただき

ます神河町いじめ防止対策推進条例のいじめ問題対策連絡協議会委員の日額報酬 ００

０円を新たに加えるものでございます。

なお、その他の委員皆様の報酬額の変更はございません。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、第３号議案の詳細

について御説明申し上げます。

改正の内容につきましては、町長提案のとおり、１点目は、監査委員識見者報酬を年

額２４万円から３０万円に引き上げる改正、２つ目は、いじめ問題対策連絡協議会委員

を追加し、日額 ０００円の報酬を定めるものでございます。去る２月４日に開催され

ました特別職報酬等審議会における審議内容等を踏まえ、去る２月２８日に森本守雄神

河町特別職報酬等審議会会長から町長宛て提出されました答申内容に基づき、御報告を

させていただきます。
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次の第４号議案にも関連しますが、まず特別職報酬等の額の改定につきましては、神

河町特別職報酬等審議会条例に基づき、町の各階層または識見を有する者の中から町長

が任命をいたしました１０名の委員、その内訳としましては、商工会代表、勤労者代表、

女性代表、住民代表、公共公次団体代表、金融機関代表、そして有識見者での計１０名

の委員により、公平かつ中立な立場に立って慎重審議され、全員の一致をもって提案の

内容のとおり結論が得られましたことをまず初めに報告をさせていただきます。

なお、町長から諮問を行いました内容は、１、町長、副町長及び教育長等の給料につ

いて、２、議会議員の報酬について、３、非常勤特別職の報酬についてであります。

さて、監査委員識見者報酬については、年間の監査日数２０日という中で、スキルと

事務量、責任の重要性、また、病院の監査という他町にない特殊性にも鑑み報酬を引き

上げることが適当であるとし、月額にして ０００円、年額報酬といたしまして２４万

円から６万円引き上げ３０万円とする内容でまとまりました。

また、今定例会に上程しております神河町いじめ防止対策推進条例の制定に基づく神

河町いじめ問題対策連絡協議会委員を追加し、その日額報酬を ０００円とすることに

ついても、他の行政委員会の委員報酬との比較検討の上、適正、妥当であるとの結論が

得られたところでございます。

いずれも施行日は、令和２年４月１日でございます。

９上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第８ 第４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第４号議案、神河町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、去る２月４日に開かれました特別職報酬等審議会の答申に基づき改正

を行うもので、本答申の要点としましては、町三役、町議会議員ともに、給料月額につ

いて今年度は改定を行わず、期末手当については、県下の１２町の期末手当の支給状況

も踏まえ、人事院勧告による一般職の改定に準じ０５月引き上げ、年間⒋４５月とす

るものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い
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いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、第４号議案の詳細

について御説明申し上げます。

改正の内容は、町長提案のとおり、町三役、町議会議員ともに、給料月額について今

年度は改定を行わず、期末手当について０５月引き上げ、年間⒋４５月とするもので

ございますが、まず改正箇所について新旧対照表をごらんください。在職期間６カ月の

欄で基準日が６月１日の支給率をごらんください。改正前は１００分の２２０が改正後

は１００分の２２⒉５になり、０２５月の引き上げとなります。また同様に、１２月

１日の支給率は、改正前が１００分の２２０、改正後は１００分の２２⒉５になり、

０２５月の引き上げとなり、結果、年間の引き上げ率といたしましては、１００分の４

４０が１００分の４４５となり、０５月の引き上げとなります。

なお、在任期間の５カ月９上６カ月未満は、６カ月の８０％、３カ月９上５カ月未満

は６０％、３カ月未満は３０％に相当する支給率となります。

施行日は、令和２年４月１日でございます。

それでは、先ほどの第３号議案同様、２月４日に開催されました特別職報酬等審議会

における審議内容等を踏まえ、去る２月２８日に森本守雄神河町特別職報酬等審議会会

長から町長宛て提出されました答申内容に基づき、少々長くはなりますけれども、抜粋

して御報告をさせていただきたいと思います。

抜粋をさせていただきます。３、答申内容決定の観点及び理由。このたびの審議会は、

神河町の財政状況、実質公債費比率については、合併９降、公債費和担適正化計画を着

実に進め、健全化に向けた取り組みを進めてきましたが、近年では、地方創生事業に伴

う若者世帯向け住宅施策などのハード事業に取り組んでいることから、財政指数は年々

悪化し、財政の硬直化の指数と言われる経常収支比率は１００％近い状態になってきて

いることを踏まえて、業務の見直しは喫緊の課題であること、職員の定員削減について

も定員適正化計画の中でしっかりと取り組んでいくとの見解が示されました。令和元年

の人事院勧告に基づく一般職の勤勉手当の０５月の引き上げに伴う特別職の期末手当

の引き上げの是非について審議いただきました。加えて、県下１２町の財政状況、報酬

の比較や各町の改正状況の確認を行い、適切妥当な報酬の額の検討を行いました。９上

の観点から、次のとおり改定についての方向性を確認するに至ったものです。

１、町長、副町長及び教育長の給料について。特別職の報酬について明確な基準がな

い中において、町長等の報酬について妥当性があると理解してもらえるような資料提示

について意見が交わされるとともに、県下の町との比較にとどまらず、類似団体との比

較が必要であるとの意見がありました。また、町財政については、人件費や扶助費の削

減に努める必要性があることから、業務の見直しを含めて引き続き行財政改革推進委員
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会を中心に議論を進めていく必要があります。このような実情を踏まえ、今回は改定を

行わず、現行のまま据え置くことが適当であるという意見でまとまりました。

次に、期末手当については、人事院勧告にあわせて期末・勤勉手当を引き上げた一般

職に準ずることが望ましいという意見があり、一般職に準じて引き上げることが適当と

判断し、０５月の引き上げを答申することとしました。

２、議会議員の報酬について。議会議員の活動状況をどのように見ていくかというこ

とで、時間８価が幾らなのかを算出すれば理解しやすいとの意見がある一方、審議会資

料で示されている定例会の会期日数、臨時会の会期日数、常任委員会の開催日数、議長

の出張回数、議員の派遣回数等で議員活動を判断することは難しく、さまざまな行事へ

参加し情報収集を行うなど、幅広い活動が議員活動であると認識します。

また、報酬については、魅力あるものにすることが優秀な人材確保や魅力的な活動に

つながるとの意見がある一方で、報酬を引き上げることは議員定数とセットで検討すべ

きとの意見があり、神河町の財政状況を見据えた判断が必要との意見集約となったこと

から、現行のまま据え置くことで意見がまとまりました。

また、期末手当については、町三役と同様の考え方とし、０５月引き上げることと

しました。

３、非常勤特別職の報酬等についても関連がありますので、引き続き報告をいたしま

す。

非常勤特別職の報酬については、特に日額委員報酬について、時間管理が基本とする

意見が出されました。年額委員報酬では、会合による時間だけでその活動をはかること

ができるものではない実態があることや、時間のみならず、その適性、識見によって選

任されていること、また、各種行政委員の選出が難しくなっているとの意見が出され、

現状のまま据え置くことで意見がまとまりました。

一昨年からの課題としてきた費用弁償のあり方については、議会議員、消防団員、民

生委員については報酬的な要素があること、その他の日額委員費用弁償は、広い地域に

おける神河町内移動について交通費支給を行っておらず、旅費的意味合いでの支給実態

があり、据え置くこととする一方で、引き続き周囲の状況や社会経済の状況に注視しな

がら継続協議課題としました。

次に、監査委員識見者の年額報酬については、スキルと事務量、責任の必要性、また、

病院の監査という他町にない特殊性にも鑑み、報酬を引き上げることとしました。さら

に、神河町いじめ問題対策協議会の委員報酬を新設いたしました。

４、終わりに、このたびの審議では、さまざまな視点から慎重審議をいただきました。

財政が厳しくなってきている現状を各委員がどのように捉えているかという点で、さま

ざまな角度からの議論をいただきました。本日の内容は、今後の行財政改革推進委員会

でも意見反映をいただきながら、将来にわたって存続可能な神河町づくりに向けた財政

確立の視点で御議論いただくことを期待いたします。また、審議をさらに深化させるた
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めに、県下の町の比較だけでなく、今後の資料作成についての工夫や、より早い時期の

開催についても検討をお願いしたいと思います。

さて、神河町が展開している地域創生事業について、若者世帯への住宅取得支援事業

など人口確保施策にあわせて、道の駅建設や峰山高原スキー場整備など、まちのにぎわ

いづくりを積極的に展開されていることに理解は示すものの、神河町の財政状況を示す

財政指数がここ数年悪化していることにも注視していく必要があります。そのような状

況の中で、特別職だけでなく、各種行政委員報酬についてもより適正に支給することも

含めて財政状況を考慮すると切り込んでいく必要もあるとの提言もありました。その際

には、役場職員の給与カットなどを実行した上で住民の方への和担について理解を求め

ていくと説明もありましたが、未来の世代に和担を先送りしないことが重要です。特別

職報酬等審議会としましては、法律にのっとり、国、県の動向、県下の自治体の状況、

町の財政状況、地域社会の経済状況等を考慮し、公平公正な立場から検討をしてまいり

ました。

結論として、町三役、議会議員ともに、月額報酬については現行どおりとし、令和２

年４月から期末手当を０５月アップし、年間⒋４５月とする、２、監査委員識見者の

報酬について、令和２年４月から年額３０万円とする、３、神河町いじめ問題対策連絡

協議会委員報酬を新設し、日額 ０００円とする、４、非常勤特別職の報酬及び費用弁

償については現行どおりとする。

なお、繰り返しになりますが、議会議員報酬について、全国的ななり手不足の実態も

ある中で頑張っているとの意見や報酬引き上げ検討の意見もありましたが、さきに行わ

れました区長会との意見交換会に主張されるように、区長ですら議員の活動が見えない

との意見を踏まえると、今後は現状据え置きが妥当であるとの判断に至りました。さら

に、議員報酬については、今も議会で議員定数とあわせて議論をいただいているところ

ですが、引き続き御議論いただくとともに、区長会との意見交換会の内容も踏まえ、行

財政改革推進委員会でも引き続き議論いただくことをお願いするものです。

非常勤特別職についての議論においては、時間管理が基本である一方、議会議員個々

の調査活動のように時間ではかり知れない内容もあります。また、時間のみならず、そ

の適性、識見によって選任されているといった点を考慮する中で、適正、妥当との意見

も出されました。結果として、日額報酬の見直しの意見もありましたが、慎重な判断を

期する必要があることからも、継続審議とします。

なお、各種行政委員報酬の削減を要する状況となった時点では、当然のこととして職

員給与の削減検討を行う必要があります。

９上のとおり申し上げ、今後も引き続き行財政改革の取り組みにより健全な財政運営

を行いつつ、将来を展望し、計画的かつ効果的な行財政運営で活力のあるまちづくりに

尽力いただくことを願いますと締めくくられています。

９上、答申内容の抜粋を御報告申し上げ、詳細説明とさせていただきます。よろしく
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御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第９ 第５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第５号議案、神河町職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。

改正の理由は、公立神崎総合病院における看護等手当の夜間に勤務した看護師につい

て、国と同様に深夜勤務が全部の場合は１回 ３００円に、４時間９上の場合は ５５ 

０円に、２時間９上４時間未満の場合は １００円にそれぞれ改正するものでございま

す。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出○員兼経○強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、第５号議案の詳細説明をさせていただきます。

この改正につきましては、本条例の第１２条、看護等手当におけます夜間に勤務した

看護師に対する手当の改正でございます。昨今、全国におきましては、妊娠から子育て

をしながらも勤務を継続する看護職の増加により、夜勤を希望しない看護職員が増加し

ております。そのため、それを補填する残りの職員の夜勤回数が増加し、夜勤の増加で

看護師が疲弊している状況でございます。このような状況から、全国の看護師団体から

国へ強い要望があり、国では、この問題への取り組みの一つとして、看護職の夜間看護

手当の増額をされました。

当院におきましても、採用する上で、子育てがスタートした看護師が夜間勤務を希望

しないということは現実としてございます。それにより現職の看護師の和担にもなりか

ねない状況となります。やはり常に必要とする看護師の確保は、医師と同様、病院運営

をする上において重要なことであります。そこで、国と同様、また、近隣公立病院の状

況を踏まえ、今回、夜間に勤務した看護師に対する手当を増額するものでございます。

新旧対照表をごらんください。まず、第１２条第２項第１号中、「（平成１７年神河
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町条例第４４号）」につきましては、本条例の第１条で規定されていることから削除さ

せていただきます。

次に、手当額の改正ですが、町長の提案説明でもありました深夜勤務が全部の場合、

１回 ２００円を ３００円に、４時間９上の場合 ３００円を ５５０円に、２時間   

９上４時間未満の場合 ９００円を １００円にそれぞれ改正するものでございます。 

この条例の施行は、令和２年４月１日からの施行といたします。

なお、附則第２項の経過措置ですが、本改正規定は令和２年４月９降の月分の手当に

ついて適用し、同年３月９前の月分の手当については改正前の規定により支給するもの

でございます。

９上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１０ 第６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第６号議案、神河町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件でございます。

改正の理由は、日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤

に係る費用弁償について、月額から日割りをして算出した額として定めるものでござい

ます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、第６号議案の詳細

について御説明申し上げます。

改正の理由につきましては、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例において、日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員について、

通勤に係る費用弁償の支給に係る規定が漏れておりましたので、第２６条第２項に追記

を行うものでございます。
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なお、内容につきましては、規則で定めることとしておりますが、フルタイム会計年

度任用職員について準用する通勤手当、これは正規職員にも準用しておりますが、基本

とする通勤手当は常勤職員同様でございます。参考として、規則を添付いたしておりま

すが、この改正により通勤に係る費用弁償として、規則に第２２条を追加し、「別表第

２で定める額」としております。

会計年度任用職員は、一月の勤務日を２１日で制度設計をいたしておりますので、通

勤手当月額を２１で割り戻した金額を日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計

年度任用職員についての通勤に係る費用弁償とするものでございます。

なお、施行日は、令和２年４月１日でございます。

９上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１１ 第７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第７号議案、神河町固定資産評価審査委員会条例

の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

改正の理由は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の法律名の改

正に伴い、当条例で引用している法律名についても改正後の法律名に変更するものでご

ざいます。また、引用する条項についても条ずれが発生しているため、当該条項につい

ても正しい引用部分に変更を行うものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１２ 第８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第８号議案、神河町福祉医療費助成条例の一部を

改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
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改正の理由は、上位法である兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の改正に合わせ、同

様に改正するものでございます。

まず、条例第２条第２１号、所得を有しない者の定義についてでございます。現行例

規では、所得税法第３５条第４項を引用していましたが、令和２年１月施行で所得税法

が改正され、当該条文の記載が変更となるため、県と同様に、当面は改正前、つまり現

行の所得税法の規定で読むという形での改正をいたします。

また、所得を有しない者について、本来であれば、公的年金のみの支給ではなく、恩

給や一定の企業年金等の支給を受ける者についても定義するべきところであったため、

県要綱が「公的年金の支給を受けるもの」から「公的年金等の支給を受けるもの」へと

改められたことに合わせ、当町の条例にも「等」を挿入いたしますが、これまでと実務

上の変化はございません。

次に、第３条の助成対象者、第１項の表中「同法附則第５条の４の２第６項」を「同

法附則第５条の４の２第５項」に改めるものでございます。これは、平成３１年４月施

行で地方税法が改正されたことから、地方税法の引用条項がずれるための改正でござい

ます。

また、県は改正要綱を平成３１年４月１日に遡及して施行しているため、当町におい

ても同様に平成３１年４月１日に遡及して適用いたします。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１３ 第９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第９号議案、神河町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題

とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一

部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第８号）に誤りがあったため、条例の一部を

改正するものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、教育課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。それでは、

第９号議案の詳細について御説明申し上げます。

ページをめくっていただいて、Ｐ１ページの新旧対照表をごらんください。改正の内

容は４点でございます。

１点目は、第１４条第１項中、下線部の「この項、第１９条及び第３６条第３項にお

いて」を削るものでございます。

２点目は、第５０条後段中、下線部の「この項、第１９条及び第３６条第３項」を削

り、「第１９条」の次に「において」を加えるものでございます。

３点目は、２ページ目の第５１条第３項中、下線部の「第５０条」を「前条」に改め

るものでございます。

４点目は、３ページの第５２条第３項中、「満３歳９上保育認定子ども」の次に

「（令第４条第１項第２号に規定する満３歳９上保育認定子どもをいう。）」を加える

ものでございます。

いずれも、令和元年５月３１日に公布されました子ども・子育て支援法施行規則の一

部を改正する内閣府令、また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準の一部を改正する内閣府令に字句等の誤りがあったものについて修正するもの

でございます。

９上が改正の内容の詳細でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１４ 第１０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第１０号議案、神河町消防団条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、本年２月３日に開催されました神河町消防審議会において、越知谷分

団の部制の廃止について審議され、了承されたことに伴い、町条例の一部を改正するも

のでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課防災特命参事から御説明いたしますので、よろしく
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御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、第１０号議案について説明をさせていただきます。

町消防団越知谷分団においては、作夜新田部、大夜部、越知部、岩屋部の４つの部に

より活動を行ってきましたが、部内の団員数減少に伴い、常時の活動に支障を来してい

る部があります。また、新入団員確保のめども立たず、８独で部を今後も維持していく

ことが困難な状況にあります。特に作夜新田部においては、在籍団員数、現在７名、条

例定数に対する充足率は４１％ですが、勤務等の都合で大半の団員が、有事の際は別と

して常時の活動に参加が困難な状況にあります。また、越知部においては、在籍団員数

１８名のうち、今年度末での退団あるいは転籍予定者が７名あり、充足率は現在８６％

ですが、４月１日には５２％まで落ち込みます。分団全体としても、新入団による団員

増が見込めず、今後、定年による退団でさらに団員数が減っていくことが避けられない

状況です。そのような中、将来を見据え、分団内の各部と各区において協議が行われ、

これまでの部８位での活動を分団全体として取り組んでいきたいという申し出があった

ものでございます。

具体的には、日ごろの防火啓発、警戒活動、消火栓や防火水槽等水路の点検活動など、

予防と消防施設の維持管理活動において、団員数が少なく、きめ細かな活動ができなか

った部分の改善が見込めるものと考えております。９上のような状況を２月３日開催の

消防審議会において御説明させていただき、了承いただく答申を受け、越知谷分団の部

制廃止と、それに伴う条例改正の提案をさせていただくものです。

部の数が減ることに伴い、条例第３条の団員の定員が６６６名から６５０名に、第５

条の役員の人数が３１名から２８名に改正となります。

なお、１４条の第１項中「第８６号」を「第８８号」に改めると記載をしております

が、これは同条例の第１４条１項に神河町消防審議会運営要綱（平成１７年神河町要綱

第８６号）という文言があるのですが、この要綱第８６号が８８号の誤りであったこと

がこのたび判明しましたので、今回の条例改正にあわせて訂正をさせていただくもので

す。

次のページには、新旧対照表を添付しております。

また、新旧対照表の次に、参考としまして、神河町消防団条例施行規則の一部を改正

する規則を添付しております。この条文の本文の上から４行目、別表１、越知谷分団の

項⑸の欄中「４」を「１」に改め、同項⑹の欄中「２０」を「５」に改め、９降、⑺、

⑻というふうに記載をしております。

次のページの新旧対照表を見ていただきますと、この表の一番上の欄、左から名称、

団長、副分団長とあり、一番右が計の欄となっておりますが、これが名称の欄が⑴、団
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長の欄が⑵、副団長の欄が⑶というように読みかえているものでございまして、今回は

⑸の副分団長から⑻計の欄の数字がそれぞれ改正になるもので、この１ページ前の参考

の文章は、これを文章で示したものとなります。条例整備システムからの自動打ち出し

でこのような少しわかりにくい形となっておりまして、申しわけございません。

それから、この新旧対照表で、越知谷分団、粟賀北分団、粟賀南分団、大山分団、小

田原分団の団員の定員に下線が入り、改正となっておりますが、これは管轄人口１２５

人に対し１人の割合で配置する地域特性団員数を今回の定数改正に合わせて再計算した

結果、若干変更になるものでございます。また、新旧対照表の上の第６条の条文の２行

目の中ほど、「（別紙様式第２号）」については、規則に定める様式の名称がこの別紙

様式２号が正しかったので、その部分の訂正でございます。

９上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１５ 第１１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第１１号議案、神河町水道給水条例等の一部を改

正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町水道給水条例等の一部を改正する条例制定の件で、神河町水道給水

条例、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、神河町ケーブルテレビネ

ットワーク設置条例の一部を改正する条例の３条例を一括して改正するものでございま

す。

改正の理由は、若者定住施策の目玉として、これら３条例において、加入金または加

入和担金の減免、免除を令和２年３月３１日までを期限として実施してまいりました。

このたび町の施策として、引き続いて減免、免除を実施していくため、３条例とも附則

の加入金または加入和担金の減免・免除に関する経過措置の部分において、減免または

免除の期間を５年間延長し、平成３２年３月３１日から令和７年３月３１日へ改正を行

うもので、改正の根拠と目的が同じことから３条例を一括しての提案とさせていただい

ております。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・
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日程第１６ 第１２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第１２号議案、神河町町道路線の認定の件を議題

とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町町道路線の認定の件でございます。旧町時代に両町で既に町道認定

をしておりました町道について、合併時にそのまま引き継いで神河町町道として認定い

たしましたが、旧町それぞれの認定基準の差異によって格差がございましたので、統一

するため、農道から町道へ格上げする７１路線、及び本年度、砥峰高原内で道路新設工

事を行いました１路線を町道に認定するものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、建設課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

野 建設課長。

○建設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。それでは、第１２号議案の詳

細について御説明申し上げます。

本議案は、町長からの提案説明にもございましたが、旧町時代の町道をそのまま引き

継いでおりますが、認定基準の違いが差異が生じていましたので、昨年度から実態調査

を行いました結果、町道に認定するべき農道７１路線、総延長１⒐１５キロメートル及

び砥峰高原内砥峰自然交流館前県道の迂回道路として道路新設工事を行いました１路線、

総延長１４９メートルを町道に認定するものでございます。

町道に認定すべき７２路線の内訳としましては、一覧表及び図面のとおり、新田区、

路線番号０１００４、路線名、火打野２号線及び路線番号０１００５、路線名、浅ヶ谷

線の２路線、作夜区、路線番号０２０１０、路線名、勝山２号線及び路線番号０２０１

１、路線名、勝山３号線の２路線、大夜区、路線番号０３００９、路線名、仲田２号線

から路線番号０３０１３、路線名、大仲井線までの５路線、越知区、路線番号０４０２

０、路線名、栃本加寺線から路線番号０４０２３、路線名、西別３号線までの４路線、

岩屋区、路線番号０５００８、路線名、種林２号線から路線番号０５０１３、路線名、

茶ノ木原２号線までの６路線、根宇野区、路線番号０６０１５、路線名、久子垣内中島

線から路線番号０６０１９、路線名、落久子２号線までの５路線、山田区、路線番号０

７０１４、路線名、稲川原３号線から路線番号０７０１７、路線名、北川原１号線まで

の４路線、中村区、路線番号０８０２３、路線名、北川原２号線から路線番号０８０２

５、路線名中村４号線までの３路線、福本区、路線番号１００１６、路線名冷田２号線
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から、路線番号１００２３、路線名、山根線までの８路線、柏尾区、路線番号１３００

８、路線名川ノ上竹之内線から路線番号１３０１３、路線名、柏尾新田３号線までの６

路線、加納区、路線番号１４０１２、路線名、堂ノ前線から路線番号１４０１５、路線

名、権斉東線までの４路線、東柏尾区、路線番号１５００８、路線名、立石３号線から

路線番号１５０１０、路線名、前田保線までの３路線、吉冨区、路線番号１６０２２、

路線名、夜川原２号線から路線番号１６０２５、路線名、出テ砂田線までの４路線、杉

区、路線番号１７００８、路線名、段上３号線から路線番号１７０１１、路線名、宮ノ

前橋詰線までの４路線、大山区、路線番号１８０１３、路線名、山田線及び路線番号１

８０１４、路線名、上坂本線の２路線、猪篠区、路線番号１９０２１、路線名、五反田

門貝線から路線番号１９０２９、路線名、門貝支線までの９路線、計７１路線でござい

ます。

各路線の起点、終点位置、幅員、総延長につきましては、一覧表のとおりでございま

す。

さらに、川上区砥峰高原内で１路線、路線番号３１０２１、路線名、砥峰線、幅員⒍

５メートル、総延長１４⒐０３メートル、起点、終点位置ともに川上字トノム子８０１

番１２地内の合計７２路線を認定するものでございます。

なお、路線名称につきましては、各路線の起点、終点の大字名、小字名を参考に既存

路線名と重複しないように決定させていただいております。また、道路種別につきまし

ては、議決後、町道管理規則第２条の指定基準に基づきまして決定いたします。

９上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１７ 第１３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第１３号議案、神河町町道路線の変更の件を議題

とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町道路線の変更の件でございます。第１２号議案で説明しました格差

是正路線のうち、既存路線に追加するほうが望ましい路線１３路線と町道峰山砥峰線の

うち、等級をその他と認定している部分を認定除外し、名称も町道峰山線として認定範

囲を変更するものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、建設課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い
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いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

野 建設課長。

○建設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。それでは、第１３号議案の詳

細について御説明申し上げます。

本議案は、第１２号議案で説明しました新規認定とは別に、実態調査の結果、既存の

町道の起点もしくは終点に追加するほうが望ましい路線１３路線、総延長⒍２５キロメ

ートル、うち追加延長⒉１３キロメートルと、町道峰山砥峰線、総延長１９９キロメ

ートルのうち、道路種別をその他と認定している部分、延長⒍６８キロメートルについ

て認定を除外し、名称も町道峰山線とし、認定範囲を変更するものでございます。

既存の町道に追加するほうが望ましい１３路線の内訳としましては、一覧表のとおり、

根宇野区５路線、路線番号０６０１２、町道貝助支線に農道根宇野１０号線を追加、路

線番号０６００４、町道貝助線に農道根宇野１２号線を追加、路線番号０６０１０、町

道落久子線に農道根宇野１３号線を追加、路線番号０６００８、町道根宇野・山根線に

農道根宇野１５号線を追加、路線番号０６０１３、町道根宇谷口線に農道根宇野２０号

線を追加、山田区では１路線、路線番号０８００２、町道凱旋線に農道山田３５号線を

追加、中村区は１路線、路線番号０８０１０、町道砂山支線に農道中村１９号線を追加、

貝野区で１路線、路線番号１１００２、町道貝野２号線に農道貝野１１号線を追加、寺

野区でも１路線、路線番号１２０１２、町道宮前線に農道寺野５号線と６号線を追加、

加納区で１路線、路線番号１４００１、町道竹の内・中井口線に農道加納１２号線を追

加、東柏尾区で１路線、路線番号１５００３、町道立石１号線に農道東柏尾７号線と１

１号線を追加、杉区で１路線、路線番号１７００３、町道葛谷線に農道杉１２号線を追

加、大山区で１路線、路線番号１８００５、町道沢３号線に農道大山８号線と１０号線

を追加の計１３路線でございます。

各路線の起点、終点位置、幅員、総延長の変更につきましては、一覧表のとおりでご

ざいます。

また、町道峰山砥峰線につきましては、道路種別、その他部分⒍６８キロメートルの

区間の現状ですが、車両通行可能区間の５００メートルはスキー場のゲレンデ内、車両

通行不可能区間の⒌４キロメートルは遊歩道として利用、さらに、７８０メートルの区

間が県森林基幹林道と重複しておりますので、町道の認定を除外し、基幹林道との重複

区間は兵庫県、それ９外は町観光担当課の管理といたします。さらに、認定除外するこ

とで終点が峰山高原内、川上字トノム子８０１番１０５から峰山高原内上小田字大夜８

８１番１０５に変更になることから、路線名を町道峰山砥峰線から町道峰山線に変更し

ます。

なお、道路種別につきましては、既存路線の等級を引き継ぐことを基本に、議決後、

町道管理規則第２条の指定基準に基づき決定いたします。
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９上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時３０分といたします。

午後２時０９分休憩

午後２時３０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

・ ・

日程第１８ 第１４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第１４号議案、令和元年度神河町一般会計補正予

算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度神河町一般会計補正予算（第４号）でございまして、補正予算

（第３号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容につきましては、繰越明許費として１０事業を繰り越し予定、そして歳入

歳出とも各事業の事業費確定見込みによる補正と、国の第１号補正に対応するための増

額補正でございます。

その主なものは、決算見込みによる町税の減額、ふるさとづくり応援寄附金の減額、

一般管理費では、神戸大学院医学研究科及び医学部夜療・研究・教育支援寄附金の追加

補正、財産管理費では、本庁舎空調設備等更新事業費の減額、ＣＡＴＶ管理運営費では、

局舎改修事業費等の減額、心身障害者福祉費では、自立支援給付費の減額、保健衛生総

務費では、公立神崎総合病院への補助金の増額、清掃費では、中播北部行政事務組合和

担金、中播衛生施設事務組合和担金の減額、商工振興費では、プレミアム付商品券事業

に係る事業費の減額、大河内高原整備費では、峰山高原附帯施設等管理委託料等の減額、

道路橋梁費では、現年分と国の第１号補正での追加配分を含む事業費の確定見込みでの

補正、消防費では、消防事務委託金の増額、小学校費、中学校費では、国の第１号補正

による補助金を活用した校内通信ネットワーク整備事業の増額、そして今回の補正にお

ける財源調整として財政調整基金繰入金を増額するものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２８５万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２続 ５６０万 ０００円とするものでござ 

います。

９上が提案理由並びに内容でございます。
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詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明申し上げますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課、児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

１４号議案の詳細説明をいたします。

まず、６ページ、第２表、繰越明許費をお開きください。２款総務費、１項総務管理

費、企業費致事業、貸し工場整備２続 １２５万 ０００円の繰り越しでございます。 

これにつきましては、貸し工場の建築工事、そしてその一部設計費、そして工事管理費

等でございまして、本年度の敷地造成工事において地盤安定処理工や湧き水対策などの

暗渠排水の追加工事などの影響で、それらの対策工事等に時間を要したことによりまし

て本年度実施が困難となったそれらの工事費、委託料合わせて２続 １２５万 ０００ 

円を繰り越して令和２年度で実施をするものでございます。

続きまして、６款商工費、１項商工費、大河内高原整備事業、峰山高原スキー場ゲレ

ンデン化工事 １９６万 ０００円でございます。これにつきましては、ン栽の工法に 

ついて関係者協議の上で決定し、本年度内の完了に向けて進めておりましたが、ン栽の

時期については、活着率が最もよいのが春先との助言がございまして、それを庁内協議

した結果、その工事費を繰り越して春先に行うということで、２年度で実施をいたすも

のでございます。

７款土木費、２項道路橋梁費、道整備交付金事業、町道神崎・和川線６５０万円、こ

れにつきましては、国の第１号補正において追加配分となったことから、本年度実施が

困難であるということの中で、２年度で繰り越して実施をいたすものでございます。同

じく道整備交付金事業、町道水じり中河原線 ０２８万円、これにつきましては、工事

実施に当たり、通行どめ期間、迂回路等の調整に日数を要したこととあわせて、国の第

１号補正において追加配分を受けたということから、年度内執行が困難となった工事費

を繰り越して２年度で実施をいたすものでございます。

続きまして、道整備交付金事業、町道神崎・和川支線 ０５０万円でございます。こ

れにつきましても、国の第１号補正において追加配分を受けたことから、２年度に繰り

越して実施をいたすものでございます。町道８独道路改良事業、町道作夜・新田線でご

ざいます。これにつきましては、辺地対策事業債を活用して実施をしているもので、

９１６万 ０００円でございます。これにつきましては、昨年５月に申請をしていた支

障電柱の移転完了がおくれて本年１月となったことから、あわせて支障立木の伐採にも

おくれが生じてきたということから、年度内執行が困難になった部分を繰り越して２年

度で実施をいたすものでございます。社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修繕

工事 ３２５万 ０００円でございます。これにつきましても、工事実施に当たり、通 

行どめ期間、迂回路等の調整に日数を要したこと、そしてあわせて国の第１号補正にお
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いて追加配分を受けたということの中から、年度内執行ができなかった部分を２年度に

繰り越して実施をいたすものでございます。

９款教育費、２項小学校費、校内通信ネットワーク整備事業 ０８０万 ０００円で 

ございます。これにつきましては、国の新たな施策、ＧＩＧＡスクール構想ということ

で、児童１人１台の端末、パソコン、タブレット等での学習環境の実現に向けて、この

国の第１号補正の補助金を活用し、まずは校内の通信ネットワークの整備に取り組もう

ということで、その事業費を繰り越して２年度で実施をいたすものでございます。２項

中学校費、校内通信ネットワーク整備事業 ３６４万 ０００円でございます。これに 

つきましても、小学校と同様に校内の通信ネットワーク整備に取り組むことということ

で、その事業費を繰り越して２年度で実施をいたすものでございます。

５項社会教育総務費、学童保育クラブ管理運営事業、寺前学童ルーム拡張工事９６６

万 ０００円でございます。これにつきましては、設計を含め建築確認申請後の許可が

相当日数を要したこととあわせまして、その設計金額が当初予算を上回っていたという

ことで、１２月補正をさせていただきました。その後の入札ということになったことか

ら、年度内完成が難しいということの中で、工事費、工事管理費を繰り越して２年度で

実施をいたすものでございます。

続きまして、７ページをお願いいたします。第３表、地方債補正でございます。これ

につきましては、事業費の確定見込みあるいは確定によります補正でございます。最後

の３３ページに内訳の資料を添付させていただいておりますので、そちらのほうで説明

はさせていただきます。

３３ページをお開きください。まず、起債の区分３、貸し工場整備事業、 ５１０万

増額の限度額を３続 ４２０万円にするものでございます。これにつきましては、９月

補正、１２月補正で増額をいたしたものを、県と協議の上、増額配分をいただいた中で

の増額でございます。

４、過疎地域自立促進特別事業、３０万減額の限度額を ８３０万円にするものでご

ざいます。これにつきましては、過疎債のソフト事業に充てる部分ということで、少し

県と調整をしながら、ソフトとハードの入れかえという部分も指摘を受けながら調整を

した結果ということで、内訳については、ごらんの一覧表のとおりでございます。

続きまして、５、ケーブルテレビ局舎整備事業 ６５０万円減額の限度額を７００万

円にするものでございます。これにつきましては、契約に基づいて減額ということで、

過疎債でございます。

７、庁舎整備事業、 ７４０万円の減額で、限度額を ６１０万円にするものでござ 

います。これにつきましては、支庁舎の保健センター部分の空調設備の更新ということ

で、 ７４０万円をハード事業という中で過疎債を充てておりましたが、県と協議の結

果、これは施設の修繕ということの中で、ソフト事業に入るということの中で少し振り

かえをさせていただいております。
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９、病院機９整備事業、 ３５０万減額の限度額を ５００万にするものでございま 

して、これにつきましては、過疎債を充当して出資金として病院へ繰り出すものでござ

います。

１０、農業施設整備事業、１００万減額の限度額を５６０万円にするものでございま

す。これにつきましても、過疎債で神崎フードの空調整備ということで、カーボン・マ

ネジメント強化事業に係るものでございます。

１１、広域基幹林道開設事業、１１０万円減額の限度額を ５１０万円にするもので

ございます。これにつきましては、広域基幹林道千ケ峰・三国岳線の県への和担金に係

るもので、県の事業費の確定により減額をいたすものでございます。

１２、観光施設整備事業、５０万円増額の限度額を １４０万円にするものでござい

ます。スキー場整備につきましては７０万減額ということで ４４０万円、そして砥峰

高原内の道路ということで、新たに新設しました道路につきまして１２０万増額、 ７

００万ということで、いずれも過疎債充当ということでございます。

１４、道路整備事業、 ８８０万円減額の限度額を２続 ８６０万円にするものでご 

ざいます。これにつきましては、先ほど繰り越しのところで国の第１号補正によりまし

て繰り越しをした部分ということで、それらにつきましては、補正予算債を充当をし繰

り越しをしていくという予定の中で、増減をいたしております。内訳については、そち

らに記載のとおりでございます。

１５、橋梁整備事業、 ０９０万円の増額で限度額を ６５０万円にするものでござ 

いまして、これにつきましても国の第１号補正によりまして補正予算債を追加をいたし

ておるものでございます。

１６、河川整備事業、９００万減額の限度額を １００万円にするものでございまし

て、これにつきましても過疎債対応ということで、実績に基づき減額をいたすものでご

ざいます。

１８、消防施設整備事業、２４０万減額の限度額を ３１０万円にするものでござい

ます。内訳につきましては、消防自動車購入事業ということで、消防指令車の部分が５

０万円減額、そして過疎債対応の緊急防災対応の岩屋の防火水槽の部分について１９０

万円の減額ということでございまして、それぞれ実績に応じて減額をいたすものでござ

います。

２０、福本遺跡等環境整備事業、３００万円減額の限度額を ０８０万円にするもの

でございまして、過疎債で福本遺跡のトイレを含むガイダンス施設の整備事業でござい

ます。

続きまして、２１、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業、 １８０万円増額ということで限

度額を １８０万円にするものでございます。これにつきましては、ケーブルテレビ事

業で実施をいたしておりまして、その避難所等を中心としたところの公衆無線ＬＡＮの

整備ということで、補助残について起債を発行ということで、新たに申請をして配分を
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受けたものでございます。

２２、校内通信ネットワーク事業、 ８９０万円、限度額を ８９０万円にするもの 

でございまして、これも先ほど繰り越しのところで申しました小学校、中学校のＧＩＧ

Ａスクール構想の中での校内通信ネットワーク整備事業に係る補正予算債の充当という

ところで、増額をいたすものでございます。

これらによりまして、総額といたしまして ９７０万円を増額して限度額の合計を１

４続 １９４万 ０００円とするものでございます。 

続きまして、事項別明細書で説明をさせていただきますので、１１ページをお開きく

ださい。まず、３月の歳入歳出の補正につきましては、決算見込みあるいは契約に基づ

いてというところの中で、それぞれ減額をいたしております。

２、歳入、１、町税、１項町民税、１目個人町民税４７６万 ０００円の増額でござ

います。これにつきましては、退職所得額の増額によりましてその所得割がふえてくる

見込みという中で、増額をいたすものでございます。２目法人町民税４７６万 ０００

円の増額でございます。これにつきましては、製造業、建設業の事業拡大等によりまし

て収次が少し向上しているようで、それに伴う法人税割の増額でございます。

２項固定資産税 ２００万 ０００円の減額でございます。これにつきましては、土 

地、家屋、償地に係るものでございまして、まず土地については７７万 ０００円の増

額、家屋２８８万円の増額、償地資産 ５６５万 ０００円の減額でございます。特に 

償地資産につきましては、大臣配分に係る課税標準額が当初見込んでいたよりも減額と

なったというところから、減額をいたすものでございます。

３項軽自動車税、２目環境性能割１２８万 ０００円の減額でございます。これにつ

きましては、本年度から新たに制度化されたものでございまして、当初、兵庫県から提

示を受けた試算された数値に基づいて計上いたしましたものが実績により減額をいたし

ておりますので、減額ということでございます。

１３款分担金及び和担金、１項分担金でございますが、これにつきましては、事業費

の確定によるというところで、町道、林道の補修の受次者分担金の減額でございます。

２項和担金、１目民生費和担金４７万 ０００円の減額でございます。これにつきまし

ては、それぞれの寺前保育所、神崎保育園、管外保育所の決算見込みにより増減をいた

すものでございます。

４款使用料及び手数料、１項使用料、３目土木使用料３１３万 ０００円の減額でご

ざいます。これにつきましては、町営住宅の使用料でございまして、その中で、柏尾団

地の使用料につきましては１１０万 ０００円の増額となっております。これにつきま

しては、昨年建てかえをいたしましてことしから入居をいたしておりますが、その入居

に際して基準家賃が上がったことに伴いまして使用料の改正がありましたことから、増

額をいたすものでございます。残りの福本団地、比延団地、新野駅前団地、中村団地に

つきましては、それぞれ減額ということで、これにつきましては、消費増税を目前に控
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えてマイホームの新築や購入等におきまして退去が多かったことから、使用料収入が減

ってきたというところの中で減額をいたすものでございます。

続いて、１２ページをお願いいたします。１５款国庫支出金、１項国庫和担金、１目

国庫和担金でございます。まず、１節保育所運営費和担金６６１万円の増額でございま

す。これにつきましては、令和元年当初の算定において、３歳未満児に係る補助率につ

きましては従来どおりの５０％で計算をいたしておりましたが、令和元年度については

５⒌２％の補助率ということの改正があったことから、今回３月補正において増額の補

正をいたすものでございます。３節心身障害者福祉費和担金 ０７２万 ０００円の減 

額でございます。これにつきましては、障害者自立支援費等給付金ということで、給付

実績によりまして減額をいたすものでございます。５節介護保険低所得者保育料軽減和

担金２４９万 ０００円の増額でございます。これにつきましては、昨年消費税が引き

上げになりました。その引き上げによりまして低所得者の保育料軽減率が上昇をいたし

ております。その結果、それに係る国の和担金も増額になったということの中から増額

をいたすものでございます。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金につきましては、それぞれ実績に応じて増額

をいたすものでございます。３目衛生費国庫補助金７２万 ０００円の増額でございま

して、これは緊急風疹抗体検査等国庫補助金で、新たに新設されたことに伴う補正でご

ざいまして、対象事業費の２分の１の補助でございます。

４目土木費国庫補助金でございます。まず、１節道路橋梁費補助金 ９３０万円の増

額、道整備事業交付金は ５００万円の増額ということで、これは繰り越しのところで

申しました国の第１号補正により増額をいたすものでございます。内訳を申し上げます。

神崎・和川線３００万円の増額、神崎・和川支線５００万円の増額、水じり中河原線７

００万円の増額、いずれも事業費の２分の１でございます。続きまして、社会資本整備

総合交付金（道整備）、これにつきましては、橋梁長寿命化修繕工事に伴う国の第１号

補正の割り当てでございまして、 ４３０万円の増額でございます。これにつきまして

は補助対象事業費の５⒎２％でございます。

５目教育費国庫補助金 ５３７万 ０００円でございます。これにつきましても、繰 

り越しで申しました小・中学校の校内の通信ネットワークの整備事業の補助金でござい

まして、それぞれ補助対象事業費の２分の１でございます。６目商工費国庫補助金７１

３万 ０００円の減額でございます。これにつきましては、国の実施するプレミアム商

品券の事業費、そして事務費の補助金の減額でございます。事業費の確定見込みより減

額をいたすものでございます。

１６款、県支出金、１項県和担金、２目民生費和担金でございまして、これら全て国

庫和担金のところで説明した理由と全く同じでございます。

続いて、１３ページをお願いいたします。２項県補助金、１目総務費県補助金３３２

万 ０００円の減額でございます。まず、和町振興支援交付金３９９万 ０００円の減 
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額、これにつきましては、コミュニティバスの運営事業に係る補助金が３９９万 ００

０円の減額、そして従来の赤字路線に対する町の補助金に係る部分の補助が ０００円

の減額となっております。ひょうご地域創生交付金６７万 ０００円の増額でございま

す。内訳を申し上げます。まず、木造インターンシップ事業に係るものが７３万 ００

０円の増額、町並み環境整備事業ということで、道路の美装化で過疎債を対応したもの

について６５万 ０００円の増額、福本遺跡の保存活用事業でガイダンス施設の整備事

業に係り過疎債を対応したものについて１９万 ０００円の増額、続いて、長谷駅利用

促進事業に係る補助金に対しての部分が５１万 ０００円の増額、続いて、商工費のお

仕事ナビの整備事業のシステム導入に係るものが４５万 ０００円の増額、そして貸し

工場による雇用創出事業に係るものが１８９万円の減額、それらを合わせまして６７万

０００円の増額となっております。

続いて、民生費県補助金でございます。７５４万 ０００円の減額でございまして、

これらにつきましては、それぞれの費目において実績に基づき増額、減額をいたすもの

でございます。４項農林業費県補助金、１目農業費補助金、そのうち上から２つ目、鳥

獣被害防止総合対策事業補助金２０６万 ０００円の減額でございます。これにつきま

しては、鹿、イノシシの頭数が減ってきたということで、鹿については当初４００頭を

見込んでおりましたものが２２５頭、イノシシについては９０頭見込んでいたものが７

７頭ということで減額をいたすものでございます。続いて、それから３つ目でございま

す。和町振興支援交付金１２万 ０００円の増額でございます。これにつきましては、

有害鳥獣捕獲に係るものでございまして、特にサル監視員に係る補助金の交付の増額で

ございます。その次、農業次世代人材投資事業補助金１５０万円の減額でございます。

当初３名を見込んでおりましたが、１名減ということで、２名の支出ということで減額

をいたすものでございます。農村地域防災減災事業補助金５５万円の減額、これにつき

ましては、ため池に係る諸元調査というところで、これも実績に応じて減額をいたすも

のでございます。条件不利農地集積の励事業補助金６万 ０００円の増額でございます。

これにつきましては、規模拡大の実績により補助対象となったことから追加増額をいた

すものでございます。林業費補助金につきましては、それぞれ県民ン税を活用した事業

の実績に応じて増減をいたすものでございます。

続きまして、１４ページをお願いいたします。３項県委託金、それぞれ総務費委託金

の選挙費委託金、そして農林業費県委託金で農業費委託金、林業費委託金、それぞれ各

事業において実績あるいは実績の見込みの中で減額をいたすものでございます。

１８款寄附金４００万円の減額でございます。これにつきましては、神河ふるさとづ

くり応援寄附金ということで当初 ５００万円を見込んでおりましたが、２月末の現在

の調定におきましては ９３８万円というところで、これにつきましては１月末までの

それぞれの調定ということで、あと２月、３月の部分を上乗せするという中で、 １０

０万円の受け入れということの中で４００万円を減額をいたすものでございます。
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１９款繰入金、２項基金繰入金、１目公共施設維持管理基金繰入金 ５１０万円の減

額でございます。それぞれの事業費の確定によりまして歳出の部分でも減額をいたして

おりますので、同時に当初で充当をいたしておりますそれぞれの基金を減額をいたすも

のでございます。これによりまして、元年度末の公共施設維持管理基金の残高は１続

７８０万 ０００円でございます。

６目財政調整基金繰入金１続 ８３９万 ０００円でございます。これにつきまして 

は、今回の補正の財源調整のために増額をいたすものでございます。これを含めて元年

度末残高見込みは１０続 ６７８万 ０００円でございます。 

７目まちづくり基金繰入金５９０万円の減額でございます。これにつきましても、事

業費の確定により減額をいたすものでございまして、歳出の減額と同時に充当する部分

を減額していくものでございます。これによりまして、元年度末の基金の残高は１０続

６１０万 ０００円でございます。 

８目ケーブルテレビネットワーク維持基金繰入金４１０万円の減額でございます。こ

れにつきましても、ケーブルテレビ事業で今回実施をいたしました課金システム等のと

ころで充当いたしました部分について事業が確定し、歳出で減額をしておりますので、

同時に充当する部分を減額ということでございます。それによりまして、元年度末につ

いては１続６９２万 ０００円の残高見込みでございます。

続きまして、３項財産区繰入金６６６万 ０００円の減額でございます。これにつき

ましては、それぞれの５つの財産区の議会議員選挙の精算に伴う受け入れの減額でござ

います。

続きまして、１７ページをお願いいたします。２１款諸収入、５項雑入でございます。

９８３万円の減額でございまして、それぞれ事業確定見込みの中で減額いたすもので

ございます。８節雑入の中で、まず、２つ目の地ごご暖化対策推進事業補助金６２万

０００円の減額でございます。これにつきましては、本年度実施をいたしましたカーボ

ン・マネジメント事業の強化事業に係る補助金でございまして、内訳を申し上げます。

庁舎の本庁舎に係る部分が１７万 ０００円の減額、神崎フードに係る部分が４４万 

０００円の減額でございます。

次に、峰山バスチケット次上金２９３万 ０００円の減額でございます。これにつき

ましては、スキー場のシャトルバスの運行に係るものでございまして、暖冬によりまし

てスキー場の開設がおくれたということの中から、見込みを見ながら減額をいたすもの

でございます。

続いて、プレミアム付商品券次上金 ２００万円の減額でございます。当初 ２００ 

人を予定をしておりましたけども、購入引きかえ券を申請されて交付をいたしましたも

のが １００人というところの中で、それに合わす形で減額をいたすものでございます。

続きまして、機構集積協力金過年度分返還金３０万円でございます。これにつきまし

ては、農地中間管理事業を活用し経営転換協力金の県交付を受けておりましたが、実際
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実施をしてみたところ、その交付要件を満たさなくなったということの中から、交付の

部分を返していただくと。それをまた県へ、国へ返すというところの中で返還が必要に

なったことから、受け入れるものでございます。

２２款町債につきましては、先ほど第３表で説明をしたとおりでございます。

続いて、１７ページ、歳出をお願いいたします。３、歳出、２款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費 ８２５万円の減額でございます。これにつきましては、８節報

償費１００万円の減額、１２節役務費２５万円の減額、１３節委託料５０万円の減額、

いずれもふるさとづくり応援寄附金につきまして歳入で減額をいたしておりまして、そ

れに伴い、支出についても減額をいたすものでございまして、それぞれ返礼品の部分、

そしてそれを宅配する、そしてふるさと納税の一括の委託料というところで減額をいた

すものでございます。２６節寄附金 ０００万円の増額でございます。先ほど町長の提

案説明にありましたように、神戸大学への追加寄附ということで、昨年に引き続き計上

をいたすものでございます。

４目財産管理費でございます。まず、１３節委託料４９万 ０００円の減額でござい

ます。これにつきましては、支庁舎の空調更新に係る設計監理委託料の減額でございま

す。１５節工事請和費でございます。まず、庁舎等施設改善工事請和費 ４３３万 ０ 

００円の減額でございます。内訳を申し上げます。本庁舎のカーボン・マネジメント事

業等に係るものが ０２６万 ０００円の減、そして支庁舎の空調更新に係るものが４ 

０６万 ０００円の減。そして続いて、喫０所整備工事請和費２０８万円の減でござい

ます。２５節積立金４００万円の減、これにつきましては神河ふるさとづくり応援基金

の積み立てということで寄附金を減額をいたしましたので、同時に積立金も減額という

ことで計上をさせていただいております。

続いて、交通対策費６２０万円の減額でございます。これにつきましては、事業実績

に基づきましてそれぞれ増減をいたすものでございます。

６目企画費 ０８６万円の減額でございます。これにつきましては、１７ページから

１８ページということで、これらの事業の内訳を申し上げます。まず、国際交流に係る

減額が２６３万 ０００円、地域おこし協力減の募集に係る部分が６１万円の減額、創

業促進事業ということで、創業支援の補助金が４００万円の減額、これは当初３件見て

いたものが、実績として１件ということで、２件分の減額でございます。続いて、空き

家お家づけにつきまして６１万 ０００円の減額。地域おこし協力減起業家支援金とい

うことで、当初５人分を見ていたのが結果２人の支給ということで、３人分の減額でご

ざいます。

続いて、１８ページをお願いいたします。７目ＣＡＴＶ管理運営費 ３３６万円の減

額でございます。これにつきましては、主に課金システム、そしてケーブルテレビの局

舎の工事の契約に基づき、それぞれ実績に応じて減額をいたすものでございます。

８目諸費３０万円の増額でございます。これにつきましては、雑入のところで申しま
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した機構集積協力金過年度分県費返還金ということで、交付金を交付をしていたところ

から返還を受け、さらに県へ返還をいたすものでございます。

続いて、徴税費２１９万 ０００円、これにつきましても、それぞれ契約に基づき減

額をいたすものでございます。

４項選挙費、これにつきましては、２２ページまでそれぞれ選挙費を減額をいたして

おりますけども、本年度執行した各選挙事務費において精算により減額をいたすもので

ございます。

それでは、少し飛んで２３ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、

１目社会福祉総務費でございます。１９節和担金、補助及び交付金で１０１万円の減額

でございます。これにつきましては、集落公園整備事業補助金ということで当初申請が

あり、予算化をしておりました部分で、栗区について少し事情がありまして本年実施が

できなかったということから減額をいたすものでございます。

続いて、３目心身障害者福祉費の中で、１９節和担金、補助及び交付金５７万 ００

０円の減額でございます。これにつきましては、中播福祉会管理運営費等補助金の減額

でございまして、前年度決算における繰越金を充当するということの中から、各町の和

担金を減額をするという連絡があったことから減額をいたすものでございます。そのほ

かにつきましては、現状、実績に基づき増減をいたすものでございます。

４目医療助成費につきましても ００６万 ０００円の減額ということで、事業実績 

に基づき増減をいたすものでございます。

続きまして、２項児童福祉費、３目保育所費でございます。まず、委託料１１１万

０００円の増額でございます。これにつきましては、私立保育所の運営費委託料という

ことで少し内訳を申し上げます。寺前保育所につきましては、当初見込みよりも加算率

が大きくなったということで１７６万 ０００円の増額、神崎保育園につきましては４

９万 ０００円の減額、そして管外、町外でありますけども、朝来和にあるあわが保育

園が１５万 ０００円の減額でございます。続きまして、１９節和担金、補助及び交付

金で７６万円の減額でございます。私立施設型給付費和担金ということで、これにつき

ましては町外の認定こども園３園に係る部分でございまして、実績により減額でござい

ます。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費１続 ６５０万円の増額でござい

ます。まず、１９節和担金、補助及び交付金で２続円の増額でございます。これにつき

ましては、病院への補助金ということで収次的収支、３条予算への繰り出しということ

で、資金不足により増額し繰り出すものでございます。続いて２４節投資及び出資金

３５０万円の減額でございます。これにつきましては、病院への出資金で資本的収支、

４条予算への繰り出しの部分で、医療機械の購入に係りますもので、実績によりまして

減額をいたすもので、過疎債を充当して繰り出すものでございまして、 ３５０万円の

減額となっております。これらの補正を加えまして、最終的に病院への繰り出しの合計
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につきましては、９続 １９６万 ０００円でございます。 

続きまして、２４ページをお願いいたします。３項清掃費、１目ごみ処理費３１１万

０００円の減額でございます。これにつきましては、中播北部の事務組合の和担金、

クリーンセンター部分でございまして、これにつきましては３町で計画をいたしており

ます新施設に係るものでございまして、新施設整備基本計画を当初策定する予定でござ

いましたけれども、建設用地の決定がおくれておるために実施をできなかったことから

減額をいたすものでございます。

続きまして、し続処理費でございます。１９節和担金、補助及び交付金５４２万 ０

００円の減額でございます。これにつきましては、中播衛生施設事務組合和担金で、福

崎町にある中播衛生センターのそれぞれの設備点検あるいは整備の入札等の実績により、

このたび各町の和担金を減額をするという通知に基づき減額をいたすものでございます。

５款農林水産業費、１項農業費でございます。これらにつきましては、実績あるいは

見込みの中でそれぞれ減額をいたすものでございます。その中で、５目農業施設管理費、

そのうち１３節委託料のうち管理業務委託料２９万円の減額、これにつきましては神崎

フードのカーボン・マネジメント事業に係る部分の減額でございます。そして工事請和

費の中で神崎フードセンターの施設改修工事費の減額１１２万 ０００円でございます。

これにつきましても、空調に係るカーボン・マネジメント事業の減額でございます。そ

の下、観光施設水車公園改修工事請和費６０万円の減額、これについてはトイレの改修

工事ということで、実績に応じて減額をいたすものでございます。

続いて、２５ページをお願いいたします。６目地籍調査費９４８万 ０００円、これ

につきましては、補助事業費の確定によるところの減額をいたすものでございます。

続いて、２項林業費、１目林業総務費１１４万 ０００円の減額でございます。これ

につきましては、広域基幹林道千ケ峰・三国岳線の工事和担金で、県への工事費に対す

る和担金でございまして、県の事業費が確定したことから減額をいたすものでございま

す。工事費の１０％和担でございます。

続きまして、林業振興費 ２７１万 ０００円の減額でございます。これの内訳を申 

します。まず、県民ン税活用事業というところで ３６５万 ０００円の減額、そして 

町８間伐事業の減額ということで ０１０万 ０００円、そして森林環境譲与税活用事 

業の拡充森林整備事業ということで、補助金と積立金それらを合わせまして６万 ００

０円の増額、環境育林整備ということで、森林１００％推進事業について５７７万 ０

００円の減額。続いて、治山治水工事補助金で危険木に係るものが５４万 ０００円の

減額、そして林道補修工事等含め林道関係が２７０万円の減額となってございます。そ

のうち２５節積立金１１３万 ０００円でございます。これにつきましては、森林環境

譲与税基金積立金ということで、本年度実施ができなかったものについて積み立てをす

るということの中で、元年度末の残高につきましては５３５万 ０００円の積み立てに

なる見込みでございます。
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続いて、２６ページをお願いいたします。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費

９１３万 ０００円でございます。これらにつきましては、いずれも国が実施するプ 

レミアム商品券事業の減額でございまして、交付申請等実績を見ながら減額をいたすも

のでございます。

２目観光振興費１４８万円の減額でございます。１１節需用費７８万円の減額、これ

につきましては、地域活性化事業におけます実績に基づきそれぞれ減額をいたすもので

ございます。委託料７０万円につきましても、観光案内板設置事業ということで実績に

応じ減額をいたすものでございます。

３目大河内高原整備費 ０６５万 ０００円の減額でございます。これにつきまして 

は、まず委託料で峰山高原附帯施設管理委託料３３２万 ０００円の減額、これにつき

ましては暖冬ということで、除雪経費につきまして当初見込んでおりましたよりも減額

する見込みという中で減額をいたすものでございます。１４節使用料及び賃借料２９３

万 ０００円でございます。これにつきましては、歳入のところで申し上げましたスキ

ー場へのシャトルバスの運行に係る部分で借り上げについても少なくなるという見込み

の中で減額をいたすものでございます。１６節原材料費２８２万 ０００円、融雪材料

費、これにつきましては暖冬ということで当初見込みよりも減額いたすものでございま

す。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費でございます。１９節和担金、補助及

び交付金５００万円の減額でございます。これにつきましては、急傾斜地崩壊対策事業

和担金で、これも県が実施します事業に対しての和担金でございまして、５％相当分で

ございます。これにつきましては、岩屋、鍛治、本村で実施をしております事業費の確

定によりまして減額をいたすものでございます。

続いて、２７ページをお願いいたします。２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費 ８

５６万円の減額でございます。まず、この暖冬による除雪経費の減でございます。１３

節委託料４７０万円、１６節原材料費３０６万円、１８節備品購入費２０万円、それぞ

れ暖冬による除雪経費の見込みを減額をいたすものでございます。１５節工事請和費

０６０万円の減額につきましては、実績に基づき減額をいたすものでございます。

２目道路橋梁改良費、道路橋梁新設改良費 ３００万円の増額でございます。これに

つきまして内訳を申し上げます。町道神崎・和川線３００万円の減額、内訳を申し上げ

ます。当初現年分９５０万円の減額、国の第１号補正分６５０万円の増額、うち補助対

象経費が６００万円。続きまして、町道神崎・和川支線６００万円の増額、当初現年分

４５０万円の減額、国の第１号補正分 ０５０万円の増額、うち補助対象経費 ０００ 

万円。続いて、町道水じり中河原線 ４５０万円の増額、これにつきましては国の第１

号補正の部分でございます。補助対象経費 ４００万円、橋梁長寿命化修繕事業に係る

ものが ５５０万円の増額、当初現年分が５０万円の減額、国の補正が ６００万円の 

増額、９上の内訳となっております。
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続いて、３項河川費９００万円の減額でございます。これにつきましては、河川改修

事業の実績に基づき減額をいたすものでございます。

５項住宅費、１目住宅管理費でございます。１９節和担金、補助及び交付金６２４万

０００円の減額でございまして、それぞれ若者向け世帯への家賃補助、住宅取得支援

補助の実績に応じて減額をいたしております。また、ひょうご住まいの耐震化促進事業

については、申請実績がないことから減額をいたすものでございます。

続いて、８款消防費、１目常備消防費７５６万 ０００円の増額でございます。これ

につきましては、姫路和消防局消防事務委託料でございまして、姫路和消防局から本年

度の決算見込みによりまして追加和担を求められたことから増額をいたすものでござい

ます。

続きまして、２８ページをお開きください。３目消防施設費２５６万 ０００円の減

額でございます。まず、１５節工事請和費２０８万 ０００円でございまして、防火水

槽設置工事請和費で、これにつきましては岩屋区の耐震貯水槽に係るもので、入札結果

に応じて減額をいたすものでございます。１８節備品購入費４８万 ０００円につきま

しては、本団の消防指令車の購入に係るもので、これも契約に基づき減額をいたすもの

でございます。

災害対策費２９１万 ０００円の減額、これにつきましては防災行政無線に係る個別

アンテナ等の委託料、そして地域防災計画の中の業務継続計画策定に係る実績に応じて

減額をいたすものでございます。

９款教育費、２項小学校費、１目小学校管理費でございます。１５節工事請和費 ８

５７万 ０００円の増額でございます。まず、学校施設整備工事請和費２２２万 ００ 

０円の減額でございます。これにつきましては、神崎小学校の体育館の屋根防水工事、

これの実績に応じて減額をいたすものでございます。続いて、校内通信ネットワーク工

事請和費、繰越明許で申しましたとおり、本年度繰り越しをして実施をするという部分

の増額でございます。 ０８０万 ０００円でございます。 

３項中学校費、１目中学校管理費でございます。１５節工事請和費 ９４３万 ００ 

０円の増額でございます。まず、学校施設整備工事請和費４２０万 ０００円の減額で

ございます。これにつきましては、体育館の軒天井の張りかえ工事ほかにつきまして、

実績に応じて減額をいたすものでございます。それと、これも繰越明許で申しました校

内通信ネットワーク工事に係るもので、 ３６４万 ０００円の増額でございまして、 

繰り越しをして実施するというものでございます。

続いて、２９ページをお願いいたします。５項社会教育費、１項社会教育総務費４６

１万 ０００円の減額でございます。これにつきましては、いずれも文化財関係の経費

の減額でございます。まず、１４節使用料及び賃借料、自動車借り上げ料１６万円の減

額、これにつきましては歴史ウオークに係るバスの借り上げ料でございまして、実績に

より減額をいたすものでございます。続いて、土地使用料４５万 ０００円の減額でご
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ざいます。これにつきましては、福本遺跡の見学者用に駐車場用地として借り上げるべ

く予定をしておりましたが、実際的には契約が困難な状況となったことから、今回減額

をいたすものでございます。１５節工事請和費３００万円の減額、福本遺跡整備工事請

和費で、トイレを含むガイダンス施設の工事につきまして、実績見込みの中で減額をい

たすものでございます。１９節和担金、補助及び交付金１００万円の減額、町指定文化

財保護補助金ということで、これにつきましては現在、申請がないということから、減

額をいたすものでございます。

続きまして、６項保健体育費、２目体育施設管理費２００万円の減額でございます。

これにつきましては、修繕料ということで町民ご水プールに係る修繕料でございまして、

暖冬という影響で冷え込みが非常に少ないことから、チラー等の修繕料含め少し余って

くる見込みという中で減額をいたすものでございます。

３目学校給食費１４０万円の減額でございます。本年度予定していました工事実績に

よりまして、それぞれ設計委託、工事費につきまして減額をいたすものでございます。

最後に、１０款公債費でございます。公債費の中のその他の充当を見てください。３

１３万 ０００円の減額で、一般財源に振りかえがされております。これにつきまして

は、当初町営住宅使用料につきまして公債費に充当をしておりましたが、今回の補正で

減額になったことから、充当振りかえという形の中で補正予算書の中で出てきておりま

すので、説明をさせていただきました。

続きまして、３０ページ９降、３０ページから３２ページにつきましては、給与費明

細書でございます。そして最後、３３ページは、先ほど説明をさせていただきました地

方債補正の内訳資料ということになってございます。

９上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１９ 第１５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第１５号議案、令和元年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）でござい

まして、補正予算（第３号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

補正の内容は、歳入では、決算見込みによる保険税の減額で、保険税総額で９４１万
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０００円の減額、医療費増額に伴う県支出金 ６４３万 ０００円の増額、基金繰越  

金１６２万円の増額が主なものでございます。

歳出では、決算見込みによる医療費の増額により保険給付費 ６４３万 ０００円の 

増額、財政調整基金積立金７５４万 ０００円の減額が主なものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ８８９万 ０００円 

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４続 ４５３万 ０００円とする 

ものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２０ 第１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第１６号議案、令和元年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）でござ

いまして、補正予算（第３号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、決算見込みによる保険料の減額で、保険料総額で４６万

０００円の減額。歳出では、歳入での保険料減額に伴う後期高齢者医療広域連合納付金

の現年度分保険料等和担金４６万 ０００円の減額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４６万 ０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１続 ５５７万 ０００円とするもの 

でございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２１ 第１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第１７号議案、令和元年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第１７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）でございまし

て、補正予算（第３号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。

補正の内容は、歳入では、介護サービス給付費等諸費及び地域支援事業費減に伴う国

・県等の和担金及び補助金並びに交付金の減額、介護サービス給付費減に伴う他会計繰

入金の減額、低所得者介護保険料軽減に伴う他会計繰入金の増額、国・県等の和担金及

び補助金並びに交付金の減額に伴う基金繰入金の減額が主なものでございます。

歳出では、決算見込みによる介護サービス給付費等諸費及び地域支援事業費の減額が

主なものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５７８万 ０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４続 １７９万 ０００円とす 

るものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２２ 第１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第１８号議案、令和元年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、決算見込みによるもので、歳入では、使用料及び手数料が ７１１万

０００円の増額で、建設残土砂等０入量が、当初見込みの ０００トンから年度末見 

込みで１万 ５００トンと見込まれたためでございます。

また、使用料収入の増額により、基金からの繰り入れが不要になったため、財政調整

基金繰入金４１２万 ０００円を減額いたします。

歳出では、委託料２１５万円の増額で、０入量の増に伴い、押し土作業等の管理業務

の増でございます。使用料及び賃借料は２３万 ０００円の増額で、０入量増に伴う住

石山陽採石株式会社の橋梁使用料の増でございます。
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基金積立金は ０６０万 ０００円の増額で、０入量による増のうち、余基金額を積 

み立てるものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２９８万 ０００円 

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ０６９万 ０００円とするもので 

ございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２３ 第１９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第１９号議案、令和元年度神河町水道事業会計補

正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）でございまして、補正

予算（第３号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条の収次的収入の予定額で、営業収次では、事業所等加入金

の増額により１１３万 ０００円の増額。営業外収次では、長期前受け金戻入により３

５６万 ０００円の増額。収次的支出の営業費用では、減価償地費、固定資産除地費が

確定したことにより、７１０万 ０００円の増額。予備費で２４０万 ０００円の減額。 

これらにより、水道事業収次及び費用、それぞれ４続 ９８９万 ０００円といたしま 

す。

次に、予算第４条の資本的収入の予定額で、簡易水道統合整備事業等の事業費確定に

より ４３５万円の減額、資本的支出では、建設改良費の補正で、工事費の確定により

９３１万 ０００円の減額。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１続 ９  

７１万 ０００円は、過年度分損次７定７保資金等で補填いたします。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

真弓上下水道課長。

○上下水道課長（真弓 俊英君） 上下水道課の真弓でございます。第１９号議案、令和

元年度水道事業会計補正予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

補正予算実施計画の収次的収入及び支出で御説明いたします。それでは、３ページを

お願いいたします。収次的収入でございます。１款１項３目その他営業収次で、雑収次
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では、事業所等の新規加入金の増により１１３万 ０００円の増額でございます。

２項４目長期前受け金戻入は、固定資産除地に伴う長期前受け金の国・県補助金の収

次化分として３５６万 ０００円の増額でございます。

４ページをお願いいたします。収次的支出でございます。１款１項１目原水及び浄水

費の委託料等で２２０万円の減額。

５目減価償地費は、減価償地費が確定したことにより６９４万 ０００円の減額でご

ざいます。

６目資産減６費は、令和元年度除地の固定資産が確定したことにより、 ６２５万円

の増額でございます。

４項１目予備費は、２４０万 ０００円の減額でございます。

５ページをお願いいたします。資本的収入でございます。事業費確定による企業債等

で ４３５万円の減額でございます。

６ページをお願いいたします。資本的支出でございます。１款１項２目施設費は、工

事費の確定により ９３１万 ０００円減額しております。７ページにはキャッシュフ 

ロー計算書。

９上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２４ 第２０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第２０号議案、令和元年度公立神崎総合病院事業

会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和元年度公立神河総合病院事業会計補正予算（第２号）でございまして、

補正予算（第１号）９降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、入院外来とも病者数が減少し経営状況が悪化していることから、経営

の安定化を図るため一般会計からの繰入金を２続円追加し、３条予算における繰入金の

総額を６続円とするものでございます。

また、４条予算では、医療９械等の購入において入札減などにより、９械備品購入費

を ７００万円減額し、これに伴う企業債及び一般会計出資金（過疎債分）を、それぞ

れ ３５０万円減額するものでございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。
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詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出○員兼経○強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、第２０号議案の詳細説明をさせていただきます。

まず、３ページをごらんいただきたいと思います。３条予算におきまして、補正予算

（第１号）におきまして一般会計からの繰入金、他会計和担金につきましては４続円と

いたしております。本年度入院、外来とも病者数の伸びが悪いことによる収次の伸び悩

み、費用面では人件費の増、高額な医療機９を購入していることによる減価償地費の増、

企業債の利子がふえていることが要因でございます。そこで、今回医業収次の入院収次

で１続 ３８０万円、外来収次で ６２０万円の合計２続円を減額し、繰入金において 

２続円を追加するものでございます。

次に、４ページから５ページをごらんください。４条予算でございます。５ページの

資本的支出の医療機９の購入において、補正予算（第１号）で予算１続 ７００万円と

いたしておりましたが、入札減や購入を取りやめたことにより、購入予定額が１続 ０

００万円になることから、 ７００万円を減額いたしました。これに伴い、４ページの

資本的収入におきまして、医療機９購入事業債を ３５０万円、一般会計出資金の過疎

債分を ３５０万円減額するものでございます。

９上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目９降に行いますので、御了承を願います。

ここでお諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを

延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。異議なしですか、よろしいで

すか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定しました。

・ ・

日程第２５ 第２１号議案から第３３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第２１号議案から第３３号議案、令和２年度各会

計予算を一括議題とします。

町長の所信表明並びに第２１号議案、令和２年度神河町一般会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、令和２年度の予算並びに諸議案の御審議にあわせて、
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町政に対する所信の一端をここに申し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協

力を賜りたいと存じます。

令和２年度の予算説明書をごらんいただきたいと思います。

新年度を迎えるに当たりまして、改めまして、これまでの町政課題への諸施策の取り

組みに対し、町民の皆様を初め、職員、議員各位、そして各方面の皆様の絶大なる御理

解、御協力を賜り、進めてこられましたことに心より感謝申し上げます。

新年度につきましても、私の３期目の基本政策である、１つ、安心して暮らせるまち

づくり、２つ、みんなが活躍できるまちづくり、３つ、未来に希望が持てるまちづくり、

４つ、越知川名水・銀の馬車道・高原の３つのエリアを中心とした事業推進を基本に、

特に若者定住、教育・子育て環境には力を注いでまいりますので、引き続き、皆様方の

御指導、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

次に、国の動向についてでございますが、現在の我が国の経済は、長期にわたる回復

を維持させております。また、雇用・所得環境も改善し、２０００年代半ばと比べて景

況感の地域間のばらつきも小さくなっているなど、地方における経済は厳しいながらも

好循環の前向きな動きが生まれ始めており、今後においても緩やかな回復が続くことが

期待されております。

そのような経済情勢の中、取りまとめられた令和２年度の国の予算案は、高度化や幼

児教育・保育、高等教育の無償化などの影響で社会保障関係費が膨らむなど、対前年度

比⒈２％増の１０２２ ５８０続円と過去最高を更新しております。

予算案と同時に決まった地方財政対策の計画額は、対前年度比⒈３％増の９０２ ４

００続円であり、一般財源の総額は、地方団体が人づくり革命や地域社会の維持再生、

防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう財源が措

置されたことにより、対前年度比⒈２％増の６３２ ３１８続円と１１年連続の増加で

過去最大となっております。そのうち地方交付税の総額は、対前年度比⒉５％増の１６

２ ８８２続円が確保されました。

去る１月２１日の安倍内閣の施政方針演説において、今ここから日本の令和の新しい

時代を切り開いていくべく、復興五輪、地方創生、成長戦略、一続総活躍社会、外交・

安全保障が示されました。また、国の形を語るもの、憲法については、それを示すのは

国会議員の責任であり、憲法審査会の場で議論を深め、新しい日本をつくるためスター

トを切ろうと決意を表明されました。

いずれにしましても、日本国民誰もが安心して暮らせる方向性が示されるよう、今後

も大いにその実行力、リーダーシップに期待するところであります。

しかし、昨年１２月、中国の武漢和で第１例目の新型コロナウイルス感染者が報告さ

れ、その後、驚異的な勢いで感染拡大している影響で、中国での景況感を示す指数は、

分岐点と言われる５０に対して、リーマンショック直後の２００８年１１月を下回る３

⒌７と過去最低を記録しており、日本のみならず世界経済への影響が今後懸念されると
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ころでございます。

神河町の財政状況について申し述べます。神河町の財政状況ですが、平成３０年度決

算において、財政の健全性を示す健全化判断比率のうち、実質公債費比率については平

成２９年度から２年連続で３ポイント上昇し１⒍３％、財政構造の弾力性を示す経常

収支比率においても⒈７ポイント上昇し９⒌０％となりました。両比率とも依然として

類似団体より高い水準で推移し、一般財源が減少していく中で年々上昇幅が大きくなっ

ており、一段と財政に余裕がなくなっています。特に、実質公債費比率は、２５年度決

算ベースの平成２６年度に１８％未満となって９降、この２年間で徐々に上昇してきて

おり、今後はますます合併特例債や過疎債の元金償還額が増額することから、比率は令

和１１年９降１７％を超え、１８％に近づく見通しとなっています。

さらに、一般会計の財政調整基金の年度末残高は１２続 ８７３万 ０００円で、前 

年度末残高から４続６７８万 ０００円の減少、平成２８年度末残高から約 ⒍５続円の

減少と、この２年で急激に財政基盤が脆弱化しています。

今後を見通しても、国勢調査による人口がますます減少していくことなどにより、町

税、普通交付税を初めとした一般財源収入額が確実に減少していくことから、現状の予

算総額、そして一般財源額を確実に縮小し、安定した財政運営に必要な財源確保を図り、

健全な財政環境に改善していかなければなりません。

現在、標準財政規模５０続円のほぼ倍と大きく膨れ上がった予算総額を財政の健全化

が図られた平成２５年度の歳出決算額ベース程度までに縮小していくこととあわせて、

財政調整基金に頼らない予算編成を基本に据え、安定した持続可能な財政運営を確立し

ていきたいと考えております。

町政運営の基本方針についてでございます。

令和２年度の町政運営につきましては、第２次神河町長期総合計画の基本構想及び前

期基本計画の内容を踏まえ、また、地域創生総合戦略、辺地に係る総合整備計画、過疎

地域自立促進計画に基づく各種事業のさらなる進展を最優先に、特に、１つ、安全・安

心のまちづくり、２つ、交流から関係、そして定住へ、３つ、教育・子育て環境の充実、

４つ、山林・農地の活用による雇用創出の推進に全力で取り組んでまいります。

また、第２次神河町行財政改革大綱の基本である、将来にわたって存続可能な神河町

をつくり上げるため、次年度９降の予算総額の縮小と財政和担の平準化に向け、今後の

施設維持管理の方針を示した神河町公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の更新、

統廃合による適正配置に係る協議を地域住民の皆さんに十分な説明と、御意見を伺いな

がら進めてまいります。

町長就任９来、私が基本としております町民の皆様一人一人の意見などを大切にし、

町政に反映させ、よいまちづくりをすることで、町民の皆様に常に町政に関心を持って

いただくとともに、私たちこそがまちづくりの担い手であるという意識を持っていただ

けるよう努めてまいります。
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そして、引き続き、「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現に向けて、「ハート

が安らぐまちづくり」、「ハートが賑わうまちづくり」、「ハートが繋がるまちづく

り」を基本とし、「大好き！私たちの町かみかわ」を合い言葉に、町民の皆様とともに、

取り組んでまいります。

次に、予算編成の基本的な考え方について申し上げます。

令和２年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度比７続 ５００万円、 ⒏５％減の

８２続 ５００万円の予算案を編成いたしました。

歳出につきましては、これまで実施してきました教育・子育て・若者定住策を中心に

子育て世代への支援、加えて高齢者福祉を初め、地域経済の活性化、町民の安全・安心

のためのさまざまな事業予算など、引き続き町民生活に必要不可欠な行政サービスの経

費については、確実に予算を計上したところでございます。

引き続き、第２期の神河町地域創生事業を初め、辺地総合整備計画に基づく辺地対策

事業費の計上及び過疎地域自立促進計画の施策については効率的な財源充当のもと計画

的に実施可能なものを事業化し反映しながら、予算総額の縮小を図ったところです。ま

た、区からの要望事業予算も引き続き計上いたしました。

歳入につきましては、町税、普通交付税ともに令和元年度決算見込み額を基本に見込

んでおりますが、不足する一般財源については、基金の繰入金や地方債などにより、財

源確保を行ったところでございます。

本予算の執行に当たりましては、効果的・効率的な予算の執行及び管理に努めてまい

ります。

次に、主要施策の取り組みについてでございますが、これから審議いただきます令和

２年度当初予算案は、別冊のとおりでございますが、ここでは最重要施策の神河町地域

創生事業と第２次神河町長期総合計画の６つの基本目標に沿ってその主な概要を説明い

たします。

まずは、最重点施策の神河町地域創生事業でございます。

神河町の地域創生につきましては、本年３月に第１期総合戦略が終了いたします。そ

の取り組みの成果を検証したところ、若者世帯向けの各種住宅施策や移住定住施策、子

育て支援施策などにより一定の成果は上がっているものの、２０歳から３０歳代の女性

の減少は続いており、また、出生数８０人の達成にも届かない状況であり、人口減少に

よるコミュニティ活力の低下や、企業の人手不足などさまざまな影響が出てきているの

が現状でございます。その検証で明らかとなった課題の解消を含め、第１期の４つの基

本項目、１つ、「豊かな自然を活かし、安定したしごとを創造する」、２つ、「地域の

魅力を高め、交流から関係、そして定住へとつなげる」、３つ、「希望をもって結婚・

出産・子育てできる社会を実現する」、４つ、「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造

する」を継承しながら、現在策定中の第２期神河町地域創生総合戦略により、引き続き、

切れ目のない施策を展開してまいります。
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その基本的な取り組み方向につきまして、基本項目に沿って御説明いたします。

第１、「豊かな自然を活かし、安定したしごとを創造する」では、本町の地域特性で

ある、清流や高原といった豊かな自然環境、大都和からもアクセス良好な優位性を生か

し、これまで町の発展を支えてきた、農林業や商工業の維持・発展・強化を図るととも

に、魅力ある観光地づくりや地域ブランドの確立、さらには新規創業の支援等による新

産業の創造に努めます。また、引き続き地域特性を生かした企業費致を進めるとともに、

リーダー・キーマンとなる起業する人の発掘・費致を進めます。

数値目標ＫＰＩは、新規就業者数とし、目標値（令和２年から６年度の累計）は１０

０人を設定しております。

第２、「地域の魅力を高め、交流から関係、そして定住へとつなげる」では、本町の

すぐれた自然環境や先人の歩みなど、地域の歴史・文化や魅力を積極的に町内の子供た

ちに伝え、地域愛の醸成に努め、将来のＵターンを費導します。また、観光で来訪され

る方はもちろん、本町での勤務や滞在、大学連携や木造インターンシップ事業、田舎暮

らし体験など、さまざまな地域づくり活動へ参加される方に向け、町の魅力を伝え、関

係人口として、繰り返し来訪したいという関係に発展するよう努めます。また、ＵＪＩ

ターン者はもちろん、全ての人が、神河町に住んでみたい、住んでよかったと思えるよ

うな居住環境の形成・まちづくりを進めていきます。

数値目標ＫＰＩは、二十９上の社会移動の均衡とし、令和元年のマイナス８０人に対

し、目標値（令和６年）をゼロ人に設定しております。

第３、「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」では、依然として

人口減少が続いていることから、第１期総合戦略に引き続き、結婚・出産・子育てでき

る環境を充実してまいります。また、特に就労と子育てが両立できる環境整備のため、

保育士の確保や一時預かりサービスを充実させるとともに、病児・病後児保育サービス

など安心して子育てできる環境整備に努めていきます。

数値目標ＫＰＩは、出生数とし、令和元年の５４人に対し、目標値（令和６年）８０

人に設定しております。

第４、「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」では、高齢化・過疎化が進行す

る中、病院や買い物など日常生活における移動手段や、災害への備えなどの生活環境確

保が課題となっています。このため、地域協議会の設置、新たな拠点づくりなどにより、

高齢者や子供たちが触れ合い、安心して生きがいのある暮らしを続けられる地域づくり

や、防災リーダーの育成、病院ドクター等の地域巡回講座の開催など、安全で、安心で

きる暮らしを創造します。

数値目標ＫＰＩは、神河町に住んでよかった、生まれてよかったと感じる住民の割合

とし、平成３０年度アンケート７４％に対し、目標値（令和５年度アンケート）を８０

％にしております。

次に、第２次神河町長期総合計画の基本目標、６本の柱についてでございます。
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まず、１つ目の「ハートが安らぐまちづくり」での第１は、「郷土を愛し、次世代を

担う人材を育てる」（子育て、教育、生涯学習・スポーツ、歴史・文化）でございます。

本町の出生数は、平成２７年と２８年においてそれぞれ７０人、７１人と２年間にわ

たり一時増加傾向となったものの、それ９降減少傾向に転じ、平成３０年では５７人、

平成３１年１月から令和元年１２月は５４人という状況となっており、まさに危機的な

状況と言わざるを得ません。これまでの支援策を総括することにより、より効果的な施

策を見きわめながら、安心して子供を産み、楽しく子育てができる環境づくりを町と関

係者間の連携・協力のもと、強力に進めてまいります。

また、妊娠期から子育て期にわたるまでの包括的なサポートでは、子育て世代包括支

援センターでのワンストップ窓口における、切れ目のない支援の充実を図ってまいりま

す。

病児・病後児保育につきましては、公立神崎総合病院内に神崎郡３町による施設整備

を行い、病院とも連携し、来年１月の開始を目指し取り組んでまいります。

健やかに子供が育つ保育所や幼稚園での幼児教育につきましては、現在、保護者アン

ケートをもとに幼児期の教育・保育の一体的な提供や養育支援等を総合的に推進してい

くため、第２期子ども・子育て支援事業計画を策定しております。国の施策である幼児

教育・保育の無償化の確実な実施とあわせ、引き続きニーズに応じた質の高い保育や教

育の提供に努めるとともに、保育士の確保等、受け入れ態勢の充実を図ってまいります。

学校教育につきましては、神河町総合教育会議で示された教育の方向性並びに第２期

かみかわ教育創造プラン（平成２８年から３２年度）の基本理念「ふるさとを愛し こ

ころ豊かで 自立した 神河の人づくり」を基本に、神河町の将来のまちづくりを担う

子供が安心して快適に学べる学校施設の整備や、いじめ・不登校等への問題に対応する

ためのスクールソーシャルワーカー配置事業など、よりよい教育環境の充実に努め、誰

もが行きたくなる学校づくりの推進を図るとともに、ふるさと郷土への愛着と誇りを持

った心豊かな人材を育んでまいります。あわせて、かみかわ教育創造プランの更新を行

い、新たなプランを策定してまいります。

また、新たな国の施策、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、小・中学校において令

和元年度３月補正予算とあわせ、学校通信ネットワーク環境整備に取り組んでまいりま

す。

学校の適正規模・適正配置につきましては、小規模校である越知谷と長谷の２小学校

・幼稚園の今後の統合を含めた方向性について、地域・ＰＴＡ・学校・行政を交えた考

える会等での協議を継続してまいります。まず、越知谷小学校・幼稚園は、本年４月１

日から神崎小学校・幼稚園へ統合となります。次に、長谷小学校はＰＴＡを中心にアン

ケート調査などを実施しながら今後も協議・検討をしていくこととしております。

なお、長谷幼稚園は、引き続き休園の見込みとなっております。

小学校における教科学習の推進につきましては、本年４月から本格実施される英語教

－８７－



育の授業時間の拡大には、ＡＬＴや外部指導員を活用しながら、教育水準の確保と担任

教諭の指導力向上にしっかり対応してまいります。

地域創生事業での村・地域・町を守ろう教育の一環として取り組んできました日本一

の学校づくりにつきましては、「かみかわっ子」ふるさと育成事業とし、神河町の自然

を生かした峰山高原スキー場でのスキー体験活動や各学校における特色ある事業（地域

住民との交流など）を通してふるさと意識の醸成に取り組んでまいります。

学校給食につきましては、地産地消のもと地域の食材を活用し、定められた栄養摂取

基準（カロリー）を確保するとともに、栄養バランスのとれた安全・安心な食事を提供

してまいります。

神河町の将来を担う青少年の健全育成では、青少年補導委員会を中心に関係機関の連

携協力のもと行っている補導及び防犯のパトロールにつきまして、防犯パトロール車、

青パト３台を有効活用しながら、その活動の充実・強化を図ってまいります。

神河町の文化財を活用した地域づくりの推進につきましては、先人の残した貴重な文

化財の保存・普及・活用のため作成した神河町文化財保存活用地域計画が兵庫県で最初

に文化庁の認定を受けたことを踏まえ、地域総がかりで保存活用と次世代への継承を図

ってまいります。特に、福本遺跡については保存管理を行いながら国指定へ向け取り組

むとともに、町史編さん作業にも着手してまいります。

生涯教育や芸術・文化の振興につきましては、公民館を拠点に神河シニアカレッジや

公民館教室において、要望やニーズに沿った教室を設け、引き続き学習機会を提供して

いくとともに、一般公演についても町民の皆様に喜んでもらえる内容を検討しながら開

催してまいります。

社会教育・社会体育施設につきましては、重複する施設の統廃合についても検討を進

めながら、その間、各施設の運営に支障を来さないよう配慮しながら、町民の皆様に日

ごろからの健康づくりに利用していただけるよう適切な維持管理に努め、さらには、各

種教室やスポーツ大会の開催を通して、スポーツの振興にも取り組んでまいります。ま

た、ワールドマスターズゲームズ２０２１関西の開催において、本町で実施されるオリ

エンテーリング競技の準備をしっかりと進め、あわせて競技の普及にも努めてまいりま

す。

第２は、「安心して暮らせる環境をつくる」（地域福祉、高齢者福祉・介護、障害者

福祉、健康・医療）でございます。

本町においては、人口減少と少子化の影響により高齢化が進み、令和２年１月末時点

において６５歳９上の人口は ０７７人で、総人口ににめる割合は前年比 ８ポイント

増の３⒍２％に達し、３年後にピークを迎えると推測されることから、他和町に比べ一

段と速いペースで超高齢化社会が進行しております。引き続き、何歳になっても元気で

暮らせるよう地域住民との連携・支え合いを基本とした福祉・保健・医療の充実を図り

ながら、健康長寿のまちづくり、そして、誰もが安全・安心を感じられる地域社会の実
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現に向けた各種の施策を実施してまいります。

支庁舎での総合窓口サービスにつきましては、住民の皆様のニーズを見きわめながら、

必要とされるサービスについてはしっかりと維持し、また、保健福祉サービスにつきま

しては、より一層、町民の皆様に満足していただけるように充実を図ってまいります。

高齢者の暮らしを支えるための取り組みにつきましては、介護予防教室の開催、老人

クラブ活動・地域住民グループ活動への支援、人生いきいき住宅助成事業などの施策を

継続して実施してまいります。また、認知症の方を初め、障害のある方、妊婦の方など、

誰でも安心して気軽に立ち寄れる場として、公立神崎総合病院の新北館１階の多目的ス

ペースを利用しての集いの場を本年５月にオープンし、週１回から２回、認知症カフェ

や集いの場サロンなどを開催してまいります。

国民健康保険事業につきましては、より一層の健全な運営を図りながら、国民健康保

険被保険者の健康を保持・増進するためのより効果的な保険事業に取り組んでまいりま

す。

介護保険制度における介護予防・生活支援につきましては、引き続き総合事業の取り

組みの中で、援護を要する方のニーズを把握しながら、介護予防・生活支援サービスを

提供するとともに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談等にしっかりと取り組

んでまいります。社会福祉協議会に委託している生活支援コーディネーター業務での地

域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けて、生活支援協議体の

未設置の区へ引き続き設置に向けた働きかけを積極的に進めてまいります。

介護従事者の確保対策として、外国人雇用の可能性調査も継続して行うとともに、国

際交流事業も積極的に進めてまいります。

地域包括ケアシステムの推進につきましては、高齢者が可能な限り住みなれた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、引き続き、在宅医療・介

護連携推進協議会における３つの部会で協議、検討した具体策を段階的に実施してまい

ります。また、神崎郡内３町と神崎郡医師会の連携による在宅医療・介護連携支援セン

ターを公立神崎総合病院に設置し、引き続き、社会福祉士１名を配置し事業を展開して

まいります。

障害者福祉の取り組みにつきましては、現在の第５期障害福祉計画及び第１期障害児

福祉計画の更新を行うとともに、個々のニーズに対応した自立支援給付や地域生活支援

等の福祉サービスを提供してまいります。また、町社会福祉協議会により障害者の活動

や交流拠点施設として、ゆめ花館と集いの場の整備、そして民間事業者による施設整備

への支援等、適切なサービスの利用を進めてまいります。

福祉医療の充実につきましては、引き続き、高校生等までの医療費を無償化し、保護

者の和担軽減を図ってまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、広域連合と連携しながら、適正な実施に努めて

まいります。
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町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取り組みにつきましては、公立神崎

総合病院と連携しながら、町民みずからの自主的な健康づくりに取り組む意識の形成を

図り、町が実施する健康づくりポイント事業や健夜への参加者の増加を図ってまいりま

す。町ぐるみ健夜（特定基本健夜）おいては、個々の健康状態を把握するとともに、が

ん検夜等によるがんや特定疾病の早期発見、早期治療につなげ、住民の皆様の健康保持

・増進を図ってまいります。

公立神崎総合病院につきましては、完成した新北館を拠点に、地域の医療を担う中核

病院として、引き続き、医療体制、特に医師確保に努めるとともに、新たに導入した医

療機９の活用や医師間の連携を深めることで、夜療機能の質的向上を図ってまいります。

また、中期経営計画、公立神崎総合病院改革プランに基づき、病者の皆様のニーズに応

えられる病院づくりのため、喫緊の課題である健全経営に向け、経営形態の見直しの検

討委員会を設置し、危機意識を共有しながら病院と行政が一体となって、経営改善・改

革に本腰を入れて取り組んでまいります。

第３は、「美しく安全なまちを築く」（自然環境・地域景観、生活環境、地域情報基

盤、防災、防犯・交通安全）でございます。

神河町の恵まれた美しい山・川・田夜の自然環境、そしてそこに住む人々の地域や生

活などあらゆる環境の保全、活用を図ってまいります。特に、森林の保全につきまして

は、県民ン税活用事業とともに、森林環境譲与税を財源とした森林の整備に引き続きし

っかりと取り組んでまいります。

ごみ処理につきましては、現在、次期ごみ処理施設の整備について、建設候補地を応

募のあった福崎町田口区に決定し、その周辺地区を含め説明を行いながら進めてきまし

たが、さまざまな要因から断念せざるを得ない状況となりました。引き続き、新たな候

補地を選定し進めていく予定になっております。

また、生ごみの減量化については、生ごみ減量協議会を中心に減量に向けた対策に取

り組んでまいります。あわせて、コンポスト導入による生ごみ減量への啓発・周知を図

りながら、収集ごみの減量化を推進してまいります。

集落に点在している老朽化した危険な空き家等の除去・修繕等につきましては、国、

県の補助金を活用しながら、危険家屋等の解消に努めてまいります。また、神河町空家

等対策協議会を中心にその対策に向けて取り組んでまいります。

水道事業につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組んでいくとと

もに、老朽化した管路の耐震化を引き続き実施してまいります。

下水道につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組んでいくととも

に、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施設の統廃合・長寿命化につい

て、その計画を地元住民へ説明を行い、推進してまいります。

神河町のＣＡＴＶ、高速インターネットにつきましては、昨年４月より指定管理委託

及びＩＲＵ契約にて民間事業者によりサービスの提供、行政の情報発信を行っており、
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引き続き、サービスの充実と適切な管理運営に努めてまいります。

消防・防災につきましては、近年、各地で多発している大規模な自然災害に備え、総

合的な防災対策の基本である神河町地域防災計画を本年度新たに現状に即したものに更

新いたします。また、地域の防災力を高めるとともに、災害警戒態勢の強化を図り、あ

わせて災害ごみの処分地の選定についても行ってまいります。河川水位の監視強化のた

めの水位計の更新と監視カメラの設置については財源確保を優先に、財源確保ができて

から実施することとしております。

また、地域防災のかなめとして町民の生命と財産を守るという大きな使命を担ってい

る消防団のさらなる防火・防災体制を強化していくとともに、初期消火活動に必要な消

防施設設備の整備や、消防団員が安心して活動できるための装備備品の充実を進め、あ

わせて団員の確保に努めてまいります。

現在、運用中の防災行政無線につきましては、迅速で正確な情報伝達に努めるととも

に、電波の受信が弱い地域の解消に当たってまいります。

地域における夜間の防犯対策につきましては、町の基本施策であるご室効果ガスＣＯ

２ 削減にもつながることから、各区の防犯灯のＬＥＤ化を進めており、引き続きＬＥＤ

電ごへの切りかえに係る補助金を予算化するとともに、犯罪の抑止・防止に努めてまい

ります。また、幹線町道の町管理街路灯のＬＥＤ化及び幹線道路沿いの町防犯カメラの

設置については、本年度での完了に向け進めてまいります。

住民生活道路である町道の除雪につきましては、除雪車両の５台の配備を行いながら、

緊急時の出動への協力や連携の体制整備を図り、凍結防止も含め、今後の積雪にしっか

りと備えてまいります。

次に、２つ目の「ハートが賑わうまちづくり」での、第４は、「人が行き交い、出会

うまちを創造する」（土地利用、道路・交通、交流、定住促進）でございます。

第１期の総合戦略の検証のとおり、人口減少が続いている本町にとって、地域の活力

維持が最大の課題となっており、現在、神河町に住んでいる若年層の町外流出がこのま

ま続くと、地域コミュニティの崩壊・消滅につながっていくおそれがあります。若者の

流出を食いとめる上で、町内で安心して結婚し、住居を設け、住み続けていただくため

に、これまで強力に推進してきました若者定住施策の継続とあわせ、新たな事業への転

換を模索しながら、若者定住への支援を引き続き実施してまいります。

一方、現在、神河町に長年住み続けておられる住民の皆様につきましても、今後も引

き続き、神河町に住み続けてよかったと思っていただけるような施策展開、サービス提

供にも努めてまいります。中でも、住宅環境の整備や公共交通、そして道路・橋梁のイ

ンフラの基盤整備は重要な課題でありますので、それらの施設・設備の改修や適切な維

持管理により一層努めてまいります。また、個人財産の保護や経済活動をより促進させ

るため、町全域において地籍調査を継続して実施してまいります。

公共交通につきましては、町民の移動手段であるコミュニティバス運営において、高
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齢者や障害者等に優しく、利用しやすい運行形態への見直しを協議しているところであ

りますが、本年度、乗り合い運行の社会実験を行い、検証の上、事業展開を図ってまい

ります。

ＪＲに関しましては、ＪＲ播但線利用者の利便性向上のため、ＪＲへの要望活動を強

めてまいりました。今まで寺前駅で長谷駅を通過していた夜１９時台の列車について、

本年３月のダイヤ改正において、１便ではございますが、生野発１９時３分の列車が長

谷駅１９時１２分に停車することとなりました。引き続き、長谷駅通過問題の解消を目

指し、長谷地域住民が一体となり策定された長谷駅利用促進計画に基づいた事業展開へ

の支援を行ってまいります。

道路につきましては、町民生活の安全確保、区要望も含め、過疎対策事業債等を活用

し、確実に進めてまいります。特に、町道作夜・新田線は辺地対策事業債の活用を基本

に早期完成に向け全力で取り組んでまいります。

橋梁につきましては、引き続き、長寿命化修繕計画に基づいて修繕工事を着実に実施

してまいります。

住宅施策につきましては、マスタープランを基本に取り組んでまいります。また、ク

ラインガルテンカクレ夜の分譲につきましては、紹介者への報の金制度を大いに活用す

る中で早期完次に向けて販次促進を図ってまいります。

第５は、「魅力と活力の産業を育てる」（農林水産業、商工業、観光）でございます。

本町の豊かな自然や地域資源を生かした農林業・商工業の連携による６次産業化の推

進による雇用の創出、そして収量アップにつながる農業の実現による農業再生に向け、

全力を注いでまいります。

仕事づくりにつきましては、起業や創業に対しての支援、企業費致の推進による働き

場所の確保、新たなかみかわブランドの発掘やそのＰＲなどを引き続き展開してまいり

ます。また、スキー場峰山高原リゾートホワイトピーク及びグリーンピーク、また、道

の駅「銀の馬車道・神河」を拠点に、町内観光施設へのさらなる費導、波及効果の拡大

に向け、観光協会、商工会を初め、日本遺産「銀の馬車道 鉱石の道」の沿線自治体と

連携しながら取り組んでまいります。また、かみかわお仕事ナビにより町商工会、ハロ

ーワークと連携しながら就労支援行ってまいります。

農業につきましては、町農業委員会と神河町地域農業再生協議会とが協調しながら、

農業の活性化と再生に引き続き力を注いでまいります。また、神河アグリイノベーショ

ン事業の継続推進、主食米９外の生産拡大や新規就農者・農業経営法人化への支援、人

・農地プラン策定への支援、米安全確保対策、あわせて有害鳥獣である猿・鹿・イノシ

シの捕獲対策の一層の強化を図りながら、安全で良質な農産物の生産拡大並びに農地保

全の取り組みを引き続き積極的に展開してまいります。

林業の活性化と再生につきましては、森林管理１００％事業による計画的な０出間伐

と作業道開設とともに、森林環境譲与税の財源を活用し、間伐や０出等の森林施業に対
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する町独自の補助事業を拡充しながら、一体的に森林整備を実施してまいります。あわ

せて、若者世帯の住宅取得及びリフォーム事業に係る補助金の町内事業者の利用加算も

継続し、地域内循環を促進してまいりたいと考えております。また、わせ樹種であるセ

ンダンの育成、そして紙幣の原料となるミツマタの生産、出荷等に引き続き取り組んで

まいります。

水産業の活性化と再生につきましては、漁業組合や漁業者、ＮＰＯ団体等が行う新た

な取り組みへの支援を行うとともに、関係者と連携しながら一体的に推進してまいりま

す。

本町は兵庫県のほぼ中央に位置し、京阪神から約１時間３０分、姫路から約４０分と

良好なアクセス環境にあります。四季を通した魅力あふれる神河町を町ホームページ、

観光ナビにより、これまで９上に町内外へ強力にＰＲ・発信していきながら、観光交流

人口１００万人を目標に、観光交流センターを拠点に、観光協会、観光施設、指定管理

者、行政、そして関係する事業者と連携しながら引き続き、全ての世代の方々に行って

みたいと思ってもらえる神河町を目指すとともに、にぎわいを創出してまいります。

昨年、神河町・和川町・朝来和で設立したＨＹＯＧＯ Ｍｅｄｉｏフィルムコミッシ

ョンによる映画ロケ地のＰＲパンフの作成など、さらなる費致活動の強化に取り組んで

まいります。

また、観光協会においては、一般社団法人として法人化による組織強化が図られたこ

とにより、観光産業の育成と新しい事業を取り入れながら地域に根差した活動が進めら

れることを期待しております。

観光の核となる峰山高原スキー場、峰山高原リゾート・ホワイトピーク及びグリーン

ピーク、そして道の駅「銀の馬車道・神河」のブランド力効果はもちろん、さらなる知

名度アップ、集客増に取り組んでまいります。また、年間を通した利用促進におきまし

ても、引き続き指定管理者等と連携し、充実した施設の活用プログラムにより付加価値

を高め、より効果のある方策や手段をとりながらＰＲ活動や情報発信を進め、集客に努

めてまいります。さらに、今後の施設整備や来場者への対応につきましては、毎年検証

し、関係者間で協議・検討しながら、よりよい施設となるよう進めてまいります。

かみかわの賑わいづくりにつきましては、越知川名水エリア、銀の馬車道エリア、大

河内高原エリアの３つのエリアにある観光施設・資源を最大限に生かしながら、それぞ

れの施設において独自のサービス向上を図り、より魅力ある観光地・施設として町内外

に発信してまいります。また、２０２１年のワールドマスターゲームズ開催時には、多

くの外国人来訪者があることから、町内の観光施設における公衆無線ＬＡＮの環境整備

については、本年度完了を目指し取り組んでまいります。

次に、３つ目の「ハートが繋がるまちづくり」での、第６は、「安定した持続可能な

まちを実現する」（人権、住民参画、コミュニティ、行財政）でございます。

昨年１２月、「人権尊重のまち」宣言のもと、全ての人が幸せになるために神河町部
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落差別の解消の推進に関する条例を制定いたしました。その実現を目指し、引き続き毎

月１１日は人権を確かめる日の啓発、ＰＲ活動を推進し、誰もが人として尊重されるま

ちづくりに取り組んでまいります。

町長就任９来、昨年で１０回を数えた町長懇談会については、少し開催環境に変化を

加えながら、集落が抱える喫緊の課題や、町としてぜひ共有しておかなければならない

課題等について意見交換の場ができればと考えており、その場での貴重な意見を今後の

まちづくりに生かしてまいります。

まちづくりの指針となる第２次神河町長期総合計画については、町民の皆様との協働

のもと検討・協議を重ねつくり上げました。この計画の実施に当たっても町民の皆様の

参画のもと、取り組んでいくこととしております。あわせて、住民・地域・企業等の連

携のもと、男女共同参画社会の実現に努めるとともに、その基本となる男女共同参画推

進計画の更新を進めてまいります。

情報発信につきましては、町民の皆様によりわかりやすい広報づくりに努めるととも

に、町ホームページやＳＮＳなどさまざまなツールを活用した情報発信を充実してまい

りました。引き続き、町内外に町政やイベントなどの情報を適時適切に発信するととも

に、町民の皆様の生活に有用な情報提供に一層努めてまいります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的確な課税客体の把握

により公平公正な課税を行ってまいります。また、適切な滞納処分を行うとともに、特

別徴収月間での徴収強化の取り組みによる徴収率をアップしてまいります。

住民サービスにおいては、平成３０年４月開始のコンビニエンスストアにおいて、マ

イナンバーカードを利用しての住民票・印鑑証明・戸籍証明等の取得、そしてコンビニ

エンスストア及びクレジットカードでの町税や上下水道料金の納付ができるように利便

性の向上を図ってきており、徐々にではありますが、利用者数も増加しております。マ

イナンバーカードの普及率は、まだまだ低い状況ではございますが、今後も、まずは町

民の皆様のマイナンバーカードの取得促進を中心に力を注いでまいります。

また、これらの環境が整ったことから現在、支庁舎の日曜証明窓口及び日直業務は、

第２・４日曜日と縮小して実施しておりますが、本年４月１日から廃止させていただく

方向で考えております。

ふるさとづくり応援寄附金につきましては、貴重な自主財源であることから、より一

層の普及とＰＲを行い、返礼品を充実しながら積極的に取り組んでいくとともに、いた

だいた寄附金を有効に活用してまいります。

町財政につきましては、総務省が示す統一基準による地方公会計の整備により、財政

の見える化を進めてまいります。また、これからの財政運営については、財源確保の面

から予断を許さない状況が続くことが推測されることから、第２次神河町行財政改革大

綱に基づく実施計画の不断の取り組みとともに、公共施設等総合管理計画に基づく寿命

化・統合・廃止等の施設の適正な配置と維持管理により、財政和担の軽減と平準化を目
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指し、より一層の経費削減に努めつつ、事務の効率性を高め、無駄を減らしていくため

のさらなる改革・改善に努め、計画的かつ効率的な行財政運営のまちの実現を目指して

まいります。

最後に、多様化する価値観、ライフスタイル、インターネットを通じたコミュニティ

の発展などにより、９前であればその地域で求められるニーズや施策の方向性はある程

度一定ではありましたが、この現代社会においてはそうではなくなってきております。

したがって、その地域に住む大多数の方々にいいねと言っていただけるような施策を立

案することが、非常に難しくなってきていると感じております。

この時代における行政にとって必要なことは、この多様な価値観などに基づくニーズ

を見きわめる目と各ニーズに届く細やかなサービスをつくり出す力を磨かなければなり

ません。つまり、この多様な価値観などに基づく埋もれたニーズを探し出す力が、これ

まで９上に町行政にとって重要になっていると感じています。時代の流れをいち早く捉

え、この埋もれたニーズをしっかりと掘り起こし、私みずからの判断と責任において、

そのニーズに応える施策を新たに立案し、速やかに実施できるよう努めてまいります。

９上を申し上げまして、令和２年度の予算に対する私の所信といたします。

次に、第２１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、令和２年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条第

１２項の規定によりまして議会に提出するものでございます。

予算書の１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８２

続 ５００万円と定め、その歳入歳出予算の款項の区分・金額は、第１表、歳入歳出予

算によると定めております。前年度当初予算と比較してマイナス⒏５％、額にして７続

５００万円の減額でございます。

続きまして、歳入でございます。１３ページをお願いいたします。

１款町税は、１７続 ４４２万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒉６％、 ８５３

万 ０００円の減収と見込んでおります。

２款から１０款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年

度決算見込みを基本に地方財政計画、そして県の配分見込みにより、それぞれ計上して

おります。

１１款地方交付税は、３０続 ５００万円で、対前年度 ⒋２％、１続 ５００万円の

増額でございます。これは普通交付税の増額でございまして、前年度の交付額との比較

ではマイナス４％、 １９４万 ０００円の減額となっております。 

１２款交通安全対策特別交付金は２２０万円で、前年度と同額でございます。

１３款分担金及び和担金は ５３８万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒉９％、１

３４万 ０００円の減額でございます。

１４款使用料及び手数料は、１続 ７６４万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒋３

％、７８９万 ０００円の減額でございます。
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１５款国庫支出金は、５続 ８７５万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒌７％、

４６９万 ０００円の減額でございます。

１６款県支出金は、７続５０４万 ０００円で、対前年度比 ⒌９％、 ９４１万 ０ 

００円の増額でございます。

１７款財産収入は、 ７５２万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒏９％、２６７万

０００円の減額でございます。

１８款寄附金は、 ５００万 ０００円で、前年度と同額でございます。 

１９款繰入金は、２続 ３７３万 ０００円で、対前年度比マイナス４  ⒏９％、２続

４６６万円の減額でございます。そのうち、財政調整基金繰入金は ０００万円で、対

前年度比１続 ０００万円の減額でございます。

２０款繰越金は、 ０００万円で、前年度と同額でございます。

２１款諸収入は、２続３４万 ０００円で、対前年度比マイナス４ ⒋０％、１続 ７

２４万 ０００円の減額でございます。

２２款町債は、９続 ８００万円で、対前年度比マイナス３ ⒌７％、５続 ０１０万

円の減額でございます。

続きまして、歳出でございます。１４ページをお願いいたします。

１款議会費は、 ６６６万円で、対前年度比マイナス ⒋８％、４３９万円の減額でご

ざいます。

２款総務費は、１１続 ９４１万 ０００円で、対前年度比マイナス３  ⒉４％、５続

７３７万 ０００円の減額でございます。 

３款民生費は、１５続 ０９２万 ０００円で、対前年度比  ⒌８％、 ２５５万円の

増額でございます。

４款衛生費は、１５続 ５８２万 ０００円で、対前年度比マイナス１  ⒈６％、２続

５１３万 ０００円の減額でございます。

５款農林水産業費は、６続 ８４８万円で、対前年度比 ⒍６％、 ８８７万 ０００ 

円の増額でございます。

６款商工費は、３続 ０８３万 ０００円で、対前年度比マイナス２  ⒈９％、 ９９

３万 ０００円の減額でございます。

７款土木費は、６続 ０７９万 ０００円で、対前年度比マイナス１  ⒍５％、１続

６２８万円の減額でございます。

８款消防費は、２続 ６３２万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒋９％、 ３１５

万 ０００円の減額でございます。

９款教育費は、１０続 ９９０万 ０００円で、対前年度比１  ⒊８％、１続 ７５２

万 ０００円の増額でございます。

１０款公債費は、９続 ５８３万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒉８％、 ７６

７万 ０００円の減額でございまして、元金償還金が９続 ４９６万 ０００円、利子  
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償還金が ０８６万 ０００円、公債諸費が ０００円でございます。  

１２款予備費は、 ０００万円で、前年度と同額でございます。

９上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

・ ・

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこ

れで延会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

本日はこれで延会とすることに決定しました。

次の本会議は、あす３月４日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会いたします。どうも御苦労さんでした。

午後５時０５分延会
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